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巻頭言

設立 40 年の歴史からの学びとこれからの保健師教育

一般社団法人全国保健師教育機関協議会　副会長
鈴木美和

2020年 6月，一般社団法人全国保健師教育機関協議会（以下，全保教）は，設立 40周年記念事業を予定していま

した．しかしながら，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み，2021年 6月に延期開催することを決定し

ました．長い歴史を創り上げてきた会員校の皆様に敬意を表するとともに，過去の経験が現在を支え，未来を切り拓

く力となることを強く実感する 1年となりました．

特に「感染症法改正に関する声明」（全保教公式ホームページ，2021，1）は，過去の教訓を生かしての意向であり，

今後の公衆衛生看護活動を護り，その役割を担う保健師の育成を推進する団体としての要請となりました．その後，

「感染症法」の一部改正，施行となり（厚生労働省，2021），感染者の入院拒否，積極的疫学調査の拒否および虚偽の

回答に対し「過料」の対象とすることが明記されました．これにより，感染者への個別対応を通して，信頼関係を築

きながら不安の軽減や適切な支援を進めてきた保健師の活動にどのような影響があるのか懸念されるところです．

新型コロナウイルス感染症は，2019年 12月に最初の症例が確認され（粟野，2020），その後世界に拡大し，2021年

2月現在，日本の 11都府県に 2度目の緊急事態宣言が発出されました．この状況に対応する保健所の業務量は想像を

超えるものであり，現場の保健師は，休日返上の対応を余儀なくされています．保健師のマンパワー不足に対しては，

全保教も協力を進め，緊急報告会「新型コロナウイルス感染症への保健所の対応の実際と課題」を開催し，今後の支

援活動につなげる機会を設けました．改めて保健師活動の重要性を実感し，教育の質向上への更なる動機づけとなり

ました．

保健師教育は，保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令（文部科学省・厚生労働省令，2020）

により，カリキュラムの総単位数を「31 単位」とすることが規定されました．全保教では，保健師教育の充実，質向

上を図るべく大学院化推進の一助となる「大学院カリキュラムモデル（全保教版 2020）」を作成しました．カリキュ

ラム編成にどのように活用していただけるのか，今後どのような課題が見えてくるのか，会員校の皆様とともに検討

していきたいと考えております．そして，2020年度は，対面からオンラインに切り替えて，講義，演習，実習を進め

るという新たな挑戦を求められました．このような状況にも屈することなく様々な授業展開方法が，掲示板に寄せら

れました．困難な中でも打開策を見いだし，未来を創造できるのが保健師であり，保健師教育であり，全保教の活動

であることを念頭におき，会員校の皆様とともに前進していきたいと思います．

文 献

粟野暢康（2020）：疫学，粟野暢康，出雲雄大監修・編集，呼吸器内科医が解説！新型コロナウイルス感染症―COVID-19―，13，医
療科学社，東京．
厚生労働省（2021）：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について，https://www.mhlw.go.jp/content/

000733827.pdf（検索日：2021年 2月 8日）
文部科学省・厚生労働省令（2020）：保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について（通知），https://

www.mext.go.jp/content/20201105-mxt_igaku-000006024_1.pdf（検索日：2021年 2月 8日）
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特別記事

コロナ禍における本協議会の活動と今後の取り組み

一般社団法人全国保健師教育機関協議会　会長
岸恵美子

昨年の新型コロナウイルス感染症の発生により，教

育現場では実習の受け入れが困難となるだけでなく，

対面からオンライン授業への転換を求められた．会員

校の皆さまは，教育の質を担保しつつどのように授業

を展開していくのかに悩み，情報を共有しながら，工

夫を重ね，何とか乗り切ることができたのではないだ

ろうか．また，一方では，感染症対応で保健所が逼迫

し保健師が疲弊する中で，国民から求められる保健所

や保健師の役割や期待も明確になり，保健師教育の課

題も見えてきたと思われる．そこで本稿では，会員校

の皆様とともに行った本協議会での本年度の活動を振

り返り，今後の協議会の取り組みを述べる．

I．実習代替授業についての情報交換

2020年 2月 28日に文部科学省・厚生労働省（2020）

より「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関

係職種等の各学校，養成所及び養成施設等の対応につ

いて」が通達された．その中で「（3）学校養成所等に

あっては，新型コロナウイルス感染症の影響により実

習施設の受け入れの中止等により，実習施設の変更が

必要となることが想定される．……中略……実習施設

の変更を検討したにもかかわらず，実習施設の確保が

困難である場合には，年度をまたいで実習を行って差

し支えないこと．なお，これらの方法によってもなお

実習施設等の代替が困難である場合，実状を踏まえ実

習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより，

必要な知識及び技能を修得することとして差し支えな

いこと．」と示された．

つまり，実習受け入れ機関から実習中止とされた場

合，他の実習施設を検討することや実習時期の延期を

検討し，それが難しい場合は教育目標に照らして演習

や学内実習等を行い，合理的な根拠を示す必要がある

ということになる．実習は全国で展開されるため，他

の地域の保健所・保健センターに実習を依頼すること

は感染拡大防止の観点からもできない．結果的に，臨

地での実習が 1日もできなかったとしても，今回の状

況では，合理的理由で演習等を読み替えることは可能

ではあり，国家試験受験資格は得られるが，教育の質

を担保しなければならないことに会員校の先生方は苦

悩したと思われる．

本協議会には，どのように実習を展開していくべき

か，代替としてどのような演習をすればよいのか，複

数の会員校から戸惑いや不安，具体的な実習・演習方

法についての質問があった．そのため 2021年 3月 31

日，本協議会では会員専用ページに，新型コロナウイ

ルスに関する情報交換の場として電子掲示板を開設す

るに至った．

本協議会の教育課程委員会（2020）では，電子掲示

板に投稿された施設実習の代替学習に関する実践例を

データとして収集し，「施設実習の代替学習に関する実

践例」として報告書を作成した．データ収集期間は

2020年 4月 30日～5月 22日で，投稿された 10校の

データを報告書にまとめた．

この報告書は，その後，令和 2年 6月 22日に厚生労

働省医政局看護課（2020）から都道府県衛生・医務主

管部（課）あてに通達された「新型コロナウイルス感

染症の発生に伴う看護師等養成所における臨地実習の

取扱い等について」で，具体的な臨地実習の展開方法

や事例等について参考とする内容として示された．

会員校より情報交換の場としての電子掲示板の開

設，「施設実習の代替学習に関する実践例」として報告

は大いに参考になったと会員校より評価され，他団体

からも開設方法等の問い合わせがあった．本協議会で

は，電子掲示板の取り組みは，会員校のタイムリーな

情報交換の場として有効であることが確認されたこと

から，今後も活用を促進していく必要があると考える．

II．保健所支援チームの派遣協力

令和 2年 7月 16日，厚生労働省健康局健康課長よ

り，保健所支援チームの派遣について，「厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策保健所支援（積極的疫学

調査）チームの派遣について（協力依頼）」で文書によ
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る依頼があった．

新型コロナウイルス感染症の全国の感染状況等によ

り，厚生労働省では地方公共団体からの要請に基づき，

保健所支援（積極的疫学調査）チームを編成し派遣す

ることになり，本協議会に取り組みの周知と，協力者

の登録名簿作成の協力依頼があった．感染者数の増加

が著しく，保健所の業務が逼迫するなかで，特に保健

師の確保が喫緊の課題となっていることから，本協議

会としては，派遣依頼に協力することは重要と考え，

要請を承諾した．令和 2年 7月中に名簿を提出するこ

とになり，保健所が逼迫している状況，保健師が疲弊

している状況から，本協議会として，会員校に周知し，

名簿登録に協力してもらうことは重要と考え，早速一

斉メール配信で協力を依頼した．多くの会員校の先生

方に登録していただきましたこと，この場を借りて感

謝申し上げます．

III．緊急報告会の開催

保健所支援チームの派遣に協力する会員校の先生方

からの情報を共有し，今後派遣協力する会員校の先生

方がスムーズに活動できるよう緊急報告会「新型コロ

ナウイルス感染症への保健所の対応の実際と課題―自

治体支援に取り組んだ教員の経験から―」を 2020年

12月 26日に ZOOMによるオンラインで開催した．そ

の後，YouTubeの限定公開で，2021年 2月末までオン

デマンド配信を行った．

新型コロナウイルス感染症はさらに拡大し，医療機

関・保健所等は逼迫した状況に置かれており，保健所

及び保健師の対応の現状，自治体支援を行った教員の

経験から，具体的な支援方法について情報提供を受け，

教育機関からの自治体支援のあり方について再考し，

更なる活動につなげることを目的とした．

緊急報告会では，冒頭，加藤典子氏（厚生労働省健

康局健康課保健指導室長）より，「全国における新型コ

ロナウイルス感染症への保健所の対応の現状と課題」

をお話いただいた．続いて保健所支援を経験した荒木

田美香子氏（川崎市立看護短期大学 事務担当部長/教

授）に「新型コロナウイルス感染症の自治体支援を経

験して～全国での支援～」をテーマに，井口理氏（日

本赤十字看護大学 准教授）に「新型コロナウイルス感

染症の自治体支援を経験して～東京都での支援～」を

テーマにお話いただいた．その後，指定発言として池

戸啓子氏（新宿区保健所保健予防課保健相談係）に「新

型コロナウイルス感染症への保健所の対応の現状と自

治体支援を受け入れた経験から」をテーマに，現場の

実態についてデータを基にお話いただいた．

年末の慌ただしい時期であったにもかかわらず，約

160名の参加があり大変有意義な 2時間となった．講

師の話から，現場の逼迫した状況が理解でき，派遣協

力の際の具体的な支援方法だけでなく，支援の手続き

の確認や補償に関する情報交換ができ参考になったと

いう声が多く聞かれた．今回の報告会で保健所支援に

関する共通した認識が持て，保健所側にも負担をかけ

ることなく，教員が協力できる体制の強化へとつながっ

たと思われる．

講師の先生方には大変短い期間で準備をいただいた

ことに感謝する．オンラインでの実施は，タイムリー

に開催できることにつながるため，今後は会員校のニー

ズに合った研修会や報告会，情報交換の場を，オンラ

インを活用して開催する必要があると考える．

IV．感染症法改正に関する声明の公表

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（以下，感染症法）は，過去の感染症対策への

反省から，1897（明治 30）年に制定された伝染病予防

法を廃止して 1999（平成 11）年に制定された法律であ

る．すなわち，結核やハンセン病の患者・感染者の強

制的な隔離収容による著しい人権侵害，国民の差別を

助長する政策を深く反省し，「患者等の人権尊重に配慮

した入院手続きの整備」が感染症法の見直しの方向性

の一つとして示された．

感染症法の前文には「（前略）我が国においては，過

去にハンセン病，後天性免疫不全症候群等の感染症の

患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したと

いう事実を重く受け止め，これを教訓として今後に生

かすことが必要である．このような感染症をめぐる状

況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏ま

え，感染症の患者等の人権を尊重しつつ，これらの者

に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し，感染症

に迅速かつ適確に対応することが求められている．」と

示されている．さらに感染症法の基本理念（第 2条）

は「新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応す

ることができるよう，感染症の患者等が置かれている

状況を深く認識し，これらの者の人権を尊重しつつ，

総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とす

る．」と記されている．

そのような中，感染症法等の改正が閣議決定された．

改正法については，新型コロナウイルス感染症の患者
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が入院勧告や積極的疫学調査・検査を拒否した場合は，

刑事罰及び罰則を科すことが，政府与野党の連絡協議

会資料に示され，報道もされていた．そのため，本協

議会（2021）では理事会で決議し，「感染症法改正に関

する声明」を，2021年 1月 26日に本協議会ホームペー

ジに公表した．

強制的措置を伴う感染症対策は，歴史的に失敗を経

験しており，強制的措置を恐れることで検査結果の隠

ぺいや，感染状況が潜伏して，見えないところで拡大

していく危険がある．さらに，市民への行政の強制措

置は，感染者・患者への差別を助長することにもつな

がりかねない．さらに全国の保健師が，これまで丁寧

に信頼関係を作りながら個別支援としても対策を行っ

てきたが，強制的措置に変わることで支援ではなくな

り，公衆衛生として後退してしまうことが危惧される．

そのため，人権を守り，差別をなくすことを重視し，

質の高い保健師を育成する本協議会として，感染症法

の改正法案について反対する声明文を発出した．

声明文では，患者・感染者の入院や検査・情報提供

の要請に刑事罰・罰則を伴わせる条項を設けないこと

や，感染者の入院勧告・宿泊療養，自宅療養の要請を

行う場合は，所得保障，同居家族等の高齢者や子ども

などケアを要する濃厚接触者が取り残される場合の緊

急保護等の受け入れ体制を講じることなどである．ま

た感染に伴う偏見・差別行為に対し，毅然とした規制

を行うことを併せて求めた．

声明文は他団体からも同様に発出され，改正内容が

刑事罰から行政罰に変更されたことは，一定の成果を

得たと言える．しかし一方で，罰則規定があることは

依然としてかわらないので，引き続き本協議会として

注視していく必要がある．

V．国家試験環境調査

2020年度の国家試験については，新型コロナウイル

ス感染症対策について，「令和 2年度厚生労働省所管医

療関係職種国家試験における新型コロナウイルス感染

症対策について」が厚生労働省（2021）より示された．

令和 2年度の国家試験については，新型コロナウイ

ルス感染症対策を行ったうえで，それ以外の国家試験

の科目，実施方法及び合格者の決定の方法は変更せず

に実施すると示された．感染症対策としては，①受験

者間の間隔を 1 m以上確保する．②会場入口（原則施

設外）にてサーモグラフィカメラによる検温を実施し，

37.5度以上の者は再度検温し，37.5度以上あった場合

は，迅速抗原検査を実施し，陽性反応が出た場合は，

オンラインで医師が診察を行い，新型コロナウイルス

感染症の診断がなされた場合は受験を認めない．それ

以外の場合は，別室で受験させる．③濃厚接触者であっ

ても，試験当日に無症状である等の条件を満たせば，

別室での受験を認める．④試験当日に体調不良等によ

り受験できなかった者については，これまでと同様に

追加試験は行わない，などである．

受験生にとって例年にない体制の受験であり，追試

験がないことや，当日体調不良により診察や検査，別

室での受験の可能性があることは，より不安を高める

要因になったと思われる．

本協議会の国家試験委員会では，保健師国家試験の

試験環境及び運営に関する全国調査を例年実施してい

る．学生が国家試験受験時に心おきなく自己の力を発

揮できる環境づくりのために調査を行い，その結果を

報告書として厚生労働省に提出し，改善を進言するこ

とで，次年度の受験環境・運営に反映できるよう取り

組んでいる．

107回保健師国家試験においても同様に，試験環境・

運営に関する調査を実施した．またその結果について

は，2月 25日に厚生労働省に進言し報告書として提出

した．調査対象は，本協議会会員校に在籍する受験生

で調査期間は 2021年 2月 12日～2021年 2月 17日で

あった．回答は 1,062名と例年より多く得られた．今

回の調査では，会場内の換気が不十分であったことや，

出入口に人が集中し「密」状態になっていたこと，昼

食時に大声で話していたり騒がしかった受験生がいた

にもかかわらず注意もなかったこと，監督員がマスク

を外したり，鼻が出た状態でマスクを着用していたこ

と，会場までの公共交通機関の増便がなく混雑して

「密」状態になっていたことなどの意見があった．

国家試験については出題内容についても調査分析し，

その結果を要望書として毎年厚生労働省に提出してい

るが，受験環境についても引き続き調査分析していく

必要がある．

VI．その他の取り組み

1）新型コロナウイルス関連情報共有サイトの開設

厚生労働省，文部科学省，関連団体，関連学会から

の情報や保健師のための積極的疫学調査ガイドなど，

国内外における新型コロナウイルス感染症に関する有

益な情報を掲載し共有できるサイトを 2020年 3月 23

日にホームページに開設した．

特別記事
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2）研修会のオンライン開催

第 35回全国保健師教育機関協議会の教員研修会で

ある「公衆衛生看護学のコアの継承と発展―指定規則

改変によるカリキュラムを考える―」を会員校限定で

無料のオンデマンド配信とした．第 1部の 8月研修は，

2020年 8月 28日（金）～9月 3日（木），再配信は 2020

年 10月 5日（月）～10月 18日（日）である．第 2部

は 2020年 10月 5日（月）～10月 18日とした．

また 2019年度のラダー I研修を受講した教員を対象

とする，公衆衛生看護学を教授する教員〈ラダー I〉

研修は，2020年 8月 26日（水）8月 27日（木），2021

年 3月 19日（金）にオンラインで実施した．

3）コロナ禍における実習に関する調査

「令和 2（2020）年度　公衆衛生看護学実習に関する

アンケート―令和 1（2019）年度との比較―」を 2020

年 2月末に実施した．令和 2年度は，新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大により，保健師教育においても

実習をはじめ多大な影響があったため，令和 2年度の

公衆衛生看護学実習の実際を把握し，今後の課題を検

討することを目的に実施した．結果については，別途

報告する予定である．

4）看護系大学の臨地実習の在り方に関する有識者会

議への出席

文部科学省主催による「新型コロナウイルス感染症

下における看護系大学の臨地実習の在り方に関する有

識者会議」が開催され，第 1回の会議が令和 3年 2月

12日にオンラインで開催された（文部科学省，2021）．

本会議は，新型コロナウイルス感染症下における学

士課程の臨地実習の教育の質の維持及び効果的な方法

について，意見を聴取し取りまとめることを目的とし

ている．討議事項は，①新型コロナウイルス感染症下

における学士課程の臨地実習代替の効果的な教育方

法・工夫について，②新型コロナウイルス感染症下に

おける学士課程の臨地実習の教育の質の維持について，

③その他，大学における看護系人材養成に係る事項，

についてである．本協議会からは鈴木美和副会長（三

育大学教授）に委員として出席していただき，本協議

会の意見を代表して述べてもらう．経過は理事会を通

して報告する．

VII．今後の保健師教育への課題

保健所の恒常的な人員体制強化として，新型コロナ

ウイルス感染症への対応を踏まえ，保健所の恒常的な

人員体制を強化するため，保健所において感染症対応

業務に従事する保健師が現行の 1.5倍となるよう，2年

間で約 900名（現行：約 1,800名⇒令和 4年度：約 2,700

名）増員することが示された（総務省自治財政局，2020）．

今後保健師教育機関には，保健師の増員について，

保健師資格をもつ卒業生を人材として確保することや，

実践力のある保健師を育成し，できるだけ多く保健師

として就職させることなどが期待されている．

大学における保健師教育課程が選択制になったこと

により，2016年以降，保健師国家試験合格者数は半減

しているが，保健師の需要と供給のバランスは，保健

師としての就業人数から考えれば保たれている．但し，

特に新卒で保健師として就職する者を増やす必要はあ

る．

本協議会が行った保健師基礎教育調査（全国保健師

教育機関協議会，2018）の結果では，健康危機管理能

力に関わる到達度はむしろ低かった．健康危機発生時

対応，回復期対策，予防対策に関する技術の獲得は，

限られた実習体験だけでは困難であり，ケースメソッ

ド手法やシミュレーション教育手法などを演習に組み

入れることにより学修効果をあげることが必要である．

保健師助産師看護師指定規則の改正についての厚生

労働省の報告書（厚生労働省，2019）は 2019年 10月

に示された．「教育の基本的考え方」として，大規模災

害や感染症等の健康危機管理能力の強化の必要性等が

示されている．

コロナ禍でのオンライン授業においても，講義，演

習，実習を効果的に組み合わせ，主体的に学生が学べ

る工夫をすること，疑似体験できるような教育の工夫

をすることは可能である．多様な教育手法を用いて，

学生がより能動的に学ぶ工夫をすることが今後教員に

求められている．

VIII．本協議会の課題と今後の取り組み

これまで述べたように，今回の新型コロナウイルス

感染症への対応では，実習代替え授業をどのように行

うのかの情報共有や，厚生労働省からの保健所支援の

依頼への対応，感染症法改正への声明文の発出，緊急

報告会の実施など，さまざまな取り組みを，三役が中

心に実施してきた．今後このような取り組みを強化し，

さらに保健師教育に必要な教材開発へとつなげるため

にも，新たなプロジェクトが必要であるという意見が

理事より出され，次年度以降の組織体制として，健康
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危機管理対策委員会（臨時委員会）を立ち上げること

を計画している．

また次年度の秋季教員研修会では，「多様な状況下に

おける保健師教育の質保証と向上に向けて（仮）」を

テーマに，ライブ配信とオンデマンド配信で実施する

予定である．保健師教育の質保証と向上に向けて，改

めて新型コロナウイルス感染症対策を理解するととも

に，感染防止対策を推進しながら取り組んだ講義，演

習，実習の実際と ICTを活用した今後の授業の発展に

向けて意見交換を行う機会としたいと考えている．

保健師教育の変遷の背景には，少子高齢化の進展と

ともに急速な人口減少が予測されている中，社会的格

差や健康格差の広がりとそれに伴う複雑で深刻な健康

問題，頻発する災害，国際的な感染症対策などに対す

る社会的要請がある．すなわち保健師には，これらの

社会状況によって引き起こされる多様で複雑な健康課

題，それらに伴う不平等や生活の困難，地域の健康危

機に対して，公衆衛生看護の高度な実践能力が期待さ

れている．

保健師は，新感染症に迅速かつ適確に対応して国民

の生命を守るとともに，患者や家族の人権を尊重し，

地域から孤立しないように支援する必要がある．保健

師教育に関わる教員は，感染症法成立の歴史的経緯を

深く認識し，感染症改正の動きなど，新型コロナウイ

ルス感染症の国の方針や対策について常に注力し，次

の世代を担う保健師である学生に教育していくことは

当然だが，社会にも働きかけることが重要な責務であ

ると考える．

今後の社会情勢の変化と国民のニーズに十分応える

ことができ，未知の脅威に立ち向かうことができる保

健師を国民に理解してもらうためにも，保健師の技術

についての検討も引き続き進めていきたい．

最後になりますが，これからも本協議会は，保健師

の実践能力の向上を目指して，関連する団体，教育機

関，地域と連携・協働して教育に関わるさまざまな活

動を推進していきますので，会員校の皆様にはご支援・

ご協力をいただきますようお願いいたします．
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地域保健活動に活かす混合研究法：
質と量 両者の統合から見えるもの

聖路加国際大学大学院看護学研究科
亀井智子

I．はじめに

地域で暮らす人々は，日々の生活の中で生じる課題に

対応するために，多様な選択肢の中からの選択や決定を

繰り返して生活を営んでいるのではないだろうか．人々

が多様な選択肢の中から大切な意思決定をする際には，

収集した情報を費用・時間などに代表される「量的」

側面，そして価値観や好みなどの「質的」側面の両者

から深く思考を巡らせ，異なる種類の情報を「混ぜ合

わせ」て，最終的に判断や決断にたどり着くといえる．

混合研究法は，質的研究（データ），あるいは量的研

究（データ）のいずれか一方による単一研究方法では

見出すことができない，“事象をより深く理解する”こ

とに優れた研究方法であり，これはまさに地域で暮ら

す多様な人々の生活を理解することや，地域保健活動

の多面的評価，地域に生じている事象の深い理解にとっ

て活用性が高い．

混合研究法では，質的研究（データ）と量的研究

（データ）を一つの研究の中で収集・分析し，研究プロ

セスにおいて両者を統合（mixing）し，そのことがな

んであるのか，という深い洞察であるメタ推論を導き

出す（Tashakkori et al., 2010；Creswell, 2015）．

混合研究法の特徴は，複雑な事象を解き明かし「そ

ういうことが起こっているのか！」と，研究結果が研

究者の“腑に落ちる”ことであるともいえ，コミュニティ

の個人や集団などに生じている事象の深い理解のため，

あるいは様々な地域保健の課題を検討し解決するため

に活用することできる．

本稿では，混合研究法の特徴について概説し，地域

保健活動や研究に混合研究法を使うための一助となる

ことをめざす．

II．混合研究法の背景

混合研究法が誕生する背景には，質的研究学派と量

的研究学派による 1970年代から 1980年代にかけての

激しいパラダイム論争があったことが知られている（抱

井，2015）．そこでは，量的研究を支える「ポスト実証

主義（post-positivism）」の立場と，質的研究が依拠す

る「構成主義（constructivism）」の間で，人間研究の

方法論としての優位性をめぐる論争があった（抱井，

2015）．その後，1980年代後半に質と量 2つの研究手法

の統合をめざす混合研究法が議論されるようになり，

Greeneら（1989）によって混合研究法の分類や体系化

がはじめて行われた．1990年代，論争に終止符を告げ

たのが，質的研究学派として著名な Guba（1990）の

The Paradigm Dialogである（抱井，2015）．21世紀に入

り質的研究と量的研究の両者を相互に補完し，組み合

わせた研究方法として広がり，現在では，第 3の研究

方法のパラダイムとして発展している（Tashakkori et

al., 2010；Creswell, 2015；抱井，2015）．このパラダイム

を「功利主義あるいは実用主義（pragmatism）と呼び，

功利主義では，使われる研究方法よりも，リサーチク

エスチョン（RQ）そのものの方が重要であるという立

場に立ち，帰納と演繹はどちらも重要であるとして，

「多元論的（ pluralistic）」な視点を推奨している

（Tashakkori et al., 2010）．

2014年に創設された国際混合研究法学会（MMIRA）

では，混合研究法を牽引する世界の研究者によって，

混合研究法の方法論研究やデータ統合方法の研究，

データ統合の結果を図として示すジョイント・ディス

プレイの研究などが進展している．健康科学，教育，

工学，社会学，語学，コミュニケーション学ほか，様々

な学問領域で混合研究法の方法論研究と，混合研究法

を活用した経験的研究が進められている．また，米国

国立衛生研究所（NIH）は 2011年と 2018年に「健康科

学におけるベストプラクティスのための混合研究法」

を公開している（National Institutes of Health, 2018a，

2018b）．複雑な健康問題を探求するマルチレベルアプ
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ローチとして，健康・疾病・wellbeingに関する課題を

質・量の両データを統合することで包括的に理解し，

各研究の強みを“最大化”し，弱みを“最小化”する混合

研究法が推奨されているのである．また，2020年に刊

行された米国心理学会（ American Psychological

Association: APA）論文作成マニュアル第 7版（American

Psychological Association, 2020）には「混合研究法によ

る論文執筆のスタンダード」がはじめて加えられた．

APAスタイルを執筆ガイドラインとしている雑誌等で

は，これらの要件を満たす論文執筆を行うことが必要

となった．このように，質・量的データや研究を混ぜ

合わせた，ハイブリッドな研究法である混合研究法へ

の必然性と関心が高まっている．

III．混合研究法とは

混合研究法は，質的研究と量的研究の両者を相互に

補完し，組み合わせる研究方法で，質的研究（データ）

と量的研究（データ）を一つの研究のプロセスの中で

行い，結果を統合（integrate）する研究方法として発

展した研究パラダイムである（Tashakkori et al., 2010；

Creswell, 2015；抱井，2015；Mixed Methods International

Research Association, 2014）．

混合研究法の特徴は，①質的・量的 2種類のデータ

を一つの研究の中で収集する，②研究プロセス中に両

者のデータ統合のプロセスをもつことである．この 2

つのステップを踏むことで，RQへの深い理解や知見

が得られる．

研究計画の段階で，質と量のデータをいつ収集し，

どの時点で統合するのか決める必要がある．知りた

い事象が何であるのかによって，どちらを先に収集

するのか検討する．例えば，質的データを先に収集

するインタビュー調査を行い，その結果を把握して

から量的研究を同一対象者に行い，インタビュー結果

と行動特性の意味を理解し，メタ推論する研究などが

考えられる．この場合，対象者が語った言葉や行動な

どの質的データのみでは解明できない事柄を数的な理

解を加え，量的分析のみではわかり得なかった，対象

者の考えなどを知ることができる（図 1）．このよう

に，量と質のデータの間を研究者が行き来するプロセ

スをもつことによって，はじめて「その事象が何であ

るのか」，あるいは「そこで何が生じているのか」を深

く，立体的に理解・解釈できるようになるといえる．

このように，質と量 2種の異なるデータを混ぜ合わせ

て，新しい発見を行うことができるのが混合研究法で

ある．

IV．混合研究法のデザインの概要

1．基本型デザイン

1）収斂デザイン（convergent design）

質データ，量データを独立的に別々に，並行して収

集するデザインである．各データ収集は独立して行わ

れるため，双方のデータはもう一方のデータから影響

を受けることはない．収斂するタイミングは，各々の

データ解析の後となる（Creswell, 2015；抱井，2015）．

2）説明的順次デザイン（explanatory sequential

design）

量的データの収集や量的研究を先に行い，その結果

について，後に行う質的研究によって深化する方法で

ある（Creswell, 2015；抱井，2015）．

3 ） 探 索 的 順 次 デ ザ イ ン （ exploratory sequential

design）

質的研究を先に行い，そこから導かれた仮説をあと

統合

意味や解釈

数的な理解

量
デ
ー
タ

質
デ
ー
タ

図 1 混合研究法のイメージ
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から行う量的研究によって一般化したり，検証したり

する方法である（Creswell, 2015；抱井，2015）．

2．高度な混合研究法デザイン

混合研究法の発展により，高度な混合研究法研究が

計画されるようになり，新しい混合研究法デザインが

開発されている．ここでは，その例をいくつか説明する．

1）介入デザイン

量的介入研究の中に，研究対象者の意見や視点（イ

ンタビュー）や記述文，観察などの質的研究（データ）

を加えるものである（Creswell, 2015；抱井，2015）．2

群を設けた介入研究の介入群から数人の対象者をピッ

クアップし，詳細なインタビュー調査を行って，介入

を受けた対象者の経験を分析して，その結果を量的分

析に統合するなどして，介入によって“何が起こったの

か”を理解するというような研究デザインである．

量的データ

収集・分析

質的データ

収集・分析

統合・結合

メタ推論

図 2 収斂デザイン Creswell（2015）より一部改変，亀井
（訳）

2）多段階評価デザイン

評価研究をいくつもの複数な段階によって行う方法

である（Creswell, 2015；抱井，2015）．例えば，最初に

対象者の体験をインタビューして記述・分析し，次の

段階で仮説を作成する．仮説を検証するための評価研

究を次に行い，最後の段階でプログラムのフォローアッ

プ研究を行うというような研究デザインである．何段

階もの評価を重ね結論を見出す研究であることが特徴

である．図 5に一例を示したが，研究過程で，質的・

量的データを収集・分析して，重ね合わせていく方法

である．

3）縦断的デザイン

Plano Clarkら（2014）は健康科学領域の研究中，縦

断的混合研究法デザインによる研究論文のレビューを

行い，時系列で繰り返しデータ収集を行う縦断的混合

研究法デザインを「前向き縦断的混合研究法」「後ろ向

き縦断的混合研究法」「完全な（fully）縦断的混合研究

法（質的データと量的データを両方とも前向きに収集

し，統合する方法）」の 3つに概念化している．縦断的

混合研究法では，時間経過とともに何が生じているの

か探求する縦断的研究に適した混合研究法デザインで

ある．

V．混合研究法のステップの概要

1．混合研究法の選択

解明したい事象について，混合研究法でなければア

プローチできない事象なのか検討する．その事象や RQ

について，混合研究法でなければ解明できないという

一貫性と説得力が必要である．

量的データ

収集・分析

フェーズ 1

データの

説明

質的データ

収集・分析

フェーズ 2

メタ推論

図 3 説明的順次デザイン Creswell（2015）より一部改変，亀井（訳）

質的データ

収集・分析

フェーズ 1

データの

積み上げ

量的研究フェーズ

手段的デザイン
または

介入デザイン

フェーズ 2

フェーズ 3

メタ推論

質的研究フェーズ

手段的デザイン
または

介入デザイン

図 4 探索的順次デザイン Creswell（2015）より一部改変，亀井（訳）
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2．研究の背景の文献レビュー

焦点をあてる事象に関する背景理論，研究の意図な

どを，先行研究をもとに十分説明する．

3．研究目的と RQ の設定

研究目的では，その研究が何をめざしているのかゴー

ルを明確化する．RQでは，①検討しようとしている

中心的な事象，②質的データと量的データの内容，③

どのような対象者を研究対象とするのかを含めた疑問

文で表す（聖路加国際大学看護学研究科亀井科研，

2017）．

4．混合研究法の方法論

いつ，どのような方法で，質的・量的データを収集

するのか，手続きダイアグラム（Fetters, 2020）を描い

て具体的に説明する．手続きダイアグラムでは，各研

究の具体的なデータ収集の内容，時期，収集する回数，

使用する尺度などと，統合のタイミングを示す．

5．分析

各研究を別々に分析する場合がほとんどである．質

的研究では，研究目的に応じて，質的解析を行い，量

的研究では，いつ収集したどのようなデータをどのよ

うな手法で解析するのか検討しておく．

6．データ統合―どのように 2 種のデータを統合する

のか?

混合研究法でデータを統合する理由は，①分析結果

に複数の視点を得るため，②データを組み合わせて包

括的に理解するため，③量的な結果を質的に説明する

ため，④質的結果と量的結果の両者を探求して，背景情

報を考慮して探求するため，⑤介入プログラムの実施

経過を観察するため，そして，⑥事例を説明するためな

どがある（Creswell, 2015；抱井，2015）．データの統合

には，収集したデータの種類，データ収集のタイミング

が関係する．以下 Creswell（2015）（抱井訳，2017）に

よる統合方法を架空の例示によって具体的に紹介する．

1）結合：merge

データの「結合」とは，質的・量的結果を比較する

ために統合するものである．

例 1）地域で暮らす人々の困難とそれによる本人

の反応を解明しようとする研究．

地域のあるグループの全員（100名）に対し，

現在感じている困難に関する自記式質問紙調査を

行う．質問紙には，困難の内容と困難の程度を把

握するための調査項目を設定する．集団としての

困難の具体的内容と困難に思う程度を分析する．

回答者グループの中から，困難の程度が高かった

者，低かった者を 10名ずつ抽出し，心身に生じて

質的データ収集
参加観察

量的データ
既存尺度を用いた調査

メタ推論

メタ推論

尺度の開発

データ収斂

データ収斂

量的データ
開発した尺度を用いた調査

質的データ収集
参加観察

フェーズ1

フェーズ2

図 5 多段階評価デザイン（聖路加国際大学看護学研究科亀井科研，2017 より）
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いる反応についてインタビュー調査を行う．語ら

れた内容は質的に，量的調査とは独立して分析す

る．その後，量的な困難の程度の多寡に質的結果

を結合して，苦痛の程度とそれによる反応を統合

的に理解し，メタ推論する．

2）説明：explanation

データの「説明」とは，質的データが量的データの

結果を説明するために使用される方法で，説明的順次

デザインで用いられる．

例 2）ある地域の在宅療養者の療養生活で生じて

いる生活の制約を，痛みや呼吸困難の量的評価か

ら説明する研究．

対象グループの対象者（仮に 15名とする）に対

し，現在体験している生活上の様々な制約につい

て，深く掘り下げたインタビュー（ in-depth

interview）を行い，質的分析を行う．結果が飽和

状態になるまで対象者へのインタビュー調査を続

ける．次に，インタビューした対象者に対し，ペ

インスケールや呼吸困難評価ケールによる量的調

査を行う．痛みなど苦痛の体験内容を，尺度によ

る痛みの評価結果と重ね合わせ，苦痛の体験を説

明するメタ推論を行う．

3）積み上げ：building

データの「積み上げ」とは探索的順次デザインで用

いられ，質的データの結果が次の尺度開発や介入研究

の計画など，量的研究を構築するために使用されると

いうもの．

例 3）地域保健活動で生じる課題の保健師の受け

止めを評価する尺度の開発研究．

保健師 20名程度に対し，現在経験している活動

上の課題は何か，についてフォーカスグループイ

ンタビューを行う．質的に分析し，地域保健活動

の課題を構成するカテゴリーを作成する．次に，

そのカテゴリーに沿って，尺度の質問項目を作成

して，500名の保健師を対象として，尺度の信頼

性・妥当性を検証するための調査を行う．信頼性・

妥当性のある尺度を開発し，その尺度を用いて別

の保健師を対象として量的評価を行い一般化す

る．

4）埋め込み：embedded

データの「埋め込み」とは，実験研究に質的データ

が加えられるというように，質的データが量的データ

を補強したり，裏付けるために使用されるものである．

介入デザインで行われる．

例 4）子育て中に生じるストレスの程度（量）を

家族の生活サイクルで説明しようとする研究．

乳児を持つ母親 20名程度に対し，評価尺度を用

いて現在体験している子育て中のストレスを量的

に把握する．家族の生活サイクルに関する特徴を

聞き取るためのインタビュー調査を全員を対象と

して行い，その母親のストレス量に聞き取り調査

の結果を質的データとして埋め込んで，母親のス

トレスと家族の生活サイクルの状態を理解する．

各々分析した結果を統合する段階では，RQに答え

を出せるよう，何度か統合を試みるのが良い．このデー

タ統合のために作成するのが，ジョイント・ディスプ

レイである．

5）ジョイント・ディスプレイとメタ推論

ジョイント・ディスプレイとは，混合研究法に特有

なもので，両データの統合結果を 1つの図や表に統合

し，書き表したものをいう（Fetters, 2020）．これはデー

タ統合として研究者が「創造」する．一つの表に質的

分析結果→量的分析結果の順で横に並べる方法や，交

互に並べるもの，また，質的分析結果を簡単な概念図

として示し，統計量を加える方法など，様々である．

最近では，新タイプのジョイント・ディスプレイが次々

と発表されている．性質の異なる分析結果を 1つの図

や表に置くため，その配置の仕方によっては，2つが

別々の研究結果のままであるようにも見えるし，両者

が見事に統合されて 1つの結果として示されているも

のなどがある．何（十）パターンも作成していくうち

に，最もよく全体を説明できるジョイント・ディスプ

レイができると思う．それが完成したならば，「そう

か，そういうことが起こっているのか」ということが

見出され，RQへの答えが出るはずである．多くの研

究論文で，データ統合の結果をジョイント・ディスプ

レイに示すようになってきたが，「メタ推論」が書かれ

ていないものもまだ多い．

混合研究法で行うメタ推論とは，2種データを統合

した結果から，1つの推論を導き出すことをさし，量・

質の 2種データを結合，収斂，説明，積み上げ，埋め

込みという統合の過程を経て，新たに導き出された新

しい知見を推論することである．従って，メタ推論は，

混合研究法による研究によってのみ導出することがで

きる，最も特徴的な着地点である（ジョンソンら，

2016）といわれている．

ただし，2種データを統合した結果が一致する場合

と，質的データと量的データのそれぞれの結果や意味
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が矛盾する場合もあるであろう．その場合，なぜ結果

に矛盾が生じるのか，なぜ異なる事象が得られたのか

について，理由を探求し，洞察を深め，それらの疑問

点がなくなるまで分析や検討を繰り返すことが必要で

ある．

また，結果の解釈を視覚化したジョイント・ディス

プレイをメタ推論することによって，質的あるいは量

的単一データの分析では達成が困難であるレベルで統

合結果が示している意味を深く読み取り，理解する．

このように，2種データの統合結果からメタ推論を行

うことで，はじめて RQへの答えを提示することがで

きるようになるといえる．つまり，メタ推論は，単一

研究方法にはないプロセスであり，結果の深い洞察そ

のものだと言える．

Fetters（2020）は，ジョイント・ディスプレイの中

に，メタ推論を表記することを勧めている．それを受

け，筆者ら（Kamei et al., 2021）が大学内で定期的に開

催している世代間交流プログラムの参加者について

行った研究の例を紹介する．参加者は高齢者と小学生，

地域ボランティアである．高齢者は健康・虚弱・認知

症をもつ者に大別される．小学生は低学年から高学年

と幅がある．各参加者群別の世代間交流の様相を理解

するために，プログラム中の参加観察（質的データ）

結果から，交流の特徴を記述すること，そして世代間

交流量をはかる尺度（量的データ）を用いた測定の分

析結果を統合したジョイント・ディスプレイを作成し

た．詳しくは，論文を参照されたい．性質の異なるデー

タを統合した結果を，より理解しやすく表すために，

（蛇足であるが）論文中のジョイント・ディスプレイに

たどり着くまで，10回以上作り直している．この統合

結果からメタ推論したことは，世代間交流プログラム

の参加者は，交流の仕方に特徴があり，言語を用いた

より能動的な世代間交流を行う群と，受動的な交流を

行っている群があること，また，認知症者では，近接

した距離でほほ笑む交流などが見出された．その結果

をもとに，参加者の特性に応じたプログラムの内容の

選択や座席の配置を吟味することを現在も行っている．

このように，深く事象を理解することで，単に交流の

量的な成果に目を向けるのではなく，参加者の特性に

合わせた柔軟なプログラム運営のための実践に活かし

やすいといえる．

VI．まとめ―地域保健活動に混合研究法を
活用するために

「研究」とは，研究疑問への回答，あるいは問題解決

をはかるための系統的な探求であり，新しい知を創出

する営みである．ケアを必要とする人々の理解や地域

包括ケアシステムの確立など，地域保健活動の向上を

めざす看護職には利用しやすい研究方法であるといえ

る．今日の複雑な地域保健活動に関する課題をひも解

く研究方法として，混合研究法の活用を大いに期待し

たい．
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事業報告

公衆衛生看護学を教授する教員のキャリアラダー I
研修の経緯と課題

研修委員会
山口 忍（茨城県立医療大学），

長澤ゆかり（国際医療福祉大学），
藤本優子（神戸市看護大学），

川南公代（武蔵野大学），
北岡英子（神奈川県立保健福祉大学），

都筑千景（大阪府立大学），
荒木田美香子（川崎市立看護短期大学），

赤星琴美（大分県立看護科学大学），
野尻由香（獨協医科大学），

三橋美和（同志社女子大学），
石井美由紀（京都橘大学），
鈴木美和（三育学院大学）

I．はじめに

一般社団法人全国保健師教育機関協議会（以下，本

協議会）では，平成 29年度から保健師基礎教育の教員

の教育能力に着目した研修を開始し，今年度 2期生が

修了したところである．実施や評価で不十分な面はあ

るが，研修内容の整備を行ってきた経緯と今後の課題

について報告をする．

保健師教育は，従来，各都道府県が保健師学校を有

し，その自治体の保健師が教員となって教育に携わっ

てきた．しかし看護教育の大学化が進むなか，保健師

国家試験受験資格も大学もしくは大学院修了時に取得

することが大幅に増加した．大学が増えるにつれて，

教育技法を体系的に学ぶ機会が少ない教員が増加し，

大学教員として教育技法を修得することの必要性が生

じてきた．かつて保健師教員になるには，指導者講習

会の受講や国の卒後教育機関である国立保健医療科学

院でリーダー保健師の養成を目的とした研修を受講し

ていた．また昭和 52年には厚生省看護研修研究セン

ターが設立され（島田，2007），そこでは 1年を通して

教育のことを学び，資格制度こそないが修了したもの

が教員となり保健師基礎教育機関で教育をしていた．

大学教員は本来，自分の研究をもとに教育を展開する

という教育と研究を一体化して学問を伝えることを期

待されているため，保健師助産師看護師学校養成指定

規則に示された教育内容の熟知は前提とし，保健師ア

イデンティティを育成するための組み立てを知識，技

術，態度の側面から教育をする（名原，1996a，1996b）

ことが重要である．

保健師基礎教育の主流が大学となった現在，教育に

特化した知識・技術について体系的に学ぶ機会は殆ど

ないため，本協議会では「教育」「研究」に着眼した大

学教員のラダー 2016年版（第 32回全国保健師教育機

関協議会下記教員研修会，2017）を作成し，それに沿っ

た研修を実施している．

II．教員ラダー I 研修の紹介

1．ラダー I 研修の目的と対象（表 1）

本研修の名称は，第一回目は「公衆衛生看護学を教

授する教員〈レベル I〉研修」としていた．それは，

公衆衛生看護学を教授する教員のキャリアラダー 2016

年度版を受けそれに示されている【教育者としてのラ

ダー】に準じたからである．それには「レベル」の項

目があり「レベル 1A」から「レベル 3B」までの 5段

階の区分がある．レベル Iは「レベル 1A」と「レベル

1B」で構成され，概ね教員としての経験が 5年未満で

保健師教育　第 5巻第 1号（2021）
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表 1 公衆衛生看護学を教授する教員のキャリアラダー I の内容

区分 1A 1B

役割・責任 授業：単発試行・補佐
実習：継続的指導下

授業：単元責任
実習：頻回指導下

必須の仕事経験 授業単発試行経験
自分の教育評価研究

授業単元責任遂行経験
単元の教育評価研究

必須の研修（教育力） 教育学／FD／専門
基礎研修

教育学／FD／専門
初級研修

求められる資格・学位 学士・修士 修士
必要経験年数（目安） 0年～2年 1年～5年
求められる能力（知識・技術）教員としての基本姿勢・資質
公衆衛生看護の原則・価値を継
承する

公衆衛生看護の原則・価値を継承する意義を
理解し，その概要を説明できる

公衆衛生看護の原則・価値を具体的事例で
説明できる

保健師プロフェッショナルおよ
び保健師教育の専任教員として
の知識・技術を持つ

保健師および教育者として基本的な知識と技
術を有し，さらなる向上を目指して主体的に
自己研鑽できる

知識と技術の維持・向上に努め，担当する
授業等についてより包括的かつ詳細に探求
できる

公衆衛生看護における倫理を遵
守する

公衆衛生看護活動および教育における倫理的
な問題について概要を説明できる

倫理的な問題について具体例を挙げて，そ
の背景や考え方を多面的に示すことがで
きる

カリキュラム編成
関連する諸制度（指定規則含
む）や専門能力枠組みを踏ま
える

関連する諸制度や専門能力枠組みについて説
明できる

看護教育における一般的なカリキュラム編
成の方法について説明できる

高等教育枠組みを踏まえる 公衆衛生看護学の基礎的な概念や原理の知識
に基づいてカリキュラムを解釈できる

クリティカルな視点を持ってカリキュラム
を評価できる

所属する教育機関の教育理念・
ポリシーに準ずる

所属する教育機関の教育理念，ディプロマポ
リシー，カリキュラムポリシー，アドミッ
ションポリシーを説明できる

現在の所属機関のカリキュラム編成が教育
理念とポリシーに準じているかどうかを説
明できる

授業展開
学習目標と授業計画の立案（ミ
ニマムリクワイアメンツに到達
する），授業の組織化

担当する授業について前後の授業の流れを踏
まえて学習目標と授業計画を立案できる

担当する単元について教育の順序性を考え
学習目標と授業計画を立案できる

効果的な授業の内容と方法
講義・演習・教材開発

担当する授業について効果的な授業の内容と
方法で構成し実施できる

担当する単元について効果的な授業の内容
と方法で構成し実施できる

学生の能力査定と効果的な学
習支援

担当する授業について学生の能力査定を行
い，効果的な学習支援方法を選択し実施で
きる

担当する単元について学生の能力査定を行
い，効果的な学習支援方法を選択し実施で
きる

授業における学習成果（ラーニ
ングアウトカム）の評価
教育評価

担当する授業について学生の学習成果を評価
し，到達度の低い内容について授業計画を修
正できる

担当する単元について学生の学習成果を評
価し，到達度の低い内容について授業計画
を修正できる

実習展開
実習目標と指導計画の立案（ミ
ニマムリクワイアメンツに到達
する）

担当した実習グループの学生が実習目標に到
達するための指導計画（週案）を作成できる

実習目標に到達するための指導計画につい
て実習グループ間に格差がないかを点検
し，調整できる

学生の実践能力査定と効果的
な学習支援

学生の実践能力を査定する方法，その結果に
基づく効果的な学習支援方法について概要を
説明できる

担当実習グループの学生の実践能力を査定
し，その結果に基づいて効果的な学習支援
方法を選択し実施できる

実習における学習成果の評価 実習における学生の学習成果の評価方法につ
いて説明でき，指導の下で評価できる

担当した実習グループの学生の学習成果を
評価できる

実習指導体制と実習指導者教
員間（以下指導者間）の関係の
構築，協働

実習施設との打ち合わせにおいて実習指導体
制と互いの役割を確認し指導者間の関係を構
築できる

実習期間を通して学生の到達度等に関する
指導者間の情報交換を密にし，課題に即座
に対応できる

実習における学習環境の整備
（実習地の開拓を含む）

実習施設との打ち合わせにおいて実習におけ
る学習環境の整備について協議できる

実習期間を通して学生の学習環境に関する
課題を把握し，指導者に交渉・調整できる
必要物品を把握し購入できる
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あり，教育学の基礎から初級の研修として設定してい

る．求められる能力として「教員としての基本姿勢・

資質」「カリキュラム編成」「授業展開」「実習展開」の

4つの項目がありそれぞれに，更なる下位項目とそれ

に沿った具体的な内容が示されている．本研修は「レ

ベル I」の能力を身につけるための研修として位置づ

いているが，「レベル」は「水準」「高さ」を意味して

いる，研修委員会では一つのステップであるという意

味で「ラダー（梯子）」の表記が適切ではないかと検討

し，研修委員会，理事会の合意を得て 2019年に「公衆

衛生看護学を教授する教員〈ラダー I〉」に改変をした．

本研修の目的は「公衆衛生看護学における効果的な

実習及び授業を展開する能力を修得する」であり，受

講対象者の参加資格は「ラダー I」に相当する教育の

経験が 5年以下のすべての教員であるが，教員経験年

数が 5年以上ある教員や科目責任者以上の役割責任を

持つ教員からの受講希望があった．職位が混在すると

グループワークのやりづらさが生じるのではないかと

考え受け入れない方針であったが，強い受講希望があっ

たことから 2期生では教員経験年数が 5年以上の教員

も受け入れた．

教育に関する知識や技能を体系的に修得することは，

教育上の成果が大きいことからも，経験年数が 5年以

上の教員も学習できる環境を作る必要がある．また，

夏季教員研修で教育に関する科目を取り入れた講演は

大変好評であったことから今後も他の研修と共催して

教育についての知識・技能のブラッシュアップを目指

した研修開催について検討が必要である．

2．ラダー I 研修の構成（表 2）

教育の基盤と初級の構成として 6日間の研修を実施

している．研修委員会では，内容の順番性，学修のし

やすさ等を考慮し，1年目に講義の指導案作成，2年目

に演習・実習での対応に関する指導案作成を行ってい

る．1期生では，教員経験が低い場合は授業より演習

や実習での体験が多いと考え，1年目に設定した．し

かし，教育を組み立てるという思考を持つには講義授

業を行う際に明確な指導者観・教材観・学生観が必要

でありそれらをしっかり考えることで保健師にとって

大事にしたいことを考える機会になることから授業の

組み立てを 1年目に行うことに変更した．

8月研修の 2日間は主に講義とグループワークを行

い，3月までの期間に各自の課題を行い，3月の研修で

は各自課題発表とグループメンバーとのディブリー

フィングを行っている．ほぼ同世代で，同領域の教員

が一堂に会する機会を持つことは通常ではほぼ皆無で

あり，本研修が唯一の機会であることからも，そこで

のグループワークは受講生にとって有意義な時間と

なっている．わずか 2日間の夏の研修であるが 3月に

会うことを心待ちにしている様子もある．

今後は，受講生と修了生の縦のつながりを創り自ら

がブラッシュアップを図ることを目的に，学会での自

由集会やワークショップを活用して同窓会のような機

会を設けることも有効と考える．

3．研修の内容

講義は主に教育学を専門とする大学教員に依頼を

し，保健師教育に特化する教育課程の理解や教育の評

価，指導案作成に関わる講義・演習は保健師教育の内

容を熟知している本協議会の教員が担当している．社

会の変化に対応しつついつの時代にも住民の立場に

たって PDCAに沿った活動が展開できる保健師の育成

は今後一層望まれる．国家試験のための知識を伝える

だけではなく，学生者観・指導観・教材観をしっかり

有し学生の成長にそった授業設計，教育展開ができる

教育者（佐藤ら，2006）となることが必須である．本

研修は 6日間 25コマ約 37.5時間であり，授業方法に

よる内訳は 9回の講義と 16回の演習で構成しており約

2単位である．受講生においては本研修の 6日間を核

にし，研修と研修の狭間の期間は，自主的にメンバー

と情報交換をするなど自らが学修する時間を意図的に

設けることを期待する．

4．受講生の状況

受講生は，1期生修了者 45名，2期生 1年目参加 49

名，2年目参加 43名である．1期生の 2年目最終日で

ある第 6日目の受講後アンケート結果を 1期生結果と

して図 1，2に示す．また，2期生の 2年目第 5日目の

受講後アンケート結果を 2期生結果として図 3に示し

それに沿って報告する．

1）開催方法（図 1，図 2）

研修場所は，全国の会員校への配慮から，1年目は

東京，2年目は大阪と交互に行い，なるべく授業や実

習を外した期間で開催している．1期生結果では，単

年度，2年間いずれでも，開催場所，期間，日程は概

ね好評であった．

2期生 2年目の 2020年度は，新型コロナウイルス感

染症の影響もありオンライン開催とし，当日の欠席者
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対応として課題の提出とオンデマンド配信による映像

の視聴を行った．オンラインでの研修はその成果が気

がかりであったが，対面研修と殆ど変わらない成果で

あった．1年目が対面研修であったため，グループワー

クで受講者同士の関係性が築け，2年目はオンライン

開催であったにもかかわらず良い関係性を維持し研修

できていた．次年度以降，オンラインと対面の併用の

検討が早急に必要である．本研修の対象者ではないが

受講したい，開催期間と重なる学内業務がどうしても

調整できないという声が複数あり，その対応として e-

learningの開発が必要である．

表 2 公衆衛生看護学を教授する教員〈ラダー I〉研修スケジュール

1年目

1日目 8月 回目 内容 主たる講師（敬称略）
9:30 1 ① 講義：教育学総論 I―概要編― 梅澤秋久

11:10 2 ② 講義：教育課程 七木田文彦
12:40

13:25 3 ③ 講義：教育方法 川越明日香
15:05 4 ④ 演習：授業の工夫―先輩教員体験談― 山口　忍
16:40 5 ⑤ 講義：教育評価 川越明日香
18:10

2日目 8月
9:15 6 ① 講義：授業展開 鈴木美和

10:55 7 ② 演習：グループ授業計画の立案 1 荒木田美香子
12:25

13:10 8 ③ 演習：グループ授業計画の立案 2 荒木田美香子
14:50 9 ④ 演習：グループ発表と議論 鈴木美和
16:20

3日目 3月
9:15 10 ① 講義：授業評価 鈴木美和

10:55 11 ② 演習：課題発表と討議 1 荒木田美香子
12:25

13:10 12 ③ 演習：課題発表と討議 2 荒木田美香子
14:50 13 ④ 演習：グループ報告 鈴木美和
16:20

2年目

4日目 8月
9:30 14 ① 講義：保健師教育のカリキュラム構築 岸恵美子
11:10 15 ② 演習：教育課程を確認しよう　GW 都筑千景
12:40

13:40 16 ③ 講義：教育学総論 II－教育心理編－ 佐藤　純
15:20 17 ④ 演習：実習に限定した指導者観の GW 研修委員会
16:50

5日目 8月
9:15 18 ① 講義：実習指導の原理 野村美千江
10:55 19 ② 演習：グループ実習指導計画の立案 1 野尻由香
12:25

13:10 20 ③ 演習：グループ実習指導計画の立案 2 野尻由香
14:50 21 ④ 演習：グループ　発表と議論 野尻由香
16:10

6日目 3月
9:15 22 ① 演習：課題発表と討議 1 野尻由香
10:55 23 ② 演習：課題発表と討議 2 野尻由香
12:25

13:10 24 ③ 演習：グループ報告 野尻由香
14:50 25 ④ 演習：全体の振り返り 研修委員会

表彰式
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2）職場の理解

職場からの理解は大きく，1期生，2期生ともに 9割

以上の受講生が職場の理解があったと回答していた．

本研修は OJTとしても活用できることを考慮し指導教

員の受講も可能としている．1期 9名，2期 2名の参加

があったが同職場の後輩がいるという中での研修受講

はグループワーク等に入りづらい面もあったため 2期

からの OJTとしての受講は講義のみとした．ラダー I

の参加対象ではない教員も講義受講で自らの教育理解

に活用が可能である．

3）研修の成果（図 3，図 4）

研修内容はほとんどの項目で高い理解を示していた．

「教育理念の大切さ」「教育課程の理解」「保健師カリ

キュラムの構築の理解」の短期間の研修ではわかりづ

らい内容と思われたがすべての項目で 9割以上の理解

を示していた．また「教育方法の理解」「実習での学習

支援」「実習での学生の課題の把握」「実習指導者の役

割の理解」についても実習・授業共に 9割以上，「評価

方法の理解」と「授業を実施することに自信がもてた」

「実習指導を実施することに自信がもてた」は 8割強で

あった．授業については，1期生，2期生ともに「学生

の能力に合わせた学習支援」が理解できた割合が低く，

自信を持って教育できるまでには到達しなかったこと

との関連が考えられる．研修に出席するだけでなく教

育機関での日々の経験の積み重ねからの OJTによる補

完が必要である．

5．ラダー研修の評価

研修後にラダー指標の自己評価を行いその到達度を

確認した結果では，1期生の「実習展開」ではほとん

どの項目で 7～8割が「よくできた」「できた」と評価

していた．「指導体制や役割を確認し，指導者教員間の

関係構築」「実習施設との打ち合わせで学習環境の整備

について協働できる」はほぼ全員が「できた」と評価

していた．唯一「実習目標と指導計画の立案」のレベ

ル IB「実習グループ間に格差がないか，点検・調整で
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41.5

34.1

31.7
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7.3
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３. 6日間の研修期間は適切でしたか。

２. 研修の開催時期は適切でしたか。

１. 研修の開催場所は適切でしたか。

4：そう思う 3：やや思う 2：あまり思わない 1：全く思わない

図 1 2 年間（6 日間）の開催方法：1 期生（2017–2018）n=41
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36.1
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47.2

16.7

19.4

0

13.9

2.8

2.8

2.8

0

0
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４. 研修の期間は二日間でよいですか。

３. この時期の開催は参加しやすかったですか。

２. オンライン研修の受講環境は整っていましたか。

１. オンラインでの開催は参加しやすかったですか。

そう思う やや思う あまり思わない 思わない

図 2 開催方法（オンライン）：2 期生（2020）n=36
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きる」が「よくできた」「できた」が 4割ほどであっ

た．「授業展開」では「実習」に比べ，全体に「よくで

きた」「できた」割合が低かったが，多くの項目は 6～

7割が「よくできた」「できた」と評価していた．「で

きた」が 4割程度であったのはレベル IBの「学生の能

力査定と効果的な学習支援」「授業における学習成果の

評価」であった．実習指導は新任教員であっても，あ

る程度の期間実践できる機会があり，指導を受けなが

ら研修での成果を活用し，繰り返し経験を積むことで

目標達成が可能になったと考えられる．一方，講義の

授業は繰り返しの経験が難しいこと，新任教員が担当

できる単元が限られていること等から目標達成がやや

難しかったと考える．

これらの自己評価結果から，到達が難しい目標を達

成するための方法について本研修だけでなく OJTも含

めて具体的に提示していく必要がある．また研修の成

果やラダー指標の達成は積み重ねの時間も必要である

ことから研修直後だけでなく，継続して確認すること
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26．実習指導者の役割が理解できましたか。

25．実習での評価方法が理解できましたか。

24．実習で学生の課題を把握することができそうですか。

23．実習で学生の実践能力に応じた学習支援ができそうですか。

22．実習で学生の実践能力を把握する方法を理解できましたか。

21．実習要項を作成する際の参考になりますか。

20．実習目標と実習内容のつながりが理解できましたか。

19．実習目標の立て方がわかりましたか。

18．実習指導で困っていたことの解決に役立ちましたか。

17．実習指導をすることに自信がもてましたか。

16．実習に対する考え方がわかりましたか。

15．授業を行う教員の役割が理解できましたか。

14．授業での評価方法が理解できましたか。

13．授業で学生の課題を把握することができそうですか。

12．授業で学生の能力に応じた学習支援ができそうですか。

11．授業で学生の能力を把握する方法を理解できましたか。

10．授業計画（指導案）を作成する際の参考になりますか。

9．授業目標と授業計画のつながりが理解できましたか。

8．授業計画の立て方がわかりましたか。

7．授業で困っていることの解決に役立ちましたか。

6．授業をすることに自信がもてましたか。

5．授業に対する考え方がわかりましたか。

4．公衆衛生看護学を教育することの大切さを理解できましたか。

3．教育方法が理解できましたか。

2．教育課程が理解できましたか。

1．教育理念の大切さが理解できましたか。

そう思う やや思う あまり思わない 全く思わない

図 3 研修の成果：1 期生（2017–2018）n=41
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も必要と考えられその検討が課題である．

III．修了生によるシステマティックな活動展開の
可能性

研修中から，グループワークを通して受講生が活発

に交流する様子が見られた．若手教員が一堂に会して

交流する機会は少ないことから，本研修は受講生同士

のつながりを形成する意味でも非常に貴重といえる．

受講生からは，研修終了後も引き続き交流する機会が

欲しいとの希望があり，受講生の中から中心メンバー

となる数名が選出され，受講生が主体となって体制を

整備することとなった．現在，第一段階として，Facebook

を活用して修了生が情報共有を行う場を設ける準備が

進められている．今後，学会でのワークショップや懇

親会の開催など，段階的に活動を広げていきたいと考

えており，修了生による一層の活躍が期待される．
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21．実習で学生の実践能力に応じた学習支援ができそうですか。

20．実習で学生の実践能力を把握する方法を理解できましたか。

19．実習要項を作成する際の参考になりますか。

18．実習目標と実習内容のつながりが理解できましたか。

17．実習目標の立て方がわかりましたか。

16．実習に対する考え方がわかりましたか。

15．今後の自分の教育に活用できそうですか。

14．授業評価についてグループワークは有効でしたか。

13．自分の授業評価で疑問に思っていたことは解決しましたか。

12．授業を行う教員の役割が理解できましたか。

11．授業で学生の能力に応じた学習支援ができそうですか。

10．授業で学生の能力を把握する方法を理解できましたか。

9．授業計画（指導案）を作成する際の参考になりますか。

8．授業評価について理解できましたか。

7．学習目標と授業計画のつながりが理解できましたか。

6．授業計画の立て方がわかりましたか。

5．授業をすることに自信がもてましたか。

4．授業に対する考え方がわかりましたか。

3．保健師カリキュラムの構築について理解できましたか。

2．授業心理について理解できましたか。

1．教育評価について理解できましたか。

そう思う やや思う あまり思わない 思わない

図 4 研修の成果：2 期生（2019–2020）n=36
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IV．終わりに

本研修は，二期生の終了を迎え，研修の内容，実施

体制もおおよそ確定した．今後は，ブロック活動や学

会との連動を範疇に入れて組織的な展開ができるよう

に整備が必要である．また，教育に関する研修は，夏

季研修に定期的に取り入れて会員のキャリアアップを

図っていく機会とすることも必要である．保健師の教

育に特化して体系的に学ぶ機会となる本研修は，大変

貴重であり更なる継続に向けて準備を進めていく必要

性は高い．

文 献

佐藤みつこ，宇佐美千恵子，青木康子（2006）：看護教育にお
ける授業設計，第 3版，23–28，医学書院，東京．
島田千恵子（2007）：看護教員養成の実際：厚生労働省看護研
修研究センターの取り組み　自立した教師の育成を目指し
て，看護教育，48(11), 963–969.

第 32回全国保健師教育機関協議会下記教員研修会（2017）：
公衆衛生看護学を教授する教員のキャリアラダー，59–66，
一般社団法人全国保健師教育機関協議会，京都．
名原壽子監修（1996a）：保健婦のための指導案 1教育編，11–

19，廣川書店，東京．
名原壽子監修（1996b）：保健婦のための指導案 2活動編，5–

8，廣川書店，東京．

（ 21 ）



事業報告

ラダー I 研修に対するニーズ調査から見た今後の方向性の検討

研修委員会
都筑千景（大阪府立大学），

長澤ゆかり（国際医療福祉大学），
荒木田美香子（川崎市立看護短期大学），

赤星琴美（大分県立看護科学大学），
石井美由紀（京都橘大学），
川南公代（武蔵野大学），

北岡英子（神奈川県立保健福祉大学），
野尻由香（獨協医科大学），

藤本優子（元神戸市看護大学），
三橋美和（同志社女子大学），
鈴木美和（三育学院大学），

山口 忍（茨城県立医療大学）

I．はじめに

研修委員会では 2017年から教員ラダー I研修を開催

し，現在 4年目を迎えている．1期生 2017–2018年度，

2期生 2019–2020年度で，2020年度末で受講修了生が

88人になる予定である．2期とも申込者が定員をオー

バーした状況があり，会員校へのラダー I研修の要望

は高いと考える．また，受講生からの評価は研修時の

アンケートから見ると良好であり，“教育”について学

ぶことへのニーズの高さがうかがえる．ラダー I研修

は研修委員会が企画・実施しているが，持続可能な研

修体制を維持するためには，会員校のラダー I研修に

対するニーズと研修の評価について把握し，今後の研

修を効率的・効果的に実施していく必要がある．また，

「実習指導および授業計画の立案・実施・評価について

実践（OJT）を通じて学ぶ」を研修のねらいとしてい

ることから，受講生の OJTの実施状況についても把握

し，ラダー I研修の今後の計画に生かすことも重要で

ある．そこで今回，会員校に対してラダー I研修ニー

ズ調査を実施し，今後の研修のあり方を検討したので

報告する．

II．調査方法

1）対象：2020年 6月現在で全国保健師教育機関協議

会に加入している 219校

2）調査方法：Google フォームを用い無記名Web調査

を 2020年 6月～9月に実施した．回答は会員校の責任

者に依頼した．

3）調査内容：①ラダー I研修に該当する教員（修士レ

ベル・必要経験年数 5年程度・職位は問わない）の有

無，いる場合には該当する人数，②現在までにラダー

I研修受講をした教員がいる会員校に対し，ラダー I研

修後の OJT実施の有無とその方法，研修の効果につい

て，③受講した本人と責任者からの研修についての意

見（自由記述），④まだ受講生がいない会員校に対して

今後の研修受講予定の有無，⑤すべての会員校に対し

てラダー I研修の必要性とその理由，⑥自由意見

4）分析：すべての項目について記述集計を算出した．

自由記述については，類似する内容にまとめた．

5）調査はすべて無記名で行い，匿名性を保証した．

III．結 果

回答は 135校から得られ，回答率は 61.6%であり，

すべての回答を分析した（有効回答率 61.6%）．

①ラダー研修 Iに該当する教員の有無と該当教員数

ラダー I研修に該当する教員がいる会員校は 86校で

あり（図 1），該当教員数が 1人 57校，2人 22校，3

人以上 7校であった（図 2）．また，そのうち准教授が

いると回答したのは 10校であった（図 3）．該当する

教員がいると回答した会員校で，すべて受講または受

保健師教育　第 5巻第 1号（2021）
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講中が 19校，一部が受講 14校，どの教員も受講して

いないが 53校であった（図 4）．

②研修を受講した会員校の OJTの実施状況と評価

既に受講した教員がいる 33校のうち，受講後に OJT

を行ったのが 19校であり，半数以上を占めていた（図

5）．OJTを実施した会員校の実施内容について，表 1

に示した．研修の成果を活用して授業・実習計画を立

案し教育に活用，進め方を一緒に検討し振り返りやプ

86(63.7%)

49(36.3%)

いる

いない

図 1 ラダー I 研修に該当する教員はいるか n=135

57(66.3%)

22(25.6%)

7(8.1%)

1人

2人

3人以上

図 2 該当する教員数 n=86

10(11.6%)

76(88.4%)

いる

いない

図 3 該当する教員のうち准教授以上はいるか n=86

19(22.1%)

14(16.3%)53(61.6%)

受けた、

または現在受講中

一部が受けた

まだ受けていない

図 4 該当する教員はラダー I 研修を受講したか n=86

レゼンテーションを行ったりなど，領域や講座で共有

し，上司の指導や助言のもとで教育に反映させたりし

ていた．OJTを行った会員校では，すべての会員校で

研修が効果的だったと回答した（図 6）．

OJTを行わなかった会員校は 14校であり，行わな

かった理由として，日ごろから OJTを実施しているた

め，本人が主体的に実施し支援を必要としていないと

いう理由や，時間が取れない，研修内容を把握できて

いないなどの職場の事情による理由をあげた会員校も

19(57.6%)

14(42.4%)

行った

行っていない

図 5 研修に合わせて OJT を行ったか n=33

表 1 OJT で実施した内容 n=15

・研修事後報告と業務への反映の計画発表
・研修のフォーマットを活用して授業計画を立案，実施，
評価に活用
・研修後の振り返りをもとに授業の一部を担当
・研修で使った授業評価の指標を用いて自己他者評価を
実施
・作成した教材のフィードバック
・相談，授業見学，指導案作りへの関わり
・実際の授業計画立案，実施，評価への助言
・講義内容講義の進め方などを一緒に検討
・共同研究の実施，研究のサポート
・共有と日々振り返り　指導案指導
・領域での研修報告
・講座 FDにて授業単元の企画実施のプレゼンを実施
・担当科目や実習指導に反映した指導計画立案・評価の実
践により学生の到達状況が向上
・指導案について助言指導．実施後に自己評価及び他教員
からのコメントを共有

19(100%)

効果的であった

図 6 ラダー I 研修は効果的であったと思うか（OJT を行っ
た会員校） n=19
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あった（表 2）．OJTを行わなかった会員校で研修が効

果的と回答したのは 10校，2校が効果的でないと回答

したが，その理由は個人的要因が大きい，判断できな

い，であった（図 7）．

③受講生自身と責任者からの研修に対する意見

研修を受講した受講生は，充実していた，有意義で

あった，との意見が多かった．具体的には，勉強になっ

た，仲間ができた，交流できたことが多くあがってお

り，特に同じラダーの教員との議論ができネットワー

クができたことをあげた受講生も多かった．否定的な

評価としては，具体的な内容が聞きたかった，経験に

差があった，オンラインになって残念，であった（表 3）．

責任者からは，研修が効果的で有難いという意見が

多く，研修内容についてもよい評価であった．また，

表 2 OJT を行わなかった理由 n=12

・研修にかかわらず日頃から OJTを実施しているため
・本人が主体的に課題に取り組んでおり支援を必要として
いない

・シラバスの相談などは行っており改めて実施していない
・これから実施予定
・まだ研修内容自体を把握できていない
・振り返りの時間が取れない
・前任校で受講しており把握していない
・受講した教員が消極的

10(83.3%)

2(16.7%)

効果的であった

効果的でなかった

図 7 研修は効果的であったと思うか（OJT を行っていない
会員校） n=12

表 3 受講した本人は研修についてどう話していたか n=30

・有意義であった，充実していた
・勉強になった，学習できてよかった
・交流できた，仲間ができた，情報交換できた
・同年代との議論ができた，またネットワークができた
・「教える」ことの基本が理解できた
・これまで深く考えていなかったことを自分ごとと考えら
れるようになった
・教育活動に役立った
・具体的な内容が聞きたかった
・経験に差があった
・オンラインになったのが残念だった
・そのような話はできていない

本人と同様，受講生同士の交流やネットワークができ

たことで，刺激や交流につながっていることを肯定的

に評価していた．その一方で，研修に参加させること

が難しい，自校での実践のサポートや助言に困難を抱

えている状況もあがっていた（表 4）．

④現時点で研修を受講した教員がいない会員校の受講

予定について

まだ受講した教員がいない会員校 55校のうち，受講

予定があると回答したのは 48校であった．そのうち，

次回の予定があるのは 17校，いずれ受講の予定がある

のは 31校であった（図 8）．受講させる予定がない 3

校の理由は，研修時期が繁忙期である．本人の意思に

任せる．OJTで対応する，であった．

⑤今後のラダー I研修の必要性について

今後もラダー I研修の開催が必要と回答した会員校

は 133校であった（図 9）．必要はないと回答した 2校

の理由は，判断ができない，学部内で教育すべきこと

であった．

⑥自由意見

研修への自由意見としては，研修の良い点として，

必要である，システマティックなプログラムである，

表 4 責任者から見て研修はどうだったか n=31

・できるだけ初期に受けることが必要で効果的
・授業の質の向上につなげることができ非常に有効，有難い
・体系的に教育を学べた，内容が工夫されていた
・基本的な枠組みを学び，実践する方法で本人にとって一
貫性があった
・意欲的に取り組む姿勢につながった
・同世代の仲間やネットワークができ，視野の広がり，刺
激，交流につながっている
・到達度が様々，研修の効果が不明
・自校での実施は難しいので研修の継続を希望
・研修に行かせるのに配慮が必要だった
・OJTと並行してサポートするのが難しかった
・助言することができるかと自分を振り返り，責任者の役
割を痛感した

17(33.3%)

31(60.8%)

3(5.9%)

次回、受講の予定

いずれ受講の予定

受講の予定はない

図 8 ラダー I 研修を受講させる予定はあるか n=51
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仕事の質が向上する，全国ネットワークができたこと

などがあげられた．一方，研修のグループワークの進

め方や難しさについての意見があった．また，ラダー

I研修以外の様々な研修の要望や，研修の参加基準に

ついての意見，研修実施組織に対する意見があった（表

5）．

IV．考 察

1．会員校におけるラダー I 研修のニーズ

本調査において，ラダー I研修の基準に該当する教

員がいる会員校は 86校であり，1校で複数の該当者が

いる会員校も複数あったことから，今後の受講可能性

のある教員は，調査時点において計算上 122人以上い

ることが分かった．保健師教育機関においては教員経

験の浅い教員がまだまだ多く，ラダー I研修の潜在的

ニーズは大きいと思われる．しかし，次回の受講予定

133(98.5%)

2(1.5%)

必要

必要はない

図 9 ラダー I 研修の開催が必要と思うか n=135

表 5 自由意見

・必要なので継続してほしい
・システマティックなプログラムでよい
・仕事の質の向上につながる
・グループワークで全国のネットワークつながりができた
ことがよかった
・職階別のグループ学習がよい
・オンライン・リモートで受講できれば参加しやすい
・ファシリテーターがクループワークに入った方が効果的
と思う
・研修を受けたその日のグループワークは難しさがあった
・ラダー Iの 1年目から 2年目の履修のしやすさを希望
・修士課程を修了していない教員への研修を希望
・公衆衛生看護教育経験の浅い教員向けの研修を希望
・中堅期・責任者の研修を希望
・教育現場では新任教員への支援が手薄になるためこの研
修は必要である
・受講時期のタイミングがあり，ラダー Iの該当基準を設
けない方がよい
・学習機会を広げるために教育経験年数の基準を設けない
方がよい
・研修を実施する組織を作った方がよい，研修委員の労力
が大変

は 17校と 2割にも満たない結果であり，該当する教員

が確実に研修参加につながるかといえばそうでない状

況もうかがえた．該当する教員はいるものの受講予定

がない会員校があげた理由として，自校での OJTでの

対応があり，本協議会の研修に頼らなくても，教員の

資質向上に向けた対応をされていると推察された．一

方，繁忙期と研修時期が重なることや，本人の意思に

任せるという理由をあげている会員校もあり，学校と

して積極的に教員の能力向上に取り組めていない現状

もあった．教員の資質向上への取り組みは，学習意欲

が高い若手教員（土肥ら，2012）に任せるだけでなく，

学校全体の教育の質を向上に向けて組織として取り組

むことが必要である．また，看護大学等の教育機関の

教員は，慢性的な人材不足を背景に，業務に余裕がな

く研修に派遣できないという現状が本調査結果からも

うかがわれた．今後さらに学校として，計画的に教員

の資質向上に取り組むことが必要であると考えられた．

2．受講対象者

受講対象基準としては，教員経験が 5年程度で職位

を問わないとしているが，准教授が該当する会員校は

10校あり，現状の参加基準の場合，研修場面に助手，

助教，講師，准教授という職位の教員が混在すること

になる．看護教員は，職位と教員の経験年数が連動す

る場合ばかりではないことから，准教授以上でも教員

経験年数が 5年に満たない事例は多いと考えられる．

しかし，看護教員の「教育実践能力」において，教育

経験 5年以下の教員はそれ以上の経験年数の教員より

自己評価が低い（小林ら，2015）と言われており，5

年の経験で研修対象者を区切る整合性はあると考える．

また，初任期の研修が重要との指摘（厚生労働省，

2010）もあり，初期に受けることが効果的との意見も

あったことから，キャリアラダー I相当である初任期

のグループには一定の基準が必要であろう．職位につ

いては限定していないが，助教，講師の参加が実際に

は多く，准教授が参加しにくい状況はあると考えられ

る．また，准教授は大学運営や教育・実習の中心を担

当し，時間的制約のため研修に参加することが難しい

場合もあり，時期を見ているうちに 5年が経過するこ

ともあると考えられる．そのため，ラダー I研修の経

験年数に関する参加基準については，もう少し柔軟に

考えていくことが必要かもしれない．
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3．ラダー I 研修のグループ編成

教員として同じ立場で交流を重ねることの意義（前

田ら，2016）が指摘されている．本調査結果から，ラ

ダー Iに該当する教員が学内に複数いるのは半数以下

であるため，学内における OJTの他，学外で同じ立場

の教員が交流する機会を持つことが必要と言える．ラ

ダー I研修では，職階別のグループとしてメンバーを

固定し，グループワークを中心に行っているため，仲

間ができて交流が広がったことを評価した受講生が多

かった．実際の研修においては，参加状況によって，

一部グループ編成を変更せざるを得なかったこともあ

り，できる限りグループメンバーを変えずにグループ

活動ができるような配慮が必要である．

4．OJT による成果の拡大

研修のねらいにも記載されている OJTを行ったと回

答したのはおよそ半数であった．OJTを実施した会員

校はすべて研修が効果的であったと回答しており，実

際の教育実践に活用してこそ研修での学びが活用でき

るといえよう．研修後の OJTは研修の成果をより向上

させる有用な手段であり，積極的に実施することがで

きるよう，研修委員会の立場から参加者に呼びかけて

いくことが必要である．また，多忙のため参加できな

い教員に対し，学習内容を共有する方法としては，全

保教のブロック活動の活用が有用と考える．同じブロッ

クの会員校で研修に出席した教員が，他校も含めた研

修報告会を開催しブロック間で学習内容を共有し合う

ことで，お互いの資質の向上につながり，ラダー I研

修とは異なる新たな仲間づくりになると考える．OJT

の実施やブロック活動の活用については，本協議会の

理事会等の機会を通じて，その必要性をブロック理事

に広く周知し，それらを継続して行っていくことも必

要であろう．

V．おわりに

本調査を通じ，ラダー I研修に関する評価は良好で

あり，効果的，有用であるとの意見が多かったことか

ら，本協議会として継続していく必要性があることが

分かった．ラダー I研修は，教員として必要な授業・

実習に向けた基礎的な知識の教授であり，初任者であ

る教員の質は，学生の学びに直結すると考えられるた

め，その意義は大きい．そのため，ラダー I研修の継

続的な実施と研修の質の向上は，研修委員会として重

要な課題であると考える．そのほか，例えば修士の学

位がない教員や中堅期，責任者研修などの要望があっ

たが，教員としての資質の向上を，すべて本協議会の

研修が担うことには議論の余地がある．本協議会以外

にも大学を対象とした協議会や各種団体が教員向けの

研修の機会を提供しており，保健師を目指す学生を教

育する教育機関の団体として，本協議会がどのような

研修を開催する必要があるのかは厳選していく必要が

ある．研修委員会としては，夏季研修も合わせて企画・

実施しており，これらをラダー II以上の教員研修と位

置付けている．会員校には，本協議会の研修や自校で

の OJT，他団体の研修と合わせて自らの質向上の方策

を検討していくことも必要と考える．研修委員会での

研修の企画・実施については一定の限界があることか

ら，持続可能な研修の実施に向けて一部委託による実

施なども含め，今後具体的な検討が必要である．
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アンケートにご協力いただきました会員校の皆様に

感謝申し上げます．
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2020 年度教育体制委員会企画教員研修報告
保健師教育における大学院カリキュラムモデル（全保教版 2020）

―作成の背景とカリキュラムの実際―

教育体制委員会
松井菜摘（武庫川女子大学大学院），
和泉京子（武庫川女子大学大学院），
臺有桂（国際医療福祉大学大学院），

西出りつ子（三重大学），
佐藤千賀子（秋田県立衛生看護学院），

松尾和枝（福岡女学院看護大学），
渡井いずみ（浜松医科大学），
土井有羽子（千里金蘭大学）

I．まえがき

教育体制委員会では，保健師教育機関における教育

体制・環境の充実と整備に関して，教育課程の調査や

評価に関する活動を行うとともに，教育体制のあり方

を検討する役割を担っている．2020年度の教育体制委

員会の活動方針は，大学院および大学専攻科を含む上

乗せ教育による指定規則に定める単位の読み替えなし

の上乗せ教育課程推進策を練ること，また保健師教育

課程の質を保証する評価基準の検証を行うことである．

読み替えなしの上乗せ保健師教育課程を推進する活動

としては，毎年夏季教員研修会において委員会企画の

分科会を開催してきた．さらに，平成 29年 8月には全

国保健師教育機関協議会三役会と教育体制委員会の合

同での緊急集会（看護学教育モデル・コア・カリキュ

ラムを機に保健師教育上乗せを考える）も実施してい

る．

2020年度の教員研修会では，2019年度に保健師基礎

教育検討委員会の大学院カリキュラムモデル検討ワー

キングにて検討した「保健師教育における大学院カリ

キュラムモデル（全保教版 2020）」の作成の背景，大

学院での保健師教育において目指す姿およびその育成

のためのカリキュラムの実際をテーマとして，分科会

を企画した．本稿では，第 35回全保教教員研修会の第

1部（2020年 8月 28日（金）～9月 3日（木）配信）

および第 2部（2020年 10月 5日（月）～10月 18日

（日）配信）に，会員校限定の録画配信にて実施した分

科会の内容を報告し，上乗せ保健師教育課程の推進へ

の示唆について述べる．

II．分科会の概要

本委員会が企画，実施した分科会のテーマ，目的，

構成，および参加者数は，次に示すとおりであった．

【テーマ】

保健師教育における大学院カリキュラムモデル（全

保教版 2020）―作成の背景とカリキュラムの実際―

【目的】

本分科会の目的は，保健師教育における大学院カリ

キュラムモデル（全保教版 2020）作成の背景，大学院

での保健師教育において目指す姿およびその育成のた

めのカリキュラムの実際を共有することである．

【構成】

1．発表：公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリ

キュラム（2017）から考える保健師教育，保健師教育

における大学院カリキュラムモデル（全保教版 2020）

作成の背景と概要，大分県立看護科学大学大学院のカ

リキュラム例について，話題提供を行った．

2．ディスカッション：大学院における保健師教育を

実践する中での実習施設や実習指導者との関係構築や

教員の指導力向上に向けた工夫について，座長の進行
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のもと，話題提供を行った 3人の講師による意見交換

を行った．

【参加者】

録画配信における動画再生回数は，研修会の第 1部

が 170回，第 2部が 70回の計 240回であった．

III．保健師教育における大学院カリキュラム
モデル（全保教版 2020）の概要

全保教では，会員校のニーズに応える形で，保健師

基礎教育検討会にて 2019年度に大学院カリキュラムモ

デル検討ワーキングを立ち上げ，保健師教育における

大学院カリキュラムモデル（全保教版 2020）（以下，

大学院カリキュラムモデル）を作成した．

大学院カリキュラムモデルでは，第一部において，

近年における保健師教育の動向をふまえ，大学院での

保健師教育の必要性や大学院カリキュラムモデル作成

に至った経緯，目的，基盤や構成といった考え方，作

成のプロセスについて述べられている．さらに，第二

部では，大学院での保健師教育において目指す姿を示

した上で，その質を担保できる大学院カリキュラムに

ついて，具体的な科目例を挙げながら説明されている．

また，第三部においては，保健師教育課程を有する大

学院のカリキュラムが紹介されている．

IV．分科会の内容

1．公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム

（2017）から考える保健師教育

（発表者：北海道大学名誉教授　佐伯和子氏）

大学院カリキュラムモデルでは，指定規則および国

家試験出題基準，公衆衛生看護学教育モデル・コア・

カリキュラム（2017）（以下，モデルコアカリ）を基盤

としていることから，モデルコアカリの概要と保健師

教育のあり方について講話をいただいた．

まず初めに，人生 100年時代となり，予測不能，流

動的で絶えず変化し続ける時代の中で，社会格差の拡

大による健康格差，複雑困難な事例や課題の増加が見

込まれ，自立したプロフェッショナルとして仕事がで

きる保健師が求められていることが語られた．また，

教育においては，正解のない課題に向き合える認知的

能力，職業的アイデンティティと実践力，保健師とし

ての逞しさとやさしさを持つ人間性，働き方が多様化

する中で働き続けられる力のある人材を育てる責任が

あることが強調された．

保健師助産師看護師学校等養成所指定規則の主な改

正点は，根拠に基づく地域アセスメント，施策化能力

の強化，地域ケアシステムの構築，健康危機管理の実

践，対人支援の実践能力を高めることであり，これら

は抽象的で具体的思考を伴うものであることから，大

学院教育の必要性についても言及された．

モデルコアカリについては，社会の多様なニーズに

応える保健師人材養成といった目的をふまえ，A～F

の各項目の概要が紹介された．また，大学院カリキュ

ラムモデルの作成を通して，新型コロナウイルス対策

で注目される感染症に加え，近年多発している災害等

の健康危機管理や，専門性と協働といった幅広い能力，

学生の主体性を活かす教育方法の開発，自己開発能力

の育成を重要視すべきであること等，モデルコアカリ

活用のさらなる改善点が見えてきたことについても報

告された．

2．大学院カリキュラムモデル作成の背景と概要

（発表者：教育体制委員会委員長／武庫川女子大学大

学院　和泉京子氏）

初めに，大学院カリキュラムモデル作成の背景につ

いて，以下のように報告された．健康格差の拡がりや

家族・地域とのつながりの希薄化が進む中，複雑化す

る健康問題に対応できる，直接的な保健サービス等の

提供やマネジメントが十分にできる保健師，地域の健

康課題を解決する方策の探求，施策の企画から評価ま

でができる質の高い保健師が求められている．質の高

い保健師を育成するためには，講義や演習で培った知

識，技術，態度の統合を図り，「知る・わかる」段階か

ら「実践できる」段階に到達させるため，実習におけ

る体験が重要となる．しかしながら，学生が主体的に

取り組む実習の体験項目は大学や養成所では 30%以下

にとどまっており，卒業時の到達度も 60～70%と，高

いとは言えない状況であり，大学院における上乗せ教

育が求められることが示された．指定規則の改正に伴

い，2022年度入学生から適用される新カリキュラムに

ついて，各教育機関は 2021年度に文部科学省への申請

を行うことになる．新カリキュラムを検討するタイミ

ングで大学院での保健師教育へ課程変更を検討してい

る会員校からの要請により，大学院カリキュラムモデ

ルを作成する運びとなった．

続いて，大学院カリキュラムモデルの概要について

説明があり，その内容は下記のとおりである．大学院

カリキュラムモデル検討ワーキングでは，まず大学院

での保健師教育において目指す姿を示し，その質を担
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保できる大学院カリキュラムを検討した．大学院カリ

キュラムモデルの構成は，指定規則の規定による A科

目群，指定規則には規定されていないが，大学院での

保健師教育に必要と考える大学院科目の B科目群を合

わせて，モデル・コア・カリキュラムの内容を充実さ

せるものとした．これに，各大学院の教育目的や組織

特性に応じた大学院独自の科目である C科目群を加

え，構成している．A科目群は，地区活動，政策形成，

産業・学校保健，マネジメント，ハイリスク事例支援

等の内容を含めるもの，B科目群は，実習，研究，環

境保健論，公共政策論等の知識のみならず，計画・実

施・評価等の高度な実践力まで求めるものであること

が紹介された．大学院カリキュラムモデルでは，この

他にも科目例や教育方法，内容，現在保健師教育を実

施している 12大学院（養成する人材像や教育目標，特

色，工夫している点，大切にしている点，カリキュラ

ム）等が紹介されていることについても説明があった．

3．大分県立看護科学大学大学院のカリキュラム例

（発表者：大分県立看護科学大学大学院　赤星琴美

氏）

初めに，大分県立看護科学大学院では，高度な判断

力と実践力を持つ自律した保健師，政策提言できる保

健師の養成を目指し，特に疾病予防学特論，実践薬理

学特論，薬剤マネジメント特論，環境保健学特論，臨

地実習を重視していることが示された．この中で，最

も重視している臨地実習について，同一保健所管内に

て地域生活支援実習，地域マネジメント実習，広域看

護活動研究実習の 3タイプの実習が行われていること

に加え，それぞれの実習内容と学生の学びが具体的に

紹介された．詳細は，下記に示すとおりである．

地域生活支援実習では，個別ケースについて長期お

よび継続的にフォローを行う．ここでは，まず家族の

関係性を把握し，家族との信頼関係を構築するところ

から始まり，児の身体アセスメントや発達課題，母親

の発達課題，さらに家族の関係性へのアプローチや周

囲にある社会資源へと視点を広げていく．また，電話

では悩みを聞き出せないこと，母親の気持ちの変化を

部屋の様子の変化を通して感じる等，継続訪問の重要

性を学ぶことができる．

地域マネジメント実習では，テーマに沿って地区を

抽出し，地域看護診断により地域住民の健康課題を把

握し，保健師が介入すべき支援の方策を検討する．こ

こでは，地域比較の手法を修得すること，生活を見る

視点を持つこと，住民の地区組織の力を活用すること

を学ぶことができる．

広域看護活動研究実習では，テーマに沿った組織を

抽出し，働きかけの方策を検討する．ここでは，対象

とした組織の全体像を描くことにより資源の不足部分

を発見する方法を見出すこと，母集団を整理分類し，

具体的に働きかけるための目を養うこと，システムへ

の働きかけを通して政策，施策を学ぶこと，組織の縦

割りへの働きかけ，横断的な組織体制を整備すること

の重要性を学ぶことができる．

これら 3つの実習を通して，実習地の健康課題をテー

マに，地域看護診断，活動計画の立案等，一連のプロ

セスを体験し，解決への方策を検討するといった次の

保健師活動への提言を示すことができることが強調さ

れていた．また，実習を担当した保健所や市町の保健

師からは，県内保健師の底上げにつながることや，新

任期の保健師に良い影響を与えるといった声が聞かれ，

次世代を担う保健師を応援してもらっていることにつ

いても報告された．

また，保健師教育を大学院に移行した後，学部の受

験倍率には影響はなかったこと，大学院への入学希望

者が多く，受験倍率は毎年 4～5倍となっていることが

示された．大分県立看護科学大学大学院では，2019年

度までに 29人が修了し，県内はもとより全国で保健師

として活躍しているとの報告があった．

4．ディスカッション

（座長：教育体制委員会／国際医療福祉大学大学院　

臺　有桂氏）

1）大学院における保健師教育を実践する中での実習

施設や実習指導者との関係構築

今回の発表の中で，大学院教育において単位数が増

えると，実習や演習の内容を充実させていく必要があ

ると感じられた．その中でも，特に実習では実習施設

の協力が必要不可欠であることから，現在の実習体制

に至るまでの工夫等について，意見交換を行った．

赤星先生：

「学生に関われば関わっただけのものが返ってきて，

保健師の神髄を伝えていくことができて嬉しい」等，

実習指導が保健師の質の向上につながるとの現場から

の声もあり，教員も実習を大切にしていかなければと

感じている．

実習施設との関係づくりの中で，基本ではあるが連

絡を密にすることが重要であると考えている．教員と
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実習指導者の間での連絡だけでなく，実習前には実習

施設と学生，教員で複数回の打合せを行い，実習テー

マを絞っていく．また，1回目の打合せは教員が主体

となるが，2回目以降は日程調整から全てを学生に任

せる等，学生の自律性を促すことも大切にしている．

これにより，学生は教員を介さずに実習指導者と身近

につながることができ，実習指導者からのより細やか

な指導にもつながっている．

さらに，現場の保健師が課題と感じていること等に

ついて，学生が実習の中で情報整理等を行うことによ

り，「保健事業を見直すきっかけになり，今後の活動に

活かすことができる」との話もいただいている．

和泉先生：

平成 27年度に学部と同時開設となったため，これま

でに大学のある市との関係性は持っていなかった．開

設の約 2年前から，市の係長会等に足を運び，大学院

教育の内容を説明し，大学院教育とは何かを一緒に考

えながら，少しずつ関係性を築いてきた．

乳児のいる家庭に 8回の継続家庭訪問を行う実習で

は，学生は子どもの成長を通して，母親はどのような

気持ちで日々を過ごし，家族がどのような子育てをし

ているかを理解した上で関わることが大切であること

を学び，保健師が母子に会えるのは健診場面等に限ら

れる中で，学生の学びを聞くことは現場の保健師にとっ

ても刺激になるとの言葉をいただいた．学生の成長と

ともに，現場の保健師にもプラスの効果があるのでは

と考えている．

佐伯先生：

北海道大学では，実習地が遠隔であり，日常的に行

き来ができない場所が多くある．学生が実践する家庭

訪問や健康教育の場合は，実習開始までの間に複数回

にわたり遠隔での実習指導に協力いただいている．

また，実習施設から研修の依頼があれば喜んで引き

受ける，大学の講義を受け持っていただく等，実習以

外においても実習地と良い関係を築けるよう心がける

ことも大切であると考える．

2）教員の指導力向上に向けた工夫

大学院カリキュラムモデルを見て，ここまでの内容

が自分にできるだろうかと不安を覚える人もいるので

はと感じられることから，教員の指導力向上に向けた

工夫や助言について，話を伺った．

佐伯先生：

大学院教育が学部教育と大きく異なる点は，学生数

が少ないことに加え，その内容が深いことにある．学

部教育の場合は，複雑かつ抽象的である地域について，

イメージを持ってもらうところまでを重視していたが，

大学院では理論に基づいて教授することや学生同士の

ディスカッションにより深めることができる．

また，学生と一緒に学ぶ姿勢で大学院教育を実施し

ていくことにより，教員自身の学びの動機づけにもな

る．研究においては，学生に指導する中で教員自身の

研究能力向上にもつながる．

和泉先生：

本学では，実践力ある保健師を養成することを目指

し，特にアウトリーチを重視している．学生に積極的

に家庭訪問に行くよう伝えるとともに，教員も大阪府

の保健師 OGが立ち上げた NPOに登録し，市町村から

委託された糖尿病性腎症重症化予防事業の中で一人の

保健師として家庭訪問を行う等，教員自身も継続して

現場経験を積み，学生の思いにも共感しながら指導を

行っている．また，看護学部主催のまちの保健室にお

いて，地域に出向いて健康相談や子育て相談を行うこ

とにより，学生と教員がともに学び合うことができて

いる．また，積極的に科研費等の研究費を取得し，研

究を行って現場に還元することを心がけている．

赤星先生：

教員は，院生に対して緊張感を持ちながら関わり，

真摯に向き合っていると感じる．市町村や保健所に出

向いて，地域に精通した保健師から刺激をもらうこと

も大切にしている．また，一人で抱え込まず，同じ分

野の教員 4名でディスカッションを繰り返し，他の教

員の指導方法も共有しながら，協働して実習指導に臨

める体制を作っている．全国で行われている学会や研

修会はもちろん，県内で行われている学会や研修会に

も積極的に参加している．

V．分科会の成果と上乗せ教育課程推進のための
示唆

1．大学院カリキュラムモデルの周知と今後の活用

今回の分科会は録画配信となり，動画再生回数は 2

回の配信で計 240回と，例年と比較して多くの人に参

加してもらうことができた．これには，一定の期間を

設けて配信されたことから，集合研修の場合に比べて

第一分科会への参加や他の業務等の予定がある中でも，

参加の調整がしやすかったことが影響していると考え

る．今回の分科会において大学院カリキュラムモデル

について取り上げたことにより，より多くの教育機関

に対し，大学院化の必要性と大学院教育の実際を知っ
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てもらえる貴重な機会となった．

また，集合研修においては，参加者との意見交換に

より議論が深まるメリットがあると考えられる．しか

し，今回は録画配信となったことから，3名の講師の

先生方による講話に加え，WEB上で講師の先生方と

ディスカッションを行った様子を記録して配信すると

いった工夫をした．座長は動画を視聴する参加者が関

心を持ちやすい内容を推察し，参加者の思いを代弁す

る形で講師に質問を投げかけることにより，集合研修

に近い形で議論を深めることができたのではないかと

考える．

指定規則の改正に伴い，2022年度からの新カリキュ

ラムを検討する中で，大学院化を視野に入れている会

員校も少なくないと考える．参加者へのアンケート（回

収 33部）では，大学院カリキュラムモデルの内容につ

いて「とてもよかった」が 16名（59.3%），「よかった」

が 10名（37.0%）となっており，その理由として「保

健師の専門性が学べる内容だと感じた」「様々な実践モ

デルが紹介されており，組み合わせて活用していきた

い」「概念から具体的な科目群まで説明されており，大

学院化に向けて大変参考になった」等の意見が挙がっ

ている．これらのことから，今回の分科会における大

学院カリキュラムモデルの周知が，各教育機関が新カ

リキュラムを検討する過程において活用されること，

保健師教育のあり方を考える契機となり，今後の上乗

せ教育の推進につながることを期待する．

2．大学院化に向けた課題

参加者へのアンケートにおいては，大学院化に向け

た課題として「大学院教育に対する他分野教員や大学

側の理解」「教員の指導力」の回答が最も多かった．ま

た，今後上乗せ教育に関して知りたい内容では「教育

内容」が最も多く，次いで「上乗せにあたっての大学

内での協議に関すること」が挙がっていた．これらの

ことから，大学院化に向けた大学内での調整や教育内

容，教員の指導力等に関する懸念があり，大学院化に

踏み切れない教育機関も少なくないことが考えられる．

このような状況をふまえ，大学院化に向けた具体的な

取り組みや課題等を共有できるような機会を作る必要

があると考える．今回の分科会を契機として，2020年

12月 13日（日）に「大学院化を予定している会員校

の意見交換会」を開催することとなった．この意見交

換会の様子とその成果については，別途報告する．

VI．あとがき

ディスカッションの最後では，講師の赤星先生から

「大学院での保健師教育は大変であるが，とても楽し

い」とのお話があった．その理由は，学生も教員も悩

みながら進めていくことも多いが，だからこそ悩み抜

いて目標を達成した時の学生の姿を見ると，大学院教

育をしていて良かったと心から思えるから，とのこと

であり，これを見て大学院教育により関心を持った方

も少なくないと考える．

参加者へのアンケートでは，分科会の感想について

「とてもよかった」との回答が 29名（87.9%）と最も多

く，その理由には「大学院での保健師教育の意義と実

際を学ぶことができた」「お話しされている先生方が

『大学院教育は楽しい』と生き生きされていて，触発さ

れた」等があった．

また，本分科会の内容が 2022年度からのカリキュラ

ムを検討する上で，「とても参考になった」「参考になっ

た」との回答が 30名（90.9%）から得られた．本分科

会を通して，2022年度の指定規則改正に向けた各教育

機関でのカリキュラム検討における，モデルコアカリ

や大学院カリキュラムモデルの活用につながることを

期待したい．また，今後も上乗せ教育の推進に寄与で

きるよう，これらを十分に活用していきたいと考える．
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2020 年度教育体制委員会企画報告
「大学院化を予定している会員校の意見交換会」

教育体制委員会
臺有桂（国際医療福祉大学大学院），
和泉京子（武庫川女子大学大学院），
松井菜摘（武庫川女子大学大学院），

佐藤千賀子（秋田県立衛生看護学院），
渡井いずみ（浜松医科大学），

西出りつ子（三重大学），
松尾和枝（福岡女学院看護大学），

土井有羽子（千里金蘭大学）

I．まえがき

教育体制委員会では，大学院および大学専攻科など

における上乗せ教育による指定規則に定める単位の読

み替えなしの課程推進策を練ることを 2020年度の活動

方針の一つとしている．この方針に基づき，別稿で報

告の通り，保健師基礎教育検討委員会が 6月に公表し

た「保健師教育における大学院カリキュラムモデル（全

保教版 2020）」の内容の共有を目的に，教員研修会で

は「保健師教育における大学院カリキュラムモデル～

作成の背景とカリキュラムの実際～」をテーマとした

分科会を開催した．しかし，Web研修会であったため

質疑応答や終了後の交流の機会を設けることができず，

実施後のアンケート結果から大学院化に向けた課題や

具体的に知りたい内容があるとの意見が挙がっていた．

2020年度は，2022年度からのカリキュラム改正に向

けた変更承認申請を 2021年度に行うために，各養成校

内でのカリキュラムの本格的な見直しがなされるタイ

ミングである．本委員会では，このカリキュラム改正

を機に大学院化を図ることができるよう，2010年に公

表された改訂版である「保健師教育大学院化に向けた

ステップバイステップ支援 Q&A集 2020」を 11月に公

表した．

これらの一連の活動の中から，大学院化を推進する

には，大学院教育の実際に関する情報提供を広く行う

だけでなく，実際に大学院化への準備を始めた養成校

向けの，より具体的な内容を情報交換するような企画

が必要ではないかとの着想を得た．そこで，教員研修

会後の発表者などによる振り返りならびに委員会内で

の検討を重ね，開催者側への相談の場ではなく，大学

院化といった共通の目標のある会員校同士が，気軽に

交流しながら，情報や意見を交換できる場として，「大

学院化を予定している会員校の意見交換会」を開催す

るに至った．

本稿では，2020年 12月 13日（日）に開催した意見

交換会の概要を報告し，上乗せ保健師教育課程の推進

への示唆について述べる．

II．意見交換会の概要

本委員会が企画，実施した意見交換会のテーマ，目

的，構成，および参加者数は，次に示す通りであった．

1．テーマ：大学院化を予定している会員校の意見交

換会

2．目的：大学院化を予定している会員校同士の意見

交換や相談ができる交流の場を設け，大学院化に

向けての支援の機会とする．

3．実施日時：2020年 12月 13日（日）13時 00分～

14時 30分

4．実施方法：オンライン

5．参加者：2022年度のカリキュラム改正時，ある

いはその後に大学院化を予定している会員校の原

則として意思決定ができる職位の教員とした．会

員校からの参加は 1名とし，事前申し込み制とした．

6．内容：構成は，1）自己紹介，2）グループワー
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ク：意見交換したい事項の抽出，3）全体ディス

カッションとし，ディスカッションでは既に大

学院教育を行っている教員からの情報提供を含

めた．

III．意見交換会の概要

1．参加者の概要

当日の参加者は計 20名であった．その内訳は会員校

11校（12名），岸恵美子会長，情報提供者として大学

院教育を行っている教員 3名，運営担当である教育体

制委員会委員 4名であった．なお，情報提供者は，赤

星琴美氏（大分県立看護科学大学大学院）をはじめ，

本委員会の和泉京子委員長（武庫川女子大学大学院），

臺有桂副委員長（国際医療福祉大学大学院）であった．

11校 12名の参加者の所属は，既に大学院化してい

る 1校を除き，すべて選択制の保健師教育課程であっ

た．大学院化を予定している時期は，2022年度 3校，

2023年度 1校，2024年度 1校，2025年度 2校，2026年

度以降 4校であった．

現在の大学院化の進捗状況は，既に大学院設置の具

体的な準備に着手している会員校，管理者から大学院

化の指示があり急遽準備を始めた会員校，具体的な準

備が整っているが大学の運営方針などで保留になって

いる会員校など，それぞれ異なる背景があった．

2．意見交換の希望があった主なテーマ

岸会長の挨拶，参加者の自己紹介の後，2グループ

に分かれて整理した，意見交換したい主なテーマは，

大学全体との合意形成の進め方，保健師定員数減少に

対する地域の不安感の払拭方法，学生確保の方法，学

部と大学院が並行する移行期の運営方法，2022年度か

ら 61単位となる大学院カリキュラムの具体的な内容や

実習時期であった．

3．ディスカッション

事前に「保健師教育における大学院カリキュラムモ

デル（全保教版 2020）」，「保健師教育大学院化に向け

たステップバイステップ支援 Q&A集 2020」を配布し

た．その上で，和泉委員長の進行により，参加者から

挙げられたテーマについて，全体でディスカッション

を行った．

1）大学全体，地域との大学院化の合意形成

感染症による健康危機状態にある現在，保健師の確

保が課題となっており，大学院化にブレーキをかける

ような動向も一部見受けられる．このような中だから

こそ大学院での保健師教育が必要であることを，どの

ように切り拓いていくか，特にステイクホルダーとな

る地域との合意形成に焦点を当てて情報交換を行っ

た．

地域では，保健師の不足感があり，これが大学院化

による養成数減少への不安や，大学院化に歯止めをか

ける要因の一つになるとの意見が出された．ある県の

例では，県内の保健師募集は年間およそ 70人，これに

対し県内 10数校（すべて選択制）での保健師養成数は

250～270人／年である．換言すると，募集数の約 4倍

の養成数があるにも関わらず，必ずしも保健師として

の就業につながらない実態が紹介された．これらのこ

とから，自治体の保健師が充足できないのは採用側の

課題でもあり，選択制や大学院化による養成数減とは

切り分けて議論していかなければならないものである

ことを確認した．

また，保看統合カリキュラムでは，卒後数年経つと

保健師になっていくとの意見があるが，実際には 6割

程度にとどまっているのが実態である．これらの事実

を総合すると，地域の感覚的に保健師が足りないとい

う不安に対しては，「年間の学部卒業生数」の中での

「保健師有資格者数」，さらにそのうちの「実質保健師

となった数」を明示した上で，大学院化の議論を進め

ることが肝要である．加えて，保健師就業に対する学

生のモチベーションを上げるには，大学院による教育

が最適であることも繰り返し伝えていく必要性を確認

し合った．

さらに，就業未経験の保健師資格保有者を掘り起こ

していき，就業につなげ，地域の保健師不足への不安

の払拭につなげることも，大学院化とともに重要であ

ろうとの意見が出された．これら有資格者は，大学院

ではなく，大学がリカレントの場を提供する，役割も

担う姿勢を示すことなど，地域のニーズや不安感に応

えるアイディアの提示と抱き合わせて大学院化を提示

することで，合意形成の落としどころを見つけ出す一

手になるのではないかとの意見が出された．

2）移行期における学部と大学院の並行教育

Q＆A集にも例示した通り，学部から大学院に移行

するタイミングにより，学部教育をやめると同時に大

学院教育に移行する場合は保健師を輩出しない期間が

生じる．逆に，保健師の輩出に空白を作らないように

すると，学部と大学院の教育が並行して進行すること

になる．特に後者では，限られた教員数や実習室など
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で，2課程の教育を並行して展開することになり，担

当教員に大きな負担をかけることになり，どのように

運用していけばよいかとの意見があった．

これに対し，まずは学内外リソースを有効活用でき

るよう，周囲の協力を取り付け，ネットワークを作っ

ていくことが大切である．具体的には，まずは保健師

教育の担当教員内間で十分な理解を得ること．この理

解や合意は，同じ方向に向かって，教員が進むことが

できる上，教育内容を効率よく，深めることにもつな

がる．次いで，学内の他領域教員の理解を得ることで，

2課程の教育が並行する場合に，大学全体の業務負担

を一時的に減らす配慮など，大学全体の協力体制につ

ながる可能性が示唆された．

また，完全に保健師課程が大学院に移行したとして

も，多くの大学では，学部の授業を受け持つ．並行時

だけでなく，先を見据え，学内の公衆衛生学教員の協

力を得る，地域の保健所長などを臨床教授の扱いで教

育にかかわってもらう，クロスアポイントメント制度

（研究者などが複数の大学や公的研究機関，民間企業な

どの間で，それぞれと雇用契約を結び，業務を行うこ

とを可能とするもの）の活用などが挙げられた．

大学院では，保健師課程 28（改正後 31）単位を修士

課程の 30単位と読み替えることは認められない．修士

課程 30単位分は，研究能力や高度の専門性を高める修

士課程としての教育のために各養成校独自の運用を工

夫する，例えば，研究方法の演習として抄読会などを

科目内に組み込むことや，eラーニングや他分野の授

業の履修，連携大学院などの方法も提案された．自分

たちで教育を抱え込むのではなく，他の教育リソース

を活用することで，教育内容の幅を広げ，カリキュラ

ムの過密さを軽減，ひいては教員の負担も減らすこと

になるとの意見が出された．

このような中，既に大学院で教育をしている教員か

らは，移行期はもちろん，大学院開設後も，教育のエ

フォートが多いのは確かだが，それに勝る面白さがあ

るとの意見も出された．

3）学生の確保

組織管理者が，保健師課程大学院化で懸念するのは，

学部，大学院ともに学生を確保できるのかという点で

ある．詳細は，Q&A集を参照されたいが，保健師課程

を大学院化して，学部の応募者減少に直結した事実は

ない．また，既設の大学院では，一定の学生を確保で

きているのが現状である．大学院生確保の工夫につい

て，既設校の具体的な方略は次の通りである．

大分県立看護科学大学大学院では，大学院進学を希

望している学部生が保健師コースに進める内部進学（特

別選抜：一定基準の要件を課す）制度を作り，学部 4

年の 7月ごろに県内就職を希望する学生の確保を図っ

ている．このように，まずは，学内学生への働きかけ，

動機づけが大切ではないか．

国際医療福祉大学大学院では，7月ごろにゼミとオー

プンキャンパスを合同開催し，模擬授業を体験しても

らう工夫をしている．この模擬授業を通し，大学院は

受け身では学べないと感じた人は出願してこない一方

で，大学院は学びあえる楽しさがある，楽しそうに学

んでいる先輩のようになりたいと感じた人は出願につ

ながるなど，コースの方針やどのような人材を期待し

ているかを伝える機会になった．今年度はオンライン

説明会とし，在学生によるコースの紹介動画や在学生

との交流などプログラムに組み，その様子を録画した

ものを後日，動画で限定配信した．結果，100超の視

聴履歴がついた経験を紹介した．

最近では，大学院での保健師養成はずいぶんと認知

され，自身の居住地近隣の大学院だけでなく，広く情

報収集をし，教育方針が合致する養成校を全国どこで

も受験する人が増えてきている感触がある．したがっ

て，優秀な学生確保のためには，まずは内部進学者を

確保する．さらには，外部に向けて，どのような人材

を取りたいか，どのような教育の方針なのかなどを明

確に開示し，HPなどのツールの活用が，学生の確保に

つながる可能性が示唆された．

4）カリキュラム構築

保健師基礎教育検討委員会が公表した「保健師教育

における大学院カリキュラムモデル（全保教版 2020）」

を参考にしながら，大学院での保健師養成課程のカリ

キュラムについての意見交換を行った．

まず，カリキュラム構築の際の苦心として，保健師

として修得させたい能力をカリキュラムとして提示す

ると，それは現場の保健師ができていないという意味

かと誤解をされてしまう場合があるとの意見が出され

た．一方で，現場は，保健師とは何かというマインド

を持ち，その上で就業を希望してくれる人材であれば，

実習などでも教え甲斐があると受け入れてくれやすい．

また，保健師が日ごろから着手できないで困っている

データを学生が整理し，図表化するなどの工夫を行う

と，保健師が，学生が実習に来ると有用だ，刺激にな

ると理解してくれるようになり，受け入れやすくなる

のではないかとの意見があった．さらに，客観的に，
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国家試験出題基準や卒業時の到達度などを提示し，最

近の保健師養成の動向を伝えるなども一つの手ではな

いかとの提案もあった．これらの意見交換から，カリ

キュラム構築は，現在できている／できていない，の

観点ではなく，どのような人材を育成，輩出していき

たいかを表しているものであることを誤解がないよう

に伝えていく．そうすることにより，どの現場も新人

教育には苦労している面があるので，大学院でしっか

り教育してくるということはスタートをスムーズに切

ることにつながるのだとの認識になるのではないかと

確認し合った．

続いて，実習時期についての情報交換がなされた．

大分県立看護科学大学大学院では，1年次に保健師指

定規則 8割の教育を組み込んでいる．具体的には，8

か月間にわたる個別ケースへの継続的家庭訪問（市町

村），地域看護診断実習（市町村），システム・組織の

働きかけを学ぶ実習（保健所）も 1年次とし，2年次

では産業や学校，地域包括支援センターの実習を行う．

このカリキュラムでは，講義・演習・実習を段階的に

経ることで，保健師としての研究につなげる，深める

意義があるとの紹介がされた．一方，国際医療福祉大

学大学院では，1年次に必修の共通科目履修が多くあ

るため，後期から演習で地域のフィールドワークに出

る程度で，実習 10単位はすべて 2年次の割り付けに

なっている．実際に 3年間運用してみて，2年次での

実習は，学生に基礎的な学習ができている，言語化で

きるメリットはあるものの，メインイベントが 2年次

に集中してしまい，段階的な学習になりにくく，学生

の負担が大きい．今後開設するところには，可能であ

れば，実習は遅くとも 1年後期から始め，2年前期に

終了するスケジュールをお勧めしたいとの意見があっ

た．

最後に，開講時間についての情報交換を行った．平

日日中のみの開講をしている養成校もあるが，武庫川

女子大学大学院をはじめ情報提供にあたった 3校では，

専門科目は平日日中，共通科目は夜間・土曜日で開講

していることが紹介された．

5）その他

大分県立看護科学大学大学院の村嶋氏から，全体に

向け，大学院化にあたっては中央教育審議会分科会

「2040年を見据えた大学院教育のあるべき姿」（2019年

1月 22日）を参考にすること，できれば各校の定員は

15名が望ましいとの助言があった．

4．参加者の感想

終了後のアンケートでは，「とてもよかった」7名，

「よかった」5名であった．その理由は，同じような状

況にある養成校の取り組みや，既設の養成校の実際を

知ることで，気づかなかった検討すべき点を知った，

打開策の糸口を見いだせた，実際の教育内容や方法の

示唆が得られたなど，概ね知りたい情報を得ることが

できたとの意見であった．90分の開催時間は，「ちょ

うどよかった」5名，「短かった」5名であった．また，

事前に配布をした「保健師教育における大学院カリキュ

ラムモデル（全保教版 2020）」「保健師教育大学院化に

向けたステップバイステップ支援 Q&A集 2020」は，

大学院化に向けたプロセスや具体が示されているので

役立ったとの意見であった．特に，カリキュラム改正

時に大学院化を考える大学には，保健師課程は「上乗

せ」が当たり前であるとの気風を作る上で，貴重な資

料であるとの意見があった．

一方で，今後さらに知りたい情報として，予定校の

担当教員数（Mマル合），職位，学生定数などの情報

が挙げられた．また，個別相談の機会，大学院化の段

階・設置主体・地域別での情報交換会など，今後の企

画へのニーズも挙げられた．これらの結果から，養成

校間で助け合って，教育の質の向上，教員が疲弊しな

い方策など話し合う場としての教員同士の交流・相談

の機会への高い期待がうかがえた．

IV．あとがき

今年度，教員研修会から着想を得て，新たに企画し

た「大学院化を予定している会員校の意見交換会」で

あったが，本委員会の目指す上乗せ教育の課程推進策

に合致した新たな取り組みとなった．今回は，既設校

が相談に乗る形ではなく，あえて少人数で，既に準備

を進めている養成校と条件を絞った点が，自由かつ具

体的な意見交換につながったのではないかと考える．

時期的にオンラインでの開催となったが，同じ目的

を持った全国の養成校同士であったので，互いの状況

を知り，苦労を分かち合う，他校の工夫を知るなどの

意見交換から，それぞれが大学院化へのモチベーショ

ンを上げ，各校での方略を考えるきっかけにつながっ

た．また，ここで提案された教育方法などの工夫は，

周囲の協力を取り付け，資源を開拓し，ネットワーク

を作っていくといった，まさしく保健師活動そのもの

であるといえよう．このようにキックオフではあった

が，たいへん意義深い会になったといえる．また，オ
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ンラインだからこそ企画から実施までの期間が短くて

も実現できたということもあり，オンラインの可能性

を実感する機会にもなった．

今回は，初回であり，限られた時間であったため，

今後の個別交流や相談につながるよう，参加者同士の

連絡先（メールアドレス）を共有した．今後は，さら

に具体について情報交換をしたいというニーズに応え

るべく，テーマや大学院化の段階，設置主体や地域な

どで焦点化した，小規模な意見交換会を継続的に開催

することが有効と考えられ，このような草の根活動を

通し，上乗せ教育の推進にさらに寄与していきたい．
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委員会活動報告

研修委員会活動報告

研修委員会

I．はじめに

令和 2年度の研修委員会は，「第 2回目を迎えたラ

ダー I研修の評価と普及」「ラダー I研修のニーズ調査

に基づいた研修修了者の成果の活用と評価の実施」「夏

季研修会を通じてブロック活動の活性化，参加者間の

有意義な交流を図る」ことを目標に取り組んだ．今年

度はコロナ禍での研修であったため春季研修は中止と

し，他の研修においても多くの変更対応に追われた一

年でもあった．実施内容と，今後への課題について報

告する．

II．活動内容とその成果

1．第 35 回教員研修の実施

今年度の夏季研修は北陸・近畿南ブロックがブロッ

ク担当となり「公衆衛生看護学のコアの継承と発展―

指定規則改変によるカリキュラムを考える」をテーマ

に計画していた．しかし，新型コロナウイルスの感染

対策のため集合研修は困難と判断し，オンライン研修

の開催へ変更した．初めての試みであったが講師の先

生を始め委員会の先生方のご理解とご協力により，短

期間での映像の録画を経て配信に至った．教育講演は，

2020年 10月 5日（月）9:00～10月 11日（日）23:59，

分科会は 2020年 8月 28日（金）9:00～9月 3日（木）

23:59と再度教育講演と同期間にノウション株式会社に

依頼し多大なるご協力を頂き配信を行った．下記にテー

マと方法を示す．

1）教育講演

教育講演 1では「公衆衛生看護学教育におけるコア

の見直しと新たな発展」をテーマに，宮崎県立看護大

学学長の平野かよ子先生にご講演をいただいた．視聴

回数は 196回であり「改めて保健師の専門性を確認し

た」の感想が多かった．

教育講演 2では「地域保健活動に活かす混合研究法：

質と量　両者の統合からみえるもの」をテーマに聖路

加国際大学大学院看護学研究科教授，日本混合研究法

学会理事の亀井智子先生にご講演をいただいた．視聴

回数は 171回であり「混合法を取り入れたい」の意見

があった．

2）分科会

2つの分科会が開催された．第 1分科会は「看護基

礎教育における地域看護学に関する教育内容について

～「地域・在宅看護論」をどのように教授するのか～」

をテーマに教育委員会企画で行われた．複数の映像が

あったため，236回～481回の視聴回数であった．第 2

分科会は「大学院での保健師教育におけるカリキュラ

ムモデル～作成の背景とカリキュラムの実際～」のテー

マに教育体制委員会企画で行われた．視聴回数は 240

回であった．分科会については両者ともに「今後への

参考になった」という意見が多くありタイムリーな内

容であった．

2．第 2 回公衆衛生看護学を教授する教員〈ラダー I〉

研修の実施

本研修は，二期生を迎え今回はその 2年目の研修で

あったが，コロナ禍の影響を受けオンライン研修となっ

た．1年目の 3月の研修は，オンライン研修の準備が

整わずやむを得ず中止とした．

2年目の 8月の研修では，Zoomを使用し双方向の

ディスカッションやグループワークを取り入れて実施

した．受講生のアンケート結果では，オンラインによ

る参加のしやすさは，ほぼ全員が参加しやすいと回答

していた．また，受講環境もほぼ全員が整っていると

回答し，方法として取り入れたグループワークも約 9

割が有効と回答していた．これらの結果から，コロナ

禍における研修であったが，受講生にとっては有意義

であったと考える．

今年度から新たに開設した「教育心理」は，受講生

からは大変好評であったため，今後も継続する．また，

本研修は受講生同士が話し合えることも大きな醍醐味

であることが 1回目の研修で示されていたため，受講

生のみによる「しゃべり場」の時間を研修終了後に 1

時間ほど二日間共に設けた．その時間は「あっという

間であった」「同年代の先生方とつながれた」「悩みが
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共有できた」の感想もあり，有意義な時間であったと

考える．今回，新たに受講生から受講後に研究活動を

おこなうグループ活動の発案があった．学会やブロッ

ク活動とのつながりを意識して継続した活動になるよ

う支援をする予定である．

3．緊急報告会「新型コロナウイルス感染症への保健

所の対応の実際と課題―自治体支援に取組んだ教員の

経験から―」開催

急遽，12月 26日コロナ支援の対応についての緊急

報告会を Zoomによるオンライン開催で実施した．当

日は，本協議会岸会長の進行により，加藤典子氏（厚

生労働省健康局健康課保健指導室長），荒木田美香子氏

（川崎市立看護短期大学　事務担当部長/教授），井口理

氏（日本赤十字看護大学　准教授）を講師にお招きし

実施した．池戸啓子 氏（新宿区保健所　保健予防課保

健相談係　保健師）の指定発言もあり現場の逼迫した

状況が伝わった．約 260名の参加者があり活発な質疑

応答が行われた．受講後のアンケートではタイムリー

な内容で大変役立ったという意見が多く，教員による

支援が全国で繰り広げられていることの共通認識が持

てる研修であった．

III．おわりに

今年度初めてオンライン研修を実施して，ポストコ

ロナに置いての研修方法についての議論が必要と考え

る．本協議会の大きな使命として，保健師の教育を創っ

ていくことがあり，そのためには議論をする機会は重

要である．オンラインと対面の良さを取り入れた研修

方法の検討が望まれる．また，ラダー I研修のフォロー

研修などを開催してほしいという意見は多くあり，そ

の実現可能性と具体的方法の検討が必要である．

謝 辞

最後に，研修の開催に際しましてご協力を頂きまし

た各校の先生方，保健師の皆様にこの場をお借りして

深謝いたします．今後も，会員校の皆様のご意見等を

取り入れ，会員相互で創っていくような研修を行って

いきたいと考えております．どうぞご理解とご協力を

お願いいたします．

担当：山口　忍（茨城県立医療大学）
都筑千景（大阪府立大学）
赤星琴美（大分県立看護科学大学）
荒木田美香子（川崎市立看護短期大学）
川南公代（武蔵野大学）
野尻由香（獨協医科大学）
三橋美和（同志社女子大学）
長澤ゆかり（国際医療福祉大学）
藤本優子（神戸市看護大学）
石井美由紀（京都橘大学）
魚崎須美（神戸常盤大学）
橋本文子（徳島文理大学）
鈴木美和（三育学院大学）
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委員会活動報告

教育課程委員会活動報告

教育課程委員会

I．はじめに

令和 2年には保健師助産師看護師指定規則（以下，
指定規則）の改正がなされた．当委員会では，この改
正に伴い，看護師教育課程における地域看護教育，保
健師教育課程における公衆衛生看護学教育について，
強化が必要な内容を検討し，それらの教育内容の充実
を図ることを目的に取り組んだ．具体的な活動内容を
報告する．

II．活動内容

1．保健師助産師看護師指定規則による看護師教育課

程において重視する地域看護教育内容の検討と周知

指定規則改正により，従来の「在宅看護論」が｢地
域・在宅看護論｣に名称が改正され，単位数も 2単位増
の「6単位」となった．地域で暮らす人々の理解とそ
こで行われる看護について学ぶこと，地域における多
様な場での実習や多職種連携に関する実習が促進され
ることを意図し改正されたものである．それに伴い，
当委員会は，次の 2点に取り組んだ．
（1）全国保健師教育機関協議会夏季研修において「看
護師教育における地域看護学に関する教育内容につい
て～「地域・在宅看護論」をどのように教授するのか
～」をテーマに研修会を実施した．
（2）看護師教育課程における地域看護教育の工夫に
ついて会員校調査を行い，新カリキュラムにおける地
域看護の講義・実習の方法を示す報告書を作成した．
これはホームーページに公表するとともに，報告書冊
子を作成し配布予定である．

2．指定規則改正により重視する公衆衛生看護教育内

容に関する検討

指定規則改正に伴い強化すべき保健師教育内容を検
討し 6点を抽出し，会員校が実施している教育の工夫
についてWEB調査を行った．強化すべき内容は，①
疫学データおよび保健統計等を用いた地域のアセスメ
ントと課題の予防や防止に向けた支援を展開する能力，
②政策形成（施策化・事業化等）に関する能力，③地

域ケアシステムの構築に関する能力，④健康危機管理
に関する能力，⑤健康課題を有する対象者への継続的
な支援と社会資源の活用支援に関する能力，⑥公衆衛
生看護倫理に関する能力，である．調査結果から，こ
れらの能力を強化するための教育の工夫について抽出
し，具体的な教授方法例を示した．今後，ホームペー
ジで公表の予定である．

3．保健師教育評価指標の改正に向けた検討

2016年度に作成した保健師教育指標評価について，
今回の指定規則改正および「保健師に求められる実践
能力と卒業時の到達目標と到達度」の修正がなされた
ことにより，内容の見直しを行った．今年度中に会員
校調査による見直し項目の妥当性を検討し，次年度に
は保健師教育評価指標改正版を周知する予定である．

III．おわりに

指定規則改正により，看護師教育課程における地域
看護教育の充実および保健師教育の充実により，社会
が求める保健師の育成に向けた教育の強化が期待され
る．当委員会では，これらに寄与できる活動を推進し
ていきたい．

謝 辞

WEB調査にご協力いただきました会員校の皆さまに
感謝申し上げます．

担当：岩本里織（神戸市看護大学）
大木幸子（杏林大学）
入野了士（愛媛県立医療技術大学）
下山田鮎美（東北福祉大学）
滝澤寛子（京都看護大学大学院）
橋本文子（徳島文理大学）
波田弥生（神戸市看護大学）
平野美千代（北海道大学）
松原三智子（北海道科学大学）
佐伯和子（富山県立大学）
鈴木美和（三育学院大学）
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委員会活動報告

教育体制委員会活動報告

教育体制委員会

I．はじめに

令和 2年度は，大学院および大学専攻科を含む上乗

せ教育による指定規則に定める 28単位の読み替えなし

の課程を推進する活動を行うこと，保健師教育課程の

質を保証する評価基準の検証を行うことを委員会方針

として活動しました．

II．活動内容

1．上乗せ教育課程を推進する活動

令和 2年度現在，国立 5校，公立 3校，私立 6校の

14校が大学院修士課程での保健師教育を行っていま

す．指定規則の改正のタイミングで，令和 4年度入学

生より大学院もしくは大学専攻科での上乗せの保健師

教育を検討する教育機関も少なくないと考えました．

そこで，令和 2年度の上乗せ教育課程を推進する具体

的な活動として，以下の 3つの活動を行いました．

1つ目は，第 35回全国保健師教育機関協議会教員研

修会における分科会の開催です．令和元年度保健師基

礎教育検討委員会大学院カリキュラムモデル検討ワー

キングが「保健師教育における大学院カリキュラムモ

デル（全保教版 2020）」を令和 2年 6月に公表したこ

とを受け，まずは，その内容の周知を行いました．

分科会では，「保健師教育における大学院カリキュラ

ムモデル～作成の背景とカリキュラムの実際～」をテー

マとし，カリキュラムモデルの作成の背景，大学院で

の保健師教育において目指す姿およびその育成のため

のカリキュラムの実際を共有することを目的とし，3

名による話題提供と意見交換を行いました．例年の分

科会では，50名前後の参加となりますが，オンデマン

ドであったこともあり，240回の講演動画再生を得る

ことができました．

分科会の詳細については，本誌に『令和 2年度教育

体制委員会企画教員研修報告　保健師教育における大

学院カリキュラムモデル～作成の背景とカリキュラム

の実際～』として掲載しておりますので，ご覧ください．

2つ目は，「大学院化に向けたステップバイステップ

支援 Q&A集 2020」の作成です．2010年に全保教より

出された，保健師教育大学院化に向けたステップバイ

ステップ支援 Q&A集 2010の改訂版となります．

内容は，「Q1大学院での保健師教育の必要性とは何

でしょうか？」「Q2修了者の就職や社会的な評価は？」

「Q3大学院化の合意形成をどのように進めますか？」

「Q4学部で保健師国家試験受験資格取得ができなくな

ることを，保護者や学生にどのように説明しますか？」

「Q5大学院化する場合の文部科学省への申請の手順を

教えてください．」「Q6修士課程で保健師教育をする場

合，教員は何人必要ですか？」「Q7大学院保健師養成

課程の独自性はどのように出しますか？」「Q8大学院

では，2022年度からの新カリキュラムをどのように運

用しますか？」「Q9実習時期は，いつが適切でしょう

か．」「受験生確保の工夫は？」「保健師養成を大学院化

すると，学部の受験生が減りませんか？」「Q10入学を

希望するのは，どのような学生でしょうか？」「Q11院

生の経済的負担の軽減対策はありますか？」「Q12大学

院化に向け，教員はどのような自己研鑽を積むとよい

でしょうか？」の 12の問いに答えるものです．

本会のホームページに掲載しておりますので，ぜひ，

ご覧ください．

3つ目は，「大学院化を予定している会員校の意見交

換会」の開催です．1つ目の活動である分科会におい

て，多くの視聴をいただき関心の高さがうかがえまし

た．また，分科会のアンケート結果より，大学院化に

向けて課題と感じている内容が少なからずあること，

大学院化に向けてさらに知りたい内容があることがわ

かりました．従来の対面の研修会であれば，質疑応答

や終了後の交流が図れますが，オンデマンドの研修会

であったためにそれらの機会を設けることができず，

交流の場の設定が望ましいと考え実施しました．

大学院化といった共通の目標のある会員校の教員同

士が気軽に交流しながら意見交換でき，それぞれの状

況や工夫を共有できる場として Zoomで開催し，12校

の参加を得ました．

意見交換会の詳細については，本誌に『令和 2年度
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教育体制委員会企画　大学院化を予定している会員校

の意見交換会』として掲載しておりますので，ご覧く

ださい．

令和 3年度も上乗せ教育課程を推進する活動を継続

したいと考えています．

2．保健師教育課程の質を保証する評価基準の検証

会員校が保健師教育課程の質を保証する評価基準を

もとに教育体制を整備するための自己点検評価を行う

ことで，それぞれの個性や特色を発揮しつつ主体的な

教育研究活動が展開できることを目的として作成した，

保健師教育課程の質を保証する評価基準を「保健師教

育」の創刊号に事業報告として掲載するとともに平成

29年度総会にて公表しました．

令和 2年度は，「保健師教育課程の質を保証する評価

基準」をよりよいものにするための活動として，令和

元年度の東海，近畿北ブロック，北陸，近畿南ブロッ

ク合同研修会に引き続き，北海道，東北ブロックおよ

び九州ブロックの研修会において研修を行いました．

「保健師教育をよりよくするための評価基準について考

える」にて「教育機関における評価」，「保健師教育課

程の質を保証する評価基準」について情報提供を行い，

グループワーク「保健師教育課程の質を適正に評価す

るための基準の検討」でそれぞれ 12のうち 4つの評価

基準の検討を行いました．

令和 3年度は，これらの研修会での会員校の皆様か

らの貴重なご意見をもとに「保健師教育課程の質を保

証する評価基準」の見直しを行いたいと考えています．

III．おわりに

将来計画委員会を引き継ぐかたちで平成 28年度よ

り発足した教育体制委員会は 5年目の活動を終えるこ

とができました．その間の教育体制の実態の調査や保

健師教育課程の質を保証する評価基準に関する会員校

調査，教員研修会の分科会等では，会員校の皆様の貴

重なご意見をいただきありがとうございました．それ

らをもとに，今後も保健師教育の教育体制の充実に向

け活動してまいりたいと思います．引き続き，ご意見

をいただけますようよろしくお願いいたします．

担当：和泉京子（武庫川女子大学大学院）
臺　有桂（国際医療福祉大学大学院）
西出りつ子（三重大学）
佐藤千賀子（秋田県立衛生看護学院）
松井菜摘（武庫川女子大学大学院）
松尾和枝（福岡女学院看護大学）
渡井いずみ（浜松医科大学）
土井有羽子（千里金蘭大学）
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委員会活動報告

国家試験委員会の活動～保健師国家試験の質向上を目指して～

国家試験委員会

I．はじめに

国家試験委員会は例年実施する保健師国家試験の全

問調査と環境調査に加えて，令和 2年度は，昨年度実

施した「保健師国家試験出題基準見直しに関する調査

結果」に基づいて要望書を作成し，厚生労働省に提出

した．また昨年度，厚生労働省から本協議会が受託し

た「保健師助産師看護師国家試験評価改善事業」報告

書の提出に携わった．

II．活動結果

1．保健師国家試験全問調査・環境調査の実施

全問調査は，厚労省医道審議会保助看分科会 K・V

部会が開催される 3月第 1週までに本協議会意見書を

間に合わせる必要性から，例年，会員校の皆様に日程

的に厳しい中で協力いただいている．参加率はこれま

で漸増傾向であったところ，令和元年度は 35.1%と前

年度より 22.8%も低下した（図参照）．調査への協力に

応え，今後の参加率向上も目指すため，令和元年度か

ら厚生労働省への要望書と合わせて「全保教正答・タ

キソノミー分類」「タキソノミー分類割合」及び「第

106回保健師国家試験環境調査結果」を会員専用ペー

ジに 2月中にはアップする等，成果還元の早期化を図っ

ている．

全問調査に寄せられた意見は根拠となる文献を確認

するなど精査をするため，委員会は 3日間集中した討

議の場となり，委員全員の集中力・分析力・体力が勝

負であり，また国家試験問題作問スキルを伝承する場

でもある．平成 30年度から新たな試みとして，委員以

外で問題のブラッシュアップに関心がおありの先生に

参加いただいている．今後も興味関心のある先生方に，

国家試験作問及び作問におけるブラッシュアップのス

キルを会得する機会として活用いただきたいと考えて

いる．

2．国家試験出題基準見直しに関する調査

今年度，厚生労働省で保健師国家試験出題基準の見

直しが行われる．その検討開始に間に合わせるため，

昨年度末に会員校の皆様に調査を依頼した．解答状況

は 40校（18.5%）であったが，具体的な内容を提示し

た要望書として厚生労働省看護課に提出できた．

3．厚労省委託事業評価検討への協力

令和元年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業

「保健師の資質向上及び確保に向けた調査・分析事業」

報告書として，会長により提出された．本報告書は令

和 2年 11月 2日開催の医道審議会保助看分科会の資

料として活用された．

III．おわりに

令和 3年度も保健師国家試験に関する評価や情報発

信を積極的に行いたいと考えている．国家試験問題内

容調査は会員校のご参加なくしては成立しない．会員

校の皆様方のご理解とご協力に心から感謝申し上げ，

今後も引き続きご協力を願い申し上げたい．

担当：坪川トモ子（新潟青陵大学看護学部）
板垣昭代（獨協医科大学看護学部）
大谷喜美江（日本赤十字豊田看護大学）
大西真由美（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
齋藤公彦（福山平成大学看護学部）
播本雅津子（名寄市立大学保健福祉学部）

図 保健師国家試験全問調査 参加状況の推移
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委員会活動報告

広報・国際委員会活動報告

広報・国際委員会

I．はじめに

国内外に向けて，本協議会の目的や事業内容および

保健師教育に関連する情報をホームページやメール等

を通じてタイムリーに周知し，本協議会の活性化を図

ることを委員会方針として活動した．

今年度は，新型コロナウイルス感染症拡大が保健師

教育にも大きな影響を及ぼし，2020年 3月 23日に「新

型コロナウイルス関連情報共有サイト」をトップペー

ジに設置し，迅速で柔軟な対応を迫られた 1年であっ

た．コロナ禍において，タイムリーにホームページを

更新しながら一斉メール配信を行い，情報共有に努め

た．

II．活動内容

1．ホームページによる情報発信

2018年度にリニューアルして開設したホームページ

（英語版含む）を改修しながら，良質なコンテンツをタ

イムリーに公開した．コロナ禍，各委員会と連携して

情報共有に努め，Topページのバナーを有効に活用し

た．以下に今年度のトピックスを示すが，詳細はホー

ムページ（http://www.zenhokyo.jp/）の「更新情報」で

確認してほしい．

・当協議会に［会貢献・社会的取り組み］のページ

を作成

・その他の情報に［新型コロナウイルス関連情報共

有サイト］のページを設け，様々な参考資料を掲載

・Topページに［「感染症法改正に関する声明」つい

て］を設置

・保健師募集情報への掲示依頼が増加し対応

・研修委員会と連携し，講演のオンデマンド配信を

実施

2．メールマガジン等の配信

メールマガジンの配信は 51号～54号の 4回，会員

校に個別一斉メールの配信は 65回であった．今年度も

メールマガジンの配信回数は少なく，一斉メールの配

信回数は増加し続けている．

3．関連学会誌へ広告の掲載

昨年度と同様に，第 9回日本公衆衛生看護学会学術

集会のポケットプログラムと講演集に広告を掲載した．

今後は，公衆衛生関連学会等で全保教の活動内容や成

果の普及を図る．

III．おわりに

Withコロナでホームページの重要性は高まり，イン

ターネットを活用した情報収集をする機会は増えてい

る．会員校を結ぶ役割が果たせるホームページである

よう，引き続き効果を高めていくために検証・改善し

ていきたい．

謝 辞

メールマガジンやメール，ホームページの記事を提

供くださいました皆様に，厚くお礼申しあげます．

担当：吾郷美奈恵（島根県立大学看護栄養学部看護学科）
安藤智子（千葉科学大学看護学部看護学科）
吉川悦子（日本赤十字看護大学看護学部）
小田美紀子（島根県立大学看護栄養学部看護学科）
神庭純子（西武文理大学看護学部）
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委員会活動報告

編集委員会活動報告

編集委員会

I．はじめに

全国保健師教育機関協議会誌「保健師教育」（以下，

機関誌とする）は，全国の保健師教育機関の交流や情

報交換を支援し，保健師教育に貢献する事を目的に年

1巻発行されている．編集委員会は機関誌の企画，編

集作業等，その発行と公開に関わる業務を行っている．

II．活動結果

1．主な活動内容（2021 年 2 月 8 日現在）

1）企画立案・原稿の依頼・査読

第 5巻の内容の企画立案を行い，原稿の募集，執筆

依頼を行った．投稿論文は研究 2本，活動報告 2本が

投稿され，その査読を進めている．

2）転載許諾の手続方法の調整

編集委員会に転載許可の依頼があったため，その手

続方法を検討し申請書を作成した．

3）査読者の決定

投稿論文の受理後スムーズに査読者が決定できる様，

締切前から査読委員の中から査読を依頼する可能性の

高い委員を選定し，予備的に指名した．

4）「『保健師教育』投稿から採用までの手続き」の修正

投稿された論文の審査を開始する時期の明示がなく

混乱を招いたため，「投稿原稿は随時受け付けるが，9

月 30日を締切りとし，その後審査を開始する．」とい

う一文を追記した．

2．機関誌（J-STAGE）へのアクセス分析

2020 年の論文全文へのアクセスは計 889 件（全文

PDFと全文 HTMLの計）あった．機関誌には外国から

のアクセスもあった（表 1）．最新の 4巻の論文にアク

セスが多かったが，それ以外でも自治体保健師のキャ

リアラダー，モデル・コア・カリキュラムに関する論

文にアクセスが多かった（表 2）．

III．今後に向けて

今後も機関誌の編集・発行業務のプロセスの検討・

改善を進めていく．今後も会員校の皆様には，各種記

事の執筆や論文の投稿，査読にご協力をお願いしたい．

謝 辞

ご多用の所，原稿をご執筆くださった皆様，査読委

員の皆様，編集作業のサポートをいただいた東北大学

大学院の岩本萌助手，中西印刷株式会社の野津真澄様

に深謝申し上げる．

担当：大森純子（東北大学大学院）
田口敦子（慶応義塾大学）
南部泰士（日本赤十字秋田看護大学）
小澤涼子（天使大学大学院）
今野浩之（山形県立保健医療大学）
藤﨑万裕（東北大学大学院）
松永篤志（東北大学大学院）
竹田香織（東北大学大学院）
中野久美子（東北大学大学院）

表 1 2020 年 1 月〜12 月のアクセス数

アクセス先 アクセス数

全文 PDF 598

全文 HTML 291

書誌事項の掲載ページ（日本語） 453

書誌事項の掲載ページ（英語） 127

表 2 2020 年 1 月〜12 月にアクセスが多かった 5 論文

巻 タイトル アクセス数*

1巻 自治体保健師のキャリアラダーと人材育
成体制の構築 102

4巻 保健師基礎教育の検討状況とこれから
の本協議会の活動について 98

3巻 公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリ
キュラム（2017）の教育実践への活用 67

4巻 看護師基礎教育課程における地域ケア
実習の教育評価 57

4巻 翌日から保健師が使える統計学を伝授
する 50

*アクセス数は全文 PDFと全文 HTMLの合計で計算
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委員会活動報告

40 周年記念事業運営委員会活動報告

40 周年記念事業運営委員会

I．はじめに

2020年 6月に開催予定であった 40周年記念事業は，

COVID-19対策を考慮して 1年延期のスケジュールで準

備を進めてまいりました．しかし，2020年 11月段階

においても感染症終息のめどが立たないことから，そ

の時点で祝賀会を中止することを決定いたしました．

さらに，2021年 1月の三役会において社員総会と記念

式典の進め方を検討した結果，記念式典の内容と方法

を変更する方針となりました．

II．活動結果

1．40 周年記念誌の編集と発刊

40 周年記念誌の編集作業の大半は完了しました．

2021年 3月の発刊と会員校への発送を目指していま

す．

2．記念式典の方法

記念式典は 6月 5日の定時社員総会開催日から一定

期間，全保教 HPで会員校へ向けて動画を配信するこ

ととします．プログラムは当初予定していた内容で準

備を進めますが，COVID-19の状況による内容や依頼先

の変更の可能性があります．

III．おわりに

40周年記念事業運営プロジェクトは特別プロジェク

トとして 2年間で任務を終えるはずでしたが，記念事

業の延期に伴い思いがけなく活動を継続しています．

2020年の 1月に延期を決定した頃は，1年後に多くの

会員校の先生方と共に祝賀会を祝うことを夢見ていま

した．しかし，今なお続く感染症の猛威の前には断念

する以外の選択肢はありませんでした．6月の記念式

典を無事に完了できるよう最後まで力を尽くしますの

で，ご協力の程宜しくお願い申しあげます．

担当：城島哲子（奈良県立医科大学）
坂東春美（奈良県立医科大学）
堀内沙央里（奈良県立医科大学）
小松雅代（奈良県立医科大学）
齋藤泰子（秀明大学）
神庭純子（西武文理大学）
澤井美奈子（湘南医療大学）
岸恵美子（東邦大学）
村嶋幸代（大分県立看護科学大学）
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ブロック活動報告

北海道，東北ブロック活動報告

I．はじめに

本ブロック会員校は，2021年 1月現在で北海道地区

12校，東北地区 17校，計 29校となるが，北海道・東

北の広範な地域にまたがり，会員校相互の情報共有，

課題共有が重要となることがブロックの特徴とも言え

る．2020年度は前年に引き続き理事 1名，地区活動を

推進するため各地区の委員 2名，及び会計担当委員の

6名で主な企画運営を行った．ブロック会議・研修会

の他，各地区活動を実施したが，2019年末に発生した

新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019，

以下 COVID-19）の影響は大きく，北海道，東北地区に

おいても活動形態はすべて，オンラインを用いた遠隔

会議・遠隔研修となった．以下，具体的活動内容につ

いて報告する．

II．活動内容

活動方針として「社会情勢や保健師教育の動向を踏

まえ，現状や課題を共有し，保健師教育の質の向上を

目指すための研修及び情報交換を行う．理事及びブロッ

ク委員を中心として，全国とブロック，各校間での情

報の共有，活動の協力に努める」を掲げ，地区活動及

びブロック活動を実施した．

1．ブロック会議及び研修会

2020年度の開催当番校は旭川大学が務め，9月 4日

（金）に Zoomよるオンライン会議と研修会を実施し

た．会員校 29校中 26校，53名の参加があった．会議

では協議事項（情報交換）として，COVID-19の流行に

伴う講義演習実習等への影響と取り組み状況について，

また指定規則改正省令を受け，新カリキュラム科目「地

域包括ケアシステム」を教授する際の公衆衛生看護学

担当教員の関わり方等のテーマで，各校の取り組みや

具体的な状況の情報交換を行った．

研修会では全保教教育体制委員会の先生方を迎え，

「保健師教育の質の評価に関する研修」をオンラインで

行った．講師として教育体制委員長　和泉京子先生（武

庫川女子大学大学院）より「保健師教育の質を保証す

る評価基準」，西出りつ子先生（三重大学）より「教育

機関における評価」について講義をいただき，その後，

東北地区教育体制委員　佐藤千賀子先生（秋田県立衛

生看護学院）の進行で，Zoomブレイクアウトルーム

機能を活用したグループワークを実施した．ワークの

実践テーマは，「保健師教育の質を保証する評価基準」

の見直しと検討である．さらにファシリテータとして，

教育体制委員会副委員長　臺有佳先生（国際医療福祉

大学大学院），松尾和枝先生（福岡女学院看護大学），

渡井いずみ先生（浜松医科大学），松井菜摘先生（武庫

川女子大学大学院）も全国各地から研修会に参加いた

だき，非常に多彩で有意義な研修会となった．参加者

からは，オンラインであっても活発な話し合いをする

ことができた，ファシリテータもいて，学びの多い研

修会であった，しかし，まだ保健師教育の質の評価は

これからであるということがわかった，など貴重な感

想が寄せられていた．

2．北海道地区の活動

北海道地区は，年 3回の地区会議を開催し，保健師

教育に関する課題の共有，研修，加入校同士の情報交

換に努めている．しかしコロナ禍で始まった 2020年度

は，5月に国の緊急事態宣言が発令されたこともあり，

地区会議自体開催が危ぶまれる状況にあった．その中

で第 1回地区会議が札幌市立大学主催で 2020（令和 2）

年 7月 4日（土）にオンラインで開催された．オンラ

インによる遠隔会議は地区活動内で初めての試みであ

り開催まで当番大学の入念な準備があり，全道 12校の

会員校は無事に全校参加することができた．会議内で

は理事会報告と各校の講義・実習状況，新カリキュラ

ムにおける情報交換等がなされた．第 2回地区会議は，

旭川大学主催で 2020（令和 2）年 12月 18日（金）に

オンラインで開催した．理事会報告及び来年度の活動

計画，また大学専攻科など上乗せ教育についての情報

共有を実施した．残念ながら例年第 2回会議に合わせ

て共催していた北海道保健師関係団体連絡会研修会は

感染症拡大防止の観点から中止となった．次いで第 3

回地区会議及び研修会は 2021（令和 3）年 3月 22日
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（月）にオンラインで実施した．内容は理事会報告・次

年度活動計画についてその他情報共有などである．ま

たオンライン研修として，北海道・東北ブロック国家

試験対策委員　播本雅津子先生（名寄市立大学）を講

師に，「保健師国家試験対策の充実に向けて」の研修会

を行った．オンライン研修のメリットを生かし，北海

道ブロック外の国家試験委員会の先生方にも参加いた

だき国家試験についてお話を伺う貴重な機会となった．

国家試験作問演習につなげていきたい．

3．東北地区の活動

東北地区は年 2回の会議及び研修会を企画してい

る．しかし今年度コロナ禍の影響，遠隔会議環境調整

等のため，やむなく 12月の会議及び研修会は中止し

た．しかし，2021（令和 3）年 2月 15日（月）に第 1

回地区会議及び情報交換会を弘前医療福祉大学主催で

オンラインで実施した．2月 13日深夜に東北地区は福

島県沖地震震度 6に見舞われた．あけて 14日は看護師

国家試験であり，不安も募ったが，看護師国家試験は

2時間遅れで施行され，また 15日の地区会議及び研修

会は特に支障なく開催された．理事会報告，第 107回

国家試験問題の内容をグループで検討，さらに新カリ

キュラムについて等会員校同士の情報交換を活発に行

い，また次年度についての計画共有なども話し合われ

た．幸いにして会員校からの地震による大きな被害報

告はなかった．さらに，2022年度からの新理事の紹介

もなされ盛況のうちに終えることができた．

4．COVID-19 感染拡大予防に関する対策

2019（令和元）年年末に中国武漢から発生が確認さ

れたとする COVID-19は，2020年にはWHOが「国際的

に懸念される公衆衛生上の緊急事態」と宣言するパン

デミックとなった．

本ブロックでは，特に北海道地区は 2020年度早期か

ら COVID-19感染者が増加し，道内各地でクラスター

が発生するなど，医療状況や保健所業務もひっ迫する

惨事となった．全国や厚生労働省から北海道へ専門家・

保健師などの派遣協力があり，年末には荒木田美香子

先生（川崎市立看護短期大学），春山早苗先生（自治医

科大学）等も北海道まで応援に見えて大変勇気づけら

れた．また，全保教加盟校である北海道の教員も，全

道各地で保健所業務の協力要請に応じ，現在も感染拡

大予防に関する業務（積極的疫学調査等）に協力実施

している状況にある．

III．おわりに

激動の 1年であった．COVID-19の収束もなかなか予

測できず，まだ国内外の社会情勢・世界情勢も変動と

混乱から免れていない．しかし，このような時だから

こそ全国保健師教育機関協議会の活動方針を守り抜

き，ブロック内外会員校の皆で協力し合い，今後の活

動も継続していくことに意義があると考える．

IV．謝 辞

全国各地で感染拡大が抑制されず御多忙の中を，道

内医療機関や保健所業務等に応援協力に来ていただき

ました関係職員の皆様，コロナ感染対策における緊急

報告会を開催いただきました厚生労働省加藤紀子室長

及び全国保健師教育機関協議会岸恵美子会長はじめ理

事・事務局の皆様，この場を借りて厚く御礼申し上げ

ます．

担当：工藤禎子（北海道医療大学）
羽原美奈子（旭川大学）
喜多歳子（札幌市立大学）
戸沼由紀（弘前医療福祉大学）
大友美恵（東北文化学園大学）
工藤さつき（旭川大学）
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ブロック活動報告

南関東，北関東，甲信越ブロック活動報告

I．はじめに

関東，甲信越ブロックは会員校数の増加に伴い，2017

（平成 29）年度から南関東ブロック（東京，千葉，神

奈川）と北関東，甲信越ブロック（埼玉，栃木，群馬，

茨城，山梨，長野，新潟）の 2ブロックの構成となっ

た．2020年 12月現在の会員校数は，南関東ブロック

は亀田医療大学，東都大学が加わり 41校，北関東，甲

信越ブロックは 26校である．2ブロックが協働して運

営することにより，これまでのブロック活動の継続性

や会員相互の情報共有が図られている．

II．活動内容

2020（令和 2）年度のブロックの活動目標は，保健

師教育向上のための情報交換，各種委員会への協力，

であった．ブロック理事，委員は原則 2年ごとの交代

制である．今年度は両ブロックとも理事，委員が 2年

目で，ブロック運営に多少なりとも慣れてきたことも

あり円滑に進められた．ブロック会議及び研究会は

COVID-19感染への対応のため，2回いずれもオンライ

ンで開催した．第 1回は南関東ブロック，第 2回は北

関東，甲信越ブロックが主催し協働運営の体制を整え

ている．

第 1回ブロック会議及び研究会は，令和 2年 9月 15

日（火），昭和大学鈴木浩子先生の進行で開催し 48校

約 90名の参加があった．ブロック会議では昨年度のブ

ロック活動及び決算報告，今年度の活動計画及び予算

報告が行われた．理事会報告として COVID-19関連に

ついて情報共有をした．研究会は「COVID-19を想定し

た新しい保健師教育の実践例」として 3校の先生方に

実習などについての取り組みを報告していただき，そ

のあとグループに分かれ意見交換をした．

第 2回は令和 3年 1月 26日（火），筑波大学の大宮

朋子先生の進行で開催し 40校 88名の参加があった．

会議では理事会報告，次年度の総会，40周年記念式

典，次期理事，令和 3年度の活動計画案，予算案の確

認が行われた．研究会は筑波大学の土井隆義先生から

「若者たちの同調圧力」と題し，生きづらさを感じてい

る若者の特徴についての講演，現場からはつくば市の

小野村順子統括保健師より，現場で起きている人材育

成上の課題について講演があった．

III．ま と め

2ブロック制になり 4年目になるが，ブロック合同

の会議や研究会運営は効率が図られ有効と考える．今

後もこの体制で活動の活性化を図っていきたい．

担当：板垣昭代（獨協医科大学）
安藤智子（千葉科学大学）
大宮朋子（筑波大学）
鈴木浩子（昭和大学）
会沢紀子（獨協医科大学）
斎藤照代（国際医療福祉大学）
北岡英子（神奈川県立保健福祉大学）
白谷佳恵（横浜市立大学）
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ブロック活動報告

東海，近畿北ブロック，北陸，近畿南ブロック合同活動報告

I．はじめに

「東海，近畿北ブロック」と「北陸，近畿南ブロッ

ク」は，2017年度全国保健師教育機関協議会（以下，

全保教と記す）のブロック再編により従来の「東海，

北陸，近畿ブロック」が分かれた経緯はあるが，地理

的利便性や従来からの一体的ブロック運営の利点を継

承しながら，現在も近畿合同ブロックとして協働しな

がら活動している．

2020年度定例総会以降，これまで全保教研修委員会

が企画から運営まで担ってきた夏季教員研修会（以下，

教員研修会と記す）をブロックが輪番制で研修委員会

と協同運営することになり，2020年度は「北陸，近畿

南ブロック」が担当ブロックに指名された．

近畿合同ブロックでは，例年，夏季と冬季にブロッ

ク研修会を開催している．ところが 2020年度はコロナ

禍の影響と，「第 35回全保教教員研修会」の開催時期

とも重なることから，「第 35回全保教教員研修会」へ

の積極的参加をブロックに呼びかけることで，2020年

度夏季合同ブロック研修会として位置づけることとし

た．冬季合同ブロック研修会は，コロナ禍におけるオ

ンライン研修開催に挑戦し，さらに近畿合同ブロック

を越えた全国会員校へも参加の機会を提供した．

II．活動結果

1．近畿合同ブロック夏季研修会（「第 35 回全保教教

員研修会」）

2020年度の「第 35回全保教教員研修会」は，コロ

ナ禍の影響を受け，集合型研修ではなく，web配信で

の開催となった．2020年度全保教総会までは本部研修

委員会が企画準備を進め，総会以降は北陸，近畿南ブ

ロックが引き継いだ．教員研修会の詳細内容について

は全国保健師教育機関協議会のホームページに掲載さ

れている．

【研修テーマ】

公衆衛生看護学のコアの継承と発展―指定規則改変

によるカリキュラムを考える―

【配信日時】

〔第 1部 8月研修〕

2020年 8月 28日（金）～9月 3日（木）

〔第 1部 8月研修の再配信〕

2020年 10月 5日（月）～10月 18日（日）

〔第 2部 10月研修〕

2020年 10月 5日（月）～10月 18日（日）

【方　法】会員校限定の録画配信

【参加費および研修費】無料（申込み不要）

【参加状況（アンケート集計結果より）】

1）講演動画再生回数

表 1 講演動画再生回数

部 内容 再生回数

第 1部
第一分科会

講演 1 481

講演 2 272

講演 3 236

第二分科会 講演・ディスカッション 240

第 2部 講演 196

研修委員会企画 171

2）アンケート結果

（1）アンケート回答数

第 1部共通アンケート　49件（第一分科会　46件，

第二分科会　33件）

第 2部共通アンケート　38件

（2）アンケート内容

①第 1部配信

参加者の所属は“大学”（83.7%）が最も多く，次いで

“統合カリキュラム”が多かった．また，回答者のすべ

てが“会員校”であった．

参加満足度については，“とても満足した”が最も多

く（64.9%），“満足した”（30.6%）を合わせて参加者の

ほとんどが満足したと回答した．

Web配信での研修会については，“適当”（95.9%）が

ほとんどであったが，“どちらともいえない”（4.1%）も

少数あった．

意見や感想の自由記述では，「新カリキュラムの検討

中で悩んでいるところで，他大学の先生方の取り組み

が大変参考になった」「カリキュラム改正において強化

されるべき点を再確認できた」等の意見・感想が多く
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得られた．

②第 2部配信

参加者の所属は第 1部と同様に“大学”（89.5%）が最

も多かった．また，参加者のすべてが“会員校”であった．

参加満足度については，“とても満足した”（68.4%），

“満足した”（31.6%）を合わせ，すべての参加者が満足

したと回答した．

意見や感想の自由記述では，「研究のことについて学

ぶ機会となった」「保健師のコアを改めて考えることが

できた」「平野先生の保健師活動の説明でとてもすっき

りした」「混合研究法について詳しく学ぶことができ，

今後，自身の研究にも取り入れていきたいと思った」

等の意見・感想が得られた．また研修会の企画につい

ては，「講演を直接お聞きしたかった」と，集合型研修

を望む意見がある一方，「コロナ禍が落ち着いても web

研修を企画してほしい」「集合型研修には本務の都合で

参加できないことが多かったので，web研修は大変あ

りがたかった」という意見や，「集合型研修と web研

修の両方を取り入れてもらえると参加がしやすい」と

いう希望もあった．

2．近畿合同ブロック冬季研修会

【研修テーマ】カリキュラム改正に関する情報交換会

―質の高い教育を目指して―

【開催日時・方法】令和 2年 12月 26日（土）14時

00分～16時 30分（オンライン開催／ブロック委員 6

名と Zoom専任スタッフ 3名により運営）

【申し込み・参加状況】申し込み 44校 97名（うち両

ブロック以外の会員校 10校 23名），当日参加 81名（※

企画経緯と結果：メールマガジンに報告）

III．ま と め

2020年度は，これまで全保教研修委員会が企画から

運営までのすべてを担っていた夏季教員研修会の運営

部分をブロックが引き継ぐことになって初めての年度

であった．全保教研修委員会の協力も得ながら試行錯

誤ではあったが，近畿合同ブロックにとってこの経験

は，両ブロックの連携・協力の強化につながったと考

える．また，冬季合同研修会はコロナ禍でのオンライ

ン開催という，ブロック委員にとっては挑戦的企画研

修であった．これまで培ってきた両ブロックの関係性

が礎となって開催に至った研修会であった．

これからも東海，近畿北ブロックと北陸，近畿南ブ

ロックのそれぞれの持ち味を生かしながら協力関係を

より強固なものとし，さらなるブロック活動の発展を

目指したい．

担当：魚崎須美（神戸常磐大学）
西出りつ子（三重大学）
大塚敏子（椙山女学園大学）
安孫子尚子（聖泉大学）
平尾恭子（関西医療大学）
後藤広恵（梅花女子大学）
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ブロック活動報告

中国，四国ブロック活動報告

I．はじめに

今年度は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響により，ブロック会議や研究会の開催はすべてオ

ンラインに変更された．例年とは異なる準備や対応が

求められたが，ブロック委員および会員校と協力しあ

い，会員校相互の情報共有や保健師教育における現状

と課題の共有を行うことができた．

II．活動結果

1．定例会議・臨時会議について

定例会議は令和 2年 9月 26日（土）に開催し，参加

者は 18校 36名であった．理事会報告，令和元年度活

動報告および会計報告，令和 2年度活動計画及び予算

報告を行った．

臨時会議は令和 3年 1月 23日（土）に開催し，参加

者は 17校 38名であった．理事会報告，令和 3 年度ブ

ロック活動計画案及び予算案について説明した．

2．第 1 回研究会・第 2 回研究会について

第 1回研究会は定例会議後に開催し，テーマは「指

定規則改正後のカリキュラムについて」であった．全

保教会長の岸恵美子先生（東邦大学教授）に，指定規

則改正後の保健師教育に関する課題とこれからの全保

教の活動について講演していただいた．事前に作成し

た情報交換シート「新カリキュラムの進捗状況と共有

したい課題等」をもとに各校の情報交換を行った．

第 2回研究会は臨時会議後に開催し，テーマは「指

定規則改正後の保健師教育において重視する教育内

容」で，教育課程委員会委員長の岩本里織先生（神戸

市看護大学教授）に，強化が目指される政策形成過程

に関する教育内容などを具体的に解説していただいた．

会員校の関心が高いテーマを取り上げ，時間の制約は

ありながらも，活発な意見交換ができたことに加え，

各校の状況を知る機会にもなり，今後の教育活動へ活

かす示唆が得られた．

III．ま と め

今年度は未加入校に対して研究会参加への働きかけ

はできなかったが，会場費等の諸経費が削減できたり，

1校あたり複数名の参加が可能になったり等，オンラ

イン開催ならではのメリットも得られた．次年度はブ

ロック理事およびブロック委員が全員交代となるが，

オンラインのメリットを取り入れながら，ブロック内

の交流促進や情報交換の機会の充実を図るなど，今後

も活発な活動を期待したい．

担当：橋本文子（徳島文理大学）
落合のり子（島根県立大学）
時長美希（高知県立大学）
芳我ちより（前岡山大学）
森永裕美子（前香川大学）
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ブロック活動報告

九州ブロック活動報告

I．はじめに

コロナ禍の一年は新たな公衆衛生の課題への対応に

戸惑いの連続であった．その中で全国保健師教育連絡

協議会（以下「全保教」）から提供される最新の情報や

対応方法等の情報に支えられる一年でもあった．九州

ブロック（以下「九ブロ」）の活動は，例年，夏冬 2回

開催していたが，今年は，やむなく冬のみ Zoomでの

開催となった．また，全保教の教育体制委員会（以下

「委員会」）の活動の一端としての意見交換会という，

開催方法も内容もすべてが初めてのスタイルでの開催

ではあったが，とても有意義な活動となったので以下

に報告する．

II．活動結果

研修会は，2020年 12月 19日（土曜日）に開催し，

九ブロ加盟校 24校中，22校 50名の参加を得た．午前

は定例会，午後は，「保健師教育における認証評価の評

価基準」についての検討会を開催した．

1．定例会

定例会では，令和元年度の活動報告，令和 2年度活

動計画，九ブロ運営マニュアルの検討，理事会報告等

を行い，後半は，コロナ禍での実習の受け入れ状況と

課題，教育での工夫等の報告や情報交換会を行った．

2．研修会

研修会は，冒頭，委員会長の和泉先生からの講演「教

育機関における評価」，続いて，同委員の西出先生から

の「保健師教育課程の質を保証する評価基準」の講演

をいただき，「保健師の認証評価」検討の背景や狙い，

活動の進捗状況，今回のグループワークの狙い等につ

いての説明を受けた．引き続き，3～4人のグループ

で，「保健師の認証評価」項目の中の 4項目，「学生の

受入」，「学習評価」，「施設・整備及び学生支援」，「教

育の内部質保証」の各 1項目について，約 1時間の熱

心な検討を行った．この体験を通して，評価項目で使

われている用語の理解や解釈，そして評価基準が評価

者によって個々に大きく異なること等の現状や課題が

明らかになった．

III．ま と め

グループワークでは，全保教の保健師の質を担保す

るための委員会活動の一端を担うことで，自分たちの

教育を振り返る機会にもなったと，参加者からは高評

価を得た．改めて，加入校の教員一人一人がその活動

に参画することこそが，保健師教育の質の担保につな

がると実感する機会となった．

謝 辞

最後に，幹事校の活水女子大学の先生並びに事務の

方々の用意周到な準備と運営に感謝をするとともに，

お忙しい中，その準備段階から研修の協力をしてくだ

さった全保教の教育体制委員会のメンバーの方々に心

から感謝いたします．

担当：松尾和枝（福岡女学院看護大学）
中村寿子（活水女子大学）
中尾八重子（長崎県立大学）
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事業報告

令和 2 年度事業報告
総会，理事会，三役会，アクションプラン

I．はじめに

2020（令和 2）年度に実施した総会（1回），理事会

（5回），三役会議（5回），拡大三役会議（2回），アク

ションプランの報告を行う．

II．活動結果

1．総会　2020 年 6 月 6 日（土）日本教育会館　一ツ

橋ホールにて開催

1）決議事項

（1）2020年度役員選任の承認について

（2）2019年度決算報告および監査報告の承認につ

いて

上記について協議し，承認された．

2）報告事項

（1）2019年度事業報告

（2）2020年度事業計画･収支予算書について

2．理事会

1）第 1 回　2020 年 5 月 9 日（土）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：2019年度事業報告・決算・監査報告，

総会資料，役員の業務と役割，各種研修の運用，

入退会（入会 4校，退会 1校），保健師助産師看護

師国家試験評価改善事業 保健師の資質向上及び

確保に向けた調査・分析事業報告

・報告事項：2020年度定時社員総会，各委員会から

の報告，自民党・厚労省・文科省へ要望書の提出，

活動の手引き，実習の代替授業に関する情報集約

のための会員校への配信・掲示板の利用について，

その他

2）第 2 回　2020 年 6 月 8 日（月）メール審議（みな

し決議による理事会）にて開催

・審議事項：副会長の選定，協議会誌企画案

3）第 3 回　2020 年 8 月 28 日（金）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：2021年度アクションプラン，中期計

画，規程の改正，次年度研修の日程，40周年記念

事業記念誌発刊時期の変更，入退会（入会 1校，

賛助会員 1名），推薦委員会設置，広報，その他

・報告事項：2021年度行事，各委員会・ブロック活

動の進捗状況，「活動の手引き」の修正，Nursing

Nowキャンペーンについて，日本保健師連絡協議

会報告

4）第 4 回　2020 年 11 月 15 日（日）オンライン

（Zoom）にて開催

・審議事項：中期計画，2021年度アクションプラ

ン，2021年度事業計画，2021年度総会および講演

会，40周年記念事業，2021年度研修，教育体制委

員会企画案，保健師国家試験内容調査及び環境調

査，2020年度収支補正予算，COVID-19に伴う公衆

衛生看護学実習に関する調査，入退会（入会 1校），

東京事務所移転

・報告事項：2021年度行事，各委員会・ブロック活

動の進捗状況，国家試験制度改善部会報告，推薦

委員会，会計関連，庶務関連，Nursing Nowキャ

ンペーン，役員任期，その他

5）第 5 回　2021 年 3 月 13 日（土）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：2021年度以降の組織体制， 2021年度法

人事業計画・収支予算書，2021年度活動計画書・

予算書，2021年度新役員候補者，総会，研修，庶

務・会計関連，その他

・報告事項：各委員会・ブロック活動の進捗状況，

庶務関連，総会・40周年記念式典の進捗状況，そ

の他

6）2021 年 1 月 24 日（日）

・メールにて「感染症法の改正に関する緊急声明」

についての審議

3．三役会報告

1）第 1 回　2020 年 4 月 25 日（土）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：2019年度予算対比正味財産増減計画書
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（案），2020年度収支予算書，総会運営，研修，庶

務関連，調査委託への対応，次回理事会議題

・報告事項：自民党への要望書提出，日本保健師連

絡協議会予定，COVID-19拡大防止に関わる教育機

関の現況，その他

2）第 2 回　2020 年 7 月 25 日（土）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：新中期計画と 2021年度アクションプラ

ン，庶務関連，会計関連，規程の改正，活動の手

引き，次回理事会議題

・報告事項：各委員会の進捗状況，日本保健師連絡

協議会，2021年度研修

3）第 3 回　2020 年 11 月 3 日（火）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：中期計画と 2021年度アクションプラ

ン，2021年度事業計画案，2021年度総会・40周年

記念式典運営案，会計関連，庶務関連，推薦委員

会，次回理事会議題

・報告事項：各委員会の進捗状況，研修，日本保健

師連絡協議会幹事会報告，公衆衛生看護学実習に

関わる調査，Nursing Nowキャンペーン

4）第 4 回　2021 年 1 月 11 日（月）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：2021年度組織体制，2021年度総会・記

念式典，予算の有効な使途，推薦委員会

・報告事項：各委員会の進捗状況，COVID-19保健所

支援に関わる緊急報告会，40周年記念誌，庶務関

連，Nursing Nowキャンペーン，その他

5）第 5 回　2021 年 2 月 20 日（土）オンライン（Zoom）

にて開催

・審議事項：2021年度新役員候補者，2021年度総

会・40周年記念式典案，会計関連，次回理事会議題

・報告事項：各委員会の進捗状況，庶務関連，その他

4．拡大三役会議

1）拡大三役会議（委員会）2020 年 7 月 25 日（土）

オンライン（Zoom）にて開催

・アクションプランに基づく各委員会の 2020年度活

動計画，委員会間の調整，COVID-19下での活動に

ついて

2）拡大三役会議（ブロック）2020 年 7 月 25 日（土）

オンライン（Zoom）にて開催

・各ブロック活動の情報交換や課題の共有，COVID-19

下での活動について

5．アクションプラン報告

別紙アクションプランを参照．

担当：神庭純子（西武文理大学）
澤井美奈子（湘南医療大学）
矢島正榮（群馬パース大学）

事業報告
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一般社団法人全国保健師教育機関協議会 アクションプラン 2020

【スローガン】

公衆衛生看護学をコアとする保健師教育の充実と

教員の質向上を図り、さらに上乗せ教育を目指そう！

Ⅰ．基本方針

「全国の保健師教育機関の発展と、保健師教育の充実を図り、公衆衛生の向上に寄与する」という本法人の

目的に添い、国の動向を踏まえながら、保健師教育課程や教育体制の検討、教育成果の検証、教員の資質向

上、国家試験問題の質向上による保健師免許の質の確保に向けて活動を行います。また、看護師教育の充実

と保健師教育の上乗せに向けた活動を推進します。

本法人は、2020（令和2）年度に設立40周年を迎えます。これまでの活動実績を基盤として、より充実した保

健師教育へのニーズに応えるため、研修委員会、教育課程委員会、教育体制委員会、国家試験委員会は、関

係団体と連携しながら、公衆衛生看護学の探求とその体系化に向けて活動を推進します。教員のキャリアラダ

ーに基づく体系的な研修をより充実させ、地域の課題に対応したきめ細かなブロック活動を推進し、中期計画の

もとに、活動を推進していきます。加えて、会員校のニーズに応える、より充実した活動に取り組み、効率的・効

果的な組織運営のもとで、公衆衛生看護学の発展とともに保健師教育の充実を図ります。さらに、情報化の進

展やグローバル化による社会の変化に対応して、より迅速に会員校の課題に対応できるよう、広報・国際委員

会を強化し、編集委員会を中心に協議会誌「保健師教育」を発行し、国内のみならず国際的にも情報発信を推進

します。

Ⅱ．委員会方針

1. 研修委員会

・公衆衛生看護学を教授する教員の研修会の企画・実施・評価を行う。

・評価を実施し、ブロックとの協働により教員のキャリアラダーに基づいた研修の充実を図る。

2. 教育課程委員会

・親子保健活動における公衆衛生看護学の技術の体系化と教育方法について検討結果を公表・周知する。

・看護師教育における地域看護学教育に関する検討結果について周知する。

・保健師教育評価指標の改正を行う。

3. 教育体制委員会

・大学院及び大学専攻科を含む上乗せ教育による、実践力のある保健師を育成する教育課程推進策を練る。

・保健師教育課程の質を保証する評価基準を検証する。

4. 国家試験委員会

・第107回国家試験問題や受験環境に関する調査を行い、意見書を厚生労働省に提出する。

・出題基準見直し等に関する調査結果に基づき、意見書を厚生労働省に提出する。

5. 広報・国際委員会

・ホームページ（英語版HPを含む）について評価し、効果的に活用する。

・メールマガジンで会員の情報共有を推進する。

・ロゴマークの普及や活動の広報を通じて、新規会員の獲得を推進する。

6. 編集委員会

・電子ジャーナル第4巻を発行し、公開する。

・円滑な査読体制を構築し、運営する。

7. 40周年記念事業運営委員会

・40周年記念誌を発刊し会員校と関係者に送付する。

Ⅲ．ブロック活動方針

・社会情勢や保健師教育の動向を踏まえ、現状や課題を共有し、保健師教育の質の向上を目指すための研

修及び情報交換を行う。さらに、全国とブロック、各校間での情報の共有、活動の協力に努める。
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研 究

親子保健における公衆衛生看護技術の体系化
―小地域における親子保健活動技術の明確化に焦点を当てて―

Systematizing Public Health Nursing Technology

for Parents’ and Children’s Health

—Focusing on the Clarification of Techniques for Parents’ and Children’s

Health Activities in Subregions

岩本里織 1)，大木幸子 2)，滝澤寛子 3)，平野美千代 4)，鈴木美和 5)，下山田鮎美 6)，橋本文子 7)，
波田弥生 8)，佐伯和子 9)

Saori Iwamoto1), Sachiko Oki2), Hiroko Takizawa3), Michiyo Hirano4), Miwa Suzuki5),
Ayumi Shimoyamada6), Fumiko Hashimoto7), Yayoi Hada8), Kazuko Saeki9)

抄 録

目的：本研究は，「生活基盤としての地区／小地域」（以下，小地域）を対象とした親子保健活動における公衆衛生看

護技術を明らかにすることを目的とした．

方法：対象は地区活動に関する条件を満たす 4市の保健師とし，半構成質問紙による面接調査を行った．逐語録から

地区における親子保健活動技術を抽出し分類した．本研究は，北海道大学大学院保健科学研究院倫理審査委員会の承

認を受け実施した．

結果：地区を対象とした親子保健活動技術は，【生活基盤としての地区／小地域での親子保健に関する情報収集・アセ

スメント】【生活基盤としての地区／小地域での親子保健に関する活動計画・評価】【生活基盤としての地区／小地域

での親子保健に関する活動展開】の 3つ技術に分類され，大技術項目 21，中技術項目 94が抽出された．

考察：本研究の結果，「生活基盤としての地区／小地域を対象とした親子保健に関する公衆衛生看護技術」が明らか

なった．今後，親子保健に限定しない公衆衛生看護技術の抽出が課題である．

Abstract

Purpose: This study aims to clarify public health nursing techniques for parent–child health activities that target “districts/

subregions as a living base” (hereafter referred to as “subregions”).

Method: The study recruited public health nurses from four cities who met the criteria for handling subdistrict activities. A semi-

structured questionnaire was used as a guide for the qualitative interviews conducted. The study extracted and classified

techniques for parent–child health activities in subregions from the verbatim record. The Ethics Review Committee of the

1) 神戸市看護大学（Kobe City College of Nursing）
2) 杏林大学（Kyorin University）
3) 京都看護大学大学院（Kyoto College of Nursing）
4) 北海道大学大学院（Hokkaido University）
5) 三育学院大学（Saniku Gakuin Collge）
6) 東北福祉大学（Tohoku Fukushi University）
7) 徳島文理大学（Tokushima Bunri University）
8) 兵庫医療大学（Hyogo University of Health Sciences）
9) 富山県立大学（Toyama Prefectural University）

保健師教育　第 5巻第 1号（2021）
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Graduate School of Health Sciences, Hokkaido University approved the study protocol.

Results: The techniques identified for parent–child health activity for subregions were classified into three categories, [gathering

and assessment of information on parent–child health in the district/subregion as a living base], [activity plan and evaluation on

parent–child health in the district/subregion as a living base]and [activity development related to parent and child health in

districts/subregions as a living base], while the study extracted major technique item 21 and medium technique item 94.

Discussion: The result highlights “public health nursing techniques related to parent and child health for districts/subregions as

a living base” as a viable technology. Thus, extracting public health nursing techniques that are applicable beyond parent and

child health should be explored in the future.

キーワード：地区／小地域，地区活動，公衆衛生看護技術，親子保健，保健師
Keywords: districts/subregions, activities targeting subregions, public health nursing techniques, parent-child health, public

health nurse

受付日：2020年 10月 1日　受理日：2021年 2月 4日

I．緒 言

公衆衛生看護は，自らの健康や QOLを維持・改善す

る能力の向上及び対象を取り巻く環境の改善を支援す

ることにより，健康の保持増進，健康障害の予防と回

復を促進し，もって人々の生命の延伸，社会の安寧に

寄与することを目的に活動を行うものである（日本公

衆衛生看護学会，2014）．保健師は保健師の名称を用い

て公衆衛生看護の目的を達成しようとする専門職であ

る．佐伯（2013）は，専門職の要件の一つとして，特

別な技術・技能を有し，知識だけで事態に対処できな

い場合には獲得した技能によって物事に対処できるこ

とがあることを述べている．さらに Flexner（1915）は

専門職の 6つのモデルの 1つとして「高度に専門化さ

れた教育訓練を通して伝達可能な技術をもっている」

ことを示している．保健師は公衆衛生看護の目的を達

成する専門職であり，それには公衆衛生看護技術が可

視化されることが不可欠である．可視化されることで

教育による伝達が可能となる．しかし，これまで公衆

衛生看護技術を明確化した既存研究はみあたらない．

岡本（2019）は，保健師は自らの技術を明確化できて

おらず早急に打開すべきことを述べている．公衆衛生

看護技術を明確化することは，保健師の公衆衛生看護

の専門性の確立と保健師基礎教育から現任教育も含め

た保健師の技術教育と修得のための教育発展に寄与で

きるものと考える．

著者ら（一般社団法人全国保健師教育機関協議会教

育課程委員会）は，基礎教育における技術教育内容の

明確化の一環として教科書の記述を分析し，「親子保健

活動における公衆衛生看護技術」の体系化を試みてき

た（大木ら，2018，2019）．親子保健活動に焦点を当て

た理由は，一つに子どもと親を分離せずに，ともに看

護の対象として位置づけ，対象の最小レベルを個人・

家族とする公衆衛生看護の専門的活動であることや，

ライフステージの初期の段階にあり将来の健康につな

がる重要な時期であり人口構造や社会情勢が変化しよ

うとも公衆衛生看護活動において必須であり，かつ優

先度の高い領域であるためである．二つに近年の家族

機能や地域共同体機能の脆弱化を背景に，子どもの健

やかな成長発達とその家族の健康課題は複雑深刻化し

ており，児童虐待予防への支援や発達の課題がある子

どもへの支援にあたって，保健師にはより高度な専門

性の発揮が必要とされているためである．これらから，

親子保健活動は，公衆衛生看護活動の基本的かつ専門

的技術であり，公衆衛生看護技術の体系化の第一歩と

して優先度が高いと判断した．また，教科書の記述を

分析した理由は，教科書が当該分野における一般的合

意を得た内容を記載していると判断したためである．

しかし教科書からの抽出では，対象レベルの「地区／

小地域」に関する親子保健活動技術は，十分な抽出に

至らなかった（大木ら，2019）．その理由は，教科書に

は，「地域診断」「地域づくり」などを章立てた記述は

みられるものの，対象は「地域」や「コミュニティ」

とされ，「社会システム」と「地区／小地域」の対象区

分を明確に区別した記述がみられなかったためである．

公衆衛生看護活動の対象はミクロレベル（個人・家

族），メゾレベル（地区／小地域，地域組織），マクロ

レベル（社会システム，住民組織）である（佐伯，

岩本・大木・滝澤・平野・鈴木・下山田・橋本・波田・佐伯
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2014）が，そのうちメゾレベルを対象とする活動はい

わゆる「地区活動」という言葉で表現されてきた．し

かし，業務分担制が導入され，地区に出向く活動時間

が減少し（筒井ら，2005），「地区活動」について言及

されることが少なくなってきた．そのような背景を踏

まえ，「市町村保健活動の再構築に関する検討会報告

書」（市町村保健活動の再構築に関する検討会，2007）

では，｢地域での活動が保健師の中核業務｣であると，

地区活動を中心に据えた業務再構築が提言され，公衆

衛生看護活動における地区活動の重要性が指摘された

（中板，2009）．宮﨑（2017）は，地域における看護管

理は，保健師の実践活動そのものの意義と重なり，個々

の保健師の専門性にかかわる機能として理解するべき

と指摘している．すなわち，「地区／小地域」を対象と

する「公衆衛生看護技術」の明確化は，公衆衛生看護

の専門性の確立における意義を持っているといえる．

次に，本論の前提となる「看護技術」については，

公衆衛生看護技術の体系化についての先行研究（大木

ら，2019）で述べてきた考え方を継承している．それ

は，看護科学学会の看護用語集（日本看護科学学会看

護学学術用語検討委員会，2011），川島（2010），田島

（1994），陣田（2010）を参照し，「看護技術」とは，基

本技術そのものを指すと同時に，看護の対象の個別性

と提供の場の状況に応じて「意図」をもち，基本技術

を組み合わせ統合して提供する行為と捉えた．これら

の定義を踏まえて，本研究における「親子保健活動に

おける公衆衛生看護技術」とは，「子どもと家族が地域

で健康に生活するために提供される技術であり，対象

と場の状況への専門的知識に基づく判断と意図をもっ

て意識的に行う看護行為と定義した．すなわち，行動

そのものをさす「活動」ではなく，判断と意図を含む

ものとした．

以上より，本研究は，「生活基盤としての地区／小地

域」を対象とした親子保健活動における公衆衛生看護

技術を実践知から，明らかにすることを目的とした．

II．方 法

1．用語の定義

1）生活基盤としての地区／小地域（以下，地区）

は，「保健師が所属する自治体に対してその構成単位と

しての小中学校区等，産業では部署や支社等であり，

人々が日常的に生活（仕事）を営む範囲」（一般社団法

人全国保健師教育機関協議会，2018）とした．

2）地区活動とは，公衆衛生看護学教育モデル・コ

ア・カリキュラム（一般社団法人全国保健師教育機関

協議会，2018）を参考に，「日常生活圏での親子保健に

関する課題解決のための住民との協働や関係機関との

連携等，地区内外の資源を活用した活動，地区が主体

となった保健福祉事業」とした．

2．対象

対象者は地区を対象とした親子保健活動を実施して

いる自治体で働く保健師とした．対象とした地区にお

ける親子保健活動は，①地区担当制による活動である，

②地区での地区組織との連携や地域住民，関係者との

協働がある，③地区の地区診断に基づく活動が展開さ

れている，の 3つの条件すべてを満たすこととした．

該当自治体の選定は，まず，上記の地区の条件に合致

する自治体を，公衆衛生看護に関する専門雑誌の活動

紹介記事および筆者らの研究組織内での自治体の保健

師活動に関する情報をもとに行った．次に，候補に挙

がった自治体について人口規模により，10万人未満，

30万人以上，50万人以上の 3区分に各 1つ以上が含ま

れるように，選定した．その結果，対象自治体は 4箇

所となった．

3．データ収集方法

2019年 9月から 10月，1自治体につき 80～120分の

インタビューを行った．インタビューは，地域の特性

や組織体制，地区活動の概要を確認後，インタビュー

ガイドをもとに実施した．内容は，「地区の情報収集方

法や大切にしている情報について」「地区の情報から課

題特定方法について」「地区活動展開にあたって，地域

組織や住民との協働，配慮や工夫について」「地区活動

の成果や地区の変化，活動評価について」「他地区への

波及効果，自治体全体の事業化や計画への反映などの

波及効果について」などの質問で構成した．インタ

ビューでは対象者がそのときの状況や思いを自由に語

れるよう配慮した．なお，インタビュー内容は対象者

の承諾を得て ICレコーダーに録音した．

4．分析方法

分析は，録音内容から逐語録を作成しデータとし，

そこから親子保健活動における公衆衛生看護技術を抽

出した．本研究は公衆衛生看護技術の体系化を目指す

ために，先行研究で親子保健活動における公衆衛生看

護技術の体系化に向けて作成した枠組みである生活の

基盤としての地区／小地域における「情報収集・アセ
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スメント」「活動計画・評価」「地区活動の実践」（大木

ら，2018，2019）に分類し，分類ごとに意味内容が類

似するものをカテゴリ化した．また分類名も再検討を

行った．分析は，公衆衛生看護を専門とする共同研究

者全員で分類やカテゴリ名などについて検討を繰り返

し，厳密性を担保した．

5．倫理的配慮

調査実施にあたり，研究目的および方法，対象者の

権利の保護，データの保管等について，各自治体の保

健部門管理者に文書にて，対象者には文書と口頭にて

説明をし，同意が得られた対象者には同意書に署名を

得た．本研究は，北海道大学大学院保健科学研究院倫

理審査委員会の承認を受け実施した（承認番号 19-51，

承認日 2019年 8月 28日）．

III．結 果

1．地区を対象とした親子保健活動における公衆衛生

看護技術

調査対象地域の概要及び対象者は，表 1に示す．

地区を対象とした親子保健活動技術は，先行研究の

枠組みを参考に 3つの技術に分類された．分類された

3つの技術の命名については，既存研究の命名を参考

にして再検討し【生活基盤としての地区／小地域での

親子保健に関する情報収集・アセスメント】，【生活基

盤としての地区／小地域での親子保健に関する活動計

画・評価】【生活基盤としての地区／小地域での親子保

健に関する活動展開】と再命名した．さらに，大技術

項目 21，中技術項目 94が抽出された．分類名を【　】，

大技術項目を〈　〉，中技術項目を〔　〕，小技術名「　」

で記載する．なお表 2には抽出された中技術項目まで

を表示する．

1）【生活基盤としての地区／小地域での親子保健に関

する情報収集・アセスメント】

本分類では，大技術項目 9，中技術項目 30が抽出さ

れた．保健師は，「地区の人々の生活の場に足を運び，

個々の人々の状況から地区の特性や健康ニーズを把握

する」ことや「地域の団体が網羅されている協議会に

参加し，地域とのつながりを作る」ことで〈生活の場

に足を運び出産育児に関する地域特性や健康ニーズの

把握〉していた．

また「地区組織や関係部署の協力を得て地区の子育

てに関するデータを地区単位で収集する」など〈関係

者や住民との共同による地区単位の質的・量的データ

の収集〉を行い，〈個別支援でとらえた親子の特性を地

区のアセスメントに反映〉していた．さらに「日常の

保健活動での気づきを保健師間で共有し，事実や根拠

を確認する」など〈地区単位の質的・量的データを用

いた関係者とともに行う地区や親子のアセスメント〉

したり「地区の風土をアセスメントする」ことや「地

域の勢力関係のアセスメントをする」ことなど〈地区

のキーパーソンや地区の特性のアセスメント〉を行い，

〈地区で生活する親子の子育て，生活，健康，つながり

に着眼した分析〉と〈地区の実態を反映した地区デー

タに基づく健康課題の明確化〉を行っていた．収集し

た情報や明確になった課題については，「地区のデータ

を地域住民へ伝達する」「地区組織の委員と親子保健の

課題と取り組みを話し合う」など〈地区の状況や親子

の健康課題について地区組織や関係者と検討〉し，住

民へ地域の実態の提示と，今後の取り組みについて話

し合う技術を有していた．

2）【生活基盤としての地区／小地域での親子保健に関

する活動計画・評価】

本分類では，大技術項目 6，中技術項目 21が抽出さ

れた．地区活動において保健師は，「地区組織の委員と

表 1 調査対象とした自治体の概要

自治体 人口規模 人口規模 調査者 活動の概要

A 九州地方 約 74万人 2名 保健師は小学校区単位で地区を担当し，地区内で住民組織や専門機関等による親子
保健活動に関するネットワークを構築．

B 近畿地方 約 34万人 2名
市内 7エリアの活動拠点配属の保健師が小学校区単位で地区を担当．親子の生活実
態から地域ケアシステムを見直し，住民組織との協働活動のほか，関係機関との新
規協働事業を立ち上げ．

C 中四国地方 約 72万人 4名
保健師が小学校区単位で地区を担当し，小学校区毎に住民組織と協働して地域づく
り活動を展開．保健師はネットワーク化された住民組織と新規事業を立ち上げ事業
の継続発展を支援．

D 中四国地方 約 10万人 3名 保健師は小学校区単位を地区を担当し，地区内の愛育委員会と共に住民組織と協働
しながら，子育て支援活動を実施．
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表 2 地区／小地域における親子保健に関する公衆衛生看護技術

分類 大技術 中技術

生
活
基
盤
と
し
て
の
地
区
／
小
地
域
で
の
親
子
保
健
に
関
す
る
情
報
収
集
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト

生活の場に足を運び出産育児に
関する地域特性や健康ニーズの
把握

地区の人々の生活の場で住民と同じ目線で子育てや親子保健の情報を感じとる

地区の子育て資源やネットワークに関する情報を把握をする

子育てや親子保健の地区の情報源を把握する

地区の関係機関に立ち寄り，ニーズを把握する

地区の親子を支援する地区組織やキーパーソンが捉える地区の課題を把握する

関係者や住民との共同による地
区単位の質的・量的データの収集

関係者との協働により地区単位のデータを収集する

自治体の保健医療福祉システムを活用し地区の健康に関する情報を収集する

地区への責任を持ち当事者個々の育児に関する声を聴く

個別支援でとらえた親子の特性
を地区のアセスメントに反映

地区のアセスメントに日頃の個別支援を反映させる

親の育児行動と子どもの成長発達への影響をアセスメントする

地区単位の質的・量的データを用
いた関係者とともに行う地区や
親子のアセスメント

保健師間で地区のデータをアセスメントする

保健活動の量的･質的データと地区のデータを突合させる

質的・量的データをもとに関係者と担当地区の親子の生活の姿を描く

地区における保健師と住民の関係性をアセスメントする

地区のキーパーソンや地区の特性
のアセスメント

地区の特性をアセスメントする

地区のキーパーソンをアセスメントする

受け継がれていくべき地区の強みを理解する

実態調査から将来的な地区課題
の予測

地区の健康課題を明らかにするため実態調査を行う

実態調査から健康課題の動向を察知する

地区で生活する親子の子育て，生
活，健康，つながりに着眼した
分析

自治体の保健医療福祉システムの情報をもとに地区の人々の健康を分析する

各種保健事業のデータから親の育児に関連する事項を分析する

親子保健に関する地区組織や関係職種の力量を分析する

子育てしている家族の生活状況から地域とのつながりを分析する

地区の人々や関係者が活用できるよう健康指標を分析する

地区の実態を反映した地区デー
タに基づく健康課題の明確化

地区で支援を要する親子の集団を特定する

地区別のデータをもとに健康課題を明確にする

既存の親子保健活動や地区での子育て支援の課題を明確にする

地区の親子の健康課題の変化をとらえる

地区の状況や親子の健康課題に
ついて地区組織や関係者と検討

地域の実態を見える化して住民や地区組織に提示する

地区組織や関係職種と親子保健の課題と取り組みを話し合う

生
活
基
盤
と
し
て
の
地
区
／
小
地
域
で
の
親
子
保
健
に
関
す
る
活
動
計
画
・
評
価

親子保健・子育てに関する地区活
動計画の立案

地区住民や地区組織委員と親子保健のニーズを共有し一緒に地区活動計画を立案する

地区活動の単年度計画を立案する

保健師間や関係部署と地区の親子保健のニーズや活動計画を共有する

地区活動計画に地区で生活する親子の声や生活実態を反映させる

自治体の予算の仕組みを理解し，親子保健活動に必要な予算を確保する

PDCAに基づいた地区活動計画
の立案

地区活動に活かせるように事業計画の様式を工夫する

親子保健の上位の目的に照らし合わせながら事業計画を行う

活動評価をもとに次年度の計画を立案する

自治体の実情や他職種等の助言を次年度計画に反映させる

地区活動計画のモニタリングの
ための計画立案

年度初めと終わりに総合的な事業の戦略会議を行う

行政組織内の各部署で合意形成を行う

計画書によって地区活動を継続させる

親子保健・子育てに課題を持つ個別事例管理を行う

親子保健の地区活動計画の中間報告を行い進行状況を確認する

親子保健・子育ての地区活動評価

統計データや保健師が主観的に捉えている地区活動成果を評価する

評価項目にあわせて短期，中長期的に評価を行う

事業の改善のために親子保健事業を評価する

地区で生活する親子を支援するシステムや方法の有効性を評価する

親子保健・子育ての地区活動評価
の発信

親子保健，子育てに関する地区活動評価を協働機関にも還元する

日ごろから行政組織内外に親子保健事業とその成果を発信する

総合的視野を持ち自治体の他計
画等との整合性の担保

総合的視野で親子保健や子育ての地区活動を評価する

親子保健における公衆衛生看護技術の体系化
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子育て支援の課題を話し合い共有する」ことなど〔地

区住民や地区組織委員と親子保健のニーズを共有し一

緒に地区活動計画を立案する〕や〔保健師間や関係部

署と地区の親子保健のニーズや活動計画を共有する〕

などの〈親子保健・子育てに関する地区活動計画の立

案〉〈PDCAに基づいた地区活動計画の立案〉および

〈地区活動計画のモニタリングのための計画立案〉に基

づいた活動を実施していた．その後〔統計データや保

健師が主観的に捉えている地区活動成果を評価する〕

など〈親子保健・子育ての地区活動評価〉を行ってい

た．評価結果については，〔親子保健，子育てに関する

地区活動評価を協働機関にも還元する〕などにより，

表 2 （続き）

分類 大技術 中技術

生
活
基
盤
と
し
て
の
地
区
／
小
地
域
で
の
親
子
保
健
に
関
す
る
活
動
展
開

信頼関係の構築・維持・強化によ
る地区活動の基盤づくり

地区の親子保健のキーパーソンのもとを個別に出向き，切れ目ない関係づくりを行う

親子保健に関わる地区組織の活動に定期的に参加し顔が見える関係をつくる

地区の子育て機能を担う関係機関に保健活動の理解を得るとともに，「顔つなぎ」をする

地区の親子保健活動に関連する他部署と顔が見える関係を築く

日常活動を通じ地区の関係機関・地区組織と情報交換をする

地区の先達として住民に敬意をもち地区について住民から学ぶ

誠意を持った活動を行い住民や関係機関に対応する

地区担当保健師であることを地区に周知する

地区の住民や組織と協働した地
区の子ども・家族への支援

地区の親子支援力を高めるために，キーとなる住民や地区組織，関係機関に親子保健に関する課題や知識
を提供する

地区の関係機関や地区組織の理解を得ながら，地区の親子保健事業を協働で運用する

地区での育児相談の場を，親子の情報把握や関係機関や地区組織との連携，個別支援の場として活用する

地区の関係機関や地区組織による地区親子保健活動の継続を支援する

親子を支援する地区の関係機関や地区組織から情報を得て，個別の親子支援を行う

地区組織に委託した親子への支援活動が円滑に運用できるよう支援する

地区組織による親子支援活動のための環境づくりを行う

住民と関連機関の相互のつながりを構築するよう仲介し地域の親子への見守りの力を高める

親子保健に関わる地区組織の育
成や支援

地区組織の活動の拠点である地域の日常の情報を収集する

地区組織の歴史，組織構造，活動等を理解する

地区組織活動を展開する力量をアセスメントする

地区内での地区組織間の関係性をアセスメントする

地区の親子保健の課題を，地区組織と一緒に考える

地区の親子保健活動全体を見据えて，地区組織の役割や方向性を明確にする

地区組織による親子保健活動の主体的実施に向けて，組織のニーズに合った支援をする

地区組織メンバー個々の特徴や力量及び相互関係をアセスメントし，支援する

親子保健活動を担う地区組織リーダーのリーダー役割を支援する

親子保健活動を担う地区組織が活動しやすい環境をつくるために，住民や関係機関と繋ぐ

地区における複数の地区組織や
関係機関とのネットワークの構築

地区の関係機関や地区組織が地区の親子保健課題に関心を持つよう働きかける

ネットワーク構築に関する住民，地区組織，関係機関の合意形成を図る

親子保健ネットワーク構築に向けて地区の多様な関係機関や地区組織と定期的な意見交換の場を持つ

地区の関係機関や地区組織と地域の親子保健課題に応じたネットワーク構築の方向性を考える

地区の親子保健ネットワークに必要な構成機関を選定し協力を促す

親子の個別事例を通じて関係機関との関係の基盤を構築する

親子保健にかかわる地区の関係機関や地区組織の関係が円滑になるよう調整する

地区活動を親子保健にかかわる地区関係機関や地区リーダーとの連携強化の機会とする

親子保健に関わる地区の物的・人
的資源の開発・育成支援

地区組織が自立して活動できる親子保健のシステムをつくることを目指して地区組織に働きかける

地区に新たな資源を必要とするような親子保健課題について，住民の理解を促す

新たな親子保健活動を展開で地区の協力が得られるようタイミングや方法を見計らい働きかける

地区で新たな親子保健活動を展開する際には地区組織や関係機関と協働できるように働きかける

地区の関係機関や地区組織と協働し，地区の新たな親子保健の資源を見出す

住民や地区の関係機関が担う地区の親子保健事業の継続を支援する

地区の親子保健を推進する住民リーダーを見出し育成する

下位システムとしての地区と上位
システムとの連動

地区の親子保健の課題をボトムアップでもちあげ区や自治体で対応する

区・自治体の親子保健の仕組みを地区に連動させる
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〈親子保健・子育ての地区活動評価の発信〉をしてい

た．また「自治体の総合計画を視野に，地区のニーズ

に基づく地区活動を展開する」や「年度終わりに総合

事業の戦略会議で評価をする」など〔総合的視野で親

子保健や子育ての地区活動を評価する〕などにより〈総

合的視野で自治体の他計画等との整合性の担保〉をす

る技術を用いていた．

3）【生活基盤としての地区／小地域での親子保健に関

する活動展開】

本分類では，大技術項目 6，中技術項目 43が抽出さ

れた．地区において保健師は，〔地区の親子保健のキー

パーソンのもとを個別に出向き，切れ目ない関係づく

りを行う〕や〔親子保健に関わる地区組織の活動に定

期的に参加し顔が見える関係をつくる〕など〈信頼関

係の構築・維持・強化による地区活動の基盤づくり〉

を地区活動の始めとし活動していた．〔地区の関係機関

や地区組織の理解を得ながら，地区の親子保健事業を

協働で運用する〕など〈地区の住民や組織と協働した

地区の子ども・家族への支援〉や地区内の既存の住民

組織である愛育班などの活動の支援や新たな地区住民

の組織育成を支援する技術など〈親子保健に関わる地

区組織の育成や支援〉技術を用いていた．これらによ

り地区における親子保健活動に関わる〈地区における

複数の地区組織や関係機関とのネットワークの構築〉

をする技術を用いていた．さらに，〔地区の関係機関や

地区組織と協働し，地区の新たな親子保健の資源を見

出す〕〔地区の親子保健を推進する住民リーダーを見出

し育成する〕など〈親子保健に関わる地区の物的・人

的資源の開発・育成支援〉の技術を用いていた．また，

〔地区の親子保健の課題をボトムアップで持ち上げ，区

や自治体で対応する〕ことや，〔区・自治体の親子保健

の仕組みを地区に連動させる〕といった〈下位システ

ムとしての地区と上位システムとの連動〉をさせる技

術を用いていた．

IV．考 察

1．公衆衛生看護技術の体系化に向けた地区活動にお

ける親子保健活動の位置づけ

本研究では，生活基盤としての地区／小地域を対象

とした親子保健活動における公衆衛生看護技術とし

て，21の大技術項目，94の中技術項目が抽出された．

これらの技術は，地区における親子保健に関する情報

収集・アセスメントの技術，さらに計画策定と評価に

関する技術，具体的な親子保健活動の展開に関する技

術である．

地区活動は，「公衆衛生看護の専門職として受け持ち

地区の住民の健康を守る活動」（北山，2018）であり，

地区のすべての住民を対象に行う活動である．しかし，

これまで地区活動における公衆衛生看護技術は明確で

なかった．そこで本研究においては，親子保健活動に

焦点をあてて，地区活動における公衆衛生看護技術を

抽出した．

親子保健活動は，すべての人の成長発達の最初の段

階であり，地区のすべての住民を対象とした地区活動

の中でも欠くことができない専門的かつ基本的活動で

ある．保健師は，これまで愛育班や母子保健推進員な

どの地区組織と協働し地区の親子の健康課題を解決す

るために活動してきたという歴史がある．本結果にお

いて，地区組織との協働した親子支援や地区組織を含

めたネットワーク構築などが抽出された．これらは親

子保健活動に焦点を当てたからこそ得られた結果であ

ると考える．一方，保健師は，地区活動において対象

を生活集団としてとらえ，生活の営みに即した援助活

動を行う（北山，2018）．親子を対象とした地区活動で

あって，成人や高齢者を対象とした活動であっても，

対象と生活集団として捉え，地域共同生活体へ広げた

活動展開は程度共通していると考えられる．したがっ

て本研究で抽出された親子保健活動を対象とした技術

は，基本的な地区活動技術であり，成人や高齢者など

を対象とした技術としても応用可能な技術であると考

える．

2．コミュニティ・エンパワメントのための公衆衛生

看護技術の具体化

野田ら（2017）はコミュニティ・エンパワメントの

概念分析により，これを「誰もが安心して暮らせる健

康な地域を目指して，組織や地域の人々が，対等な立

場で互いに話し合い，合意の形成を行う中で，緩やか

な絆で繋がり，支えあう関係性を形成し，共通の課題

解決に向かうプロセス」と定義している．また，その

支援としては，「個人」「組織」「支援者」の 3側面にお

ける影響要因を見出している．さらに，野田ら（2017）

は，地域の課題にグループのメンバー達が気づき，そ

の課題解決のために，グループ内で話し合い意思決定

しながら，主体的に行動を起こしていくことが必要で

あると述べている．しかし，具体的な技術としては示

されていない．本研究では〈関係者や住民との共同に

よる地区単位の質的・量的データの収集〉〈地区単位の

親子保健における公衆衛生看護技術の体系化

（ 62 ）



質的・量的データを用いた関係者とともに行う地区や

親子のアセスメント〉〈地区の状況や親子の健康課題に

ついて地区組織や関係者と検討〉〔地区住民や地区組織

委員と親子保健のニーズを共有し一緒に地区活動計画

を立案する〕など，情報収集・アセスメント，活動計

画立案の段階から，地区の親子保健に関わる健康課題

について，住民，地区組織，関係者と一緒に検討し健

康課題に気づき，解決に向けて検討する技術を見出し

た．さらに，〈信頼関係の構築・維持・強化による地区

活動の基盤づくり〉をもとに，〈地区の住民や組織と協

働した地区の子ども・家族への支援〉〈親子保健に関わ

る地区組織の育成や支援〉〈地区における複数の地区組

織や関係機関とのネットワークの構築〉などの協働や

ネットワーク化の技術，地区組織が自立して活動でき

るための地区の物的・人的資源の開発・育成支援をす

る技術を見出した．このように地区において「組織」

や「支援者」が繋がり，支えあう関係性を形成し，こ

れが地域の親子保健の課題解決に向かうための具体的

な技術となっている．したがって，本研究で抽出した

これらの技術は，このコミュニティ・エンパワメント

を実現するために用いる公衆衛生看護技術の一部を具

体化したものと言える．

3．生活基盤としての地区／小地域を対象とした公衆

衛生看護活動技術の特徴

公衆衛生看護活動の対象はミクロレベル（個人・家

族），メゾレベル（地区／小地域，地域組織），マクロ

レベル（社会システム，住民組織）であり，各システ

ムを構成する要素が相互に関連している（佐伯，2014）．

本結果において〈下位システムとしての地区と上位シ

ステムとの連動〉する技術が抽出され，地区における

親子保健の課題を自治体全体で対応したり，逆に自治

体の仕組みを地区に連動させる保健師の活動技術が明

らかになった．

地区（地区／小地域）は「個人・家族」の生活基盤

であり，そこには様々な「住民組織／地域組織」が存

在し，一方ではその上位システムである地域（自治体

組織）とつながりをもちながら社会活動を営んでいる．

それらのつながりや関係性を把握し，地区の人々の生

活実態にあわせて，働きかけていかなければ地域の健

康課題は解決しない．それは，暮らしと健康問題は不

可分一体の現象である（佐々木，2011）ためである．

原田（2009）は，保健師が有してきた機能として「身

近な圏域で発見された地域の生活課題が，より広い圏

域で共有化され，全体として施策や事業化につながっ

ていき，そのことが身近な圏域の活動を応援し，さら

に新しい地域活動の開発につながっていくという循環

があること」を指摘している．したがって本技術は，

重層的な自治体システムの仕組みにおける地区（地区

／小地域）の位置づけを理解し，地域の親子保健に関

する健康課題解決にむけて活動を循環させていく重要

な技術であると考える．

4．【生活基盤としての地区／小地域を対象とした情報

収集・アセスメント】および【生活基盤としての地区

／小地域を対象とした活動計画・評価】の技術の特徴

地域の情報収集・アセスメント関する技術は，これ

まで地域看護診断（金川ら，2011）や地域看護アセス

メント（佐伯，2018）などとして方法論が示されてい

る．本研究では，地区活動の中で，生活の場に足を運

びながら〔生活の場に足を運び出産育児に関する地域

特性や健康ニーズの把握〕や地域の強みや〔地区のキー

パーソンや地区の特性のアセスメント〕，〔地区で生活

する親子の子育て，生活，健康，つながりに着眼した

分析〕をしながら，〔地区の実態を反映した地区データ

に基づく健康課題の明確化〕するなど生活の場に出向

き地区の情報収集やアセスメントをする技術を抽出し

た．自治体全体の地域看護診断・地域アセスメントに

比べて地区でのそれの特徴は，保健師が地区に入り込

み，自らの五感と住民とのやり取りを通じて，住民の

思いと生活実態を感じ取り，地域のニーズを把握して

いくことである．また地区のキーパーソンや地区組織

のアセスメントも不可欠である．自治体全体を対象と

する保健活動に比較して地区活動では，地区の課題を

解決するために地区住民や地区組織と協働した活動が

前提にある．このような地区活動の特徴が，情報収集・

アセスメント方法の技術に反映されていると考える．

さらに保健師は地区に入り込み生活やニーズを把握

した上で，〔地区の実態を反映した地区データに基づく

健康課題の明確化〕の技術を用いて地区の健康課題の

明確化をしていた．地区の中に入り込み感じ取った情

報と，客観的な地区データを突合させ健康課題を明確

にしていくことも地区活動における特徴的な技術であ

る．一方で，保健師が受け持つ地区の単位の例として

小学校区などがあるが，この単位での地区の統計情報

の整備がなされているところは少ないと考えられる．

今後，地区活動を推進するためには，地区単位での保

健データの整備は課題といえる．

岩本・大木・滝澤・平野・鈴木・下山田・橋本・波田・佐伯
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5．本研究の限界と保健師教育への示唆

本研究は，地区における親子保健活動を実施してい

る 4自治体に所属する 11名の保健師を対象とした．自

治体の選定に関して，地域を構成する要素として人口

規模を考慮したが，地域特性としての地理的物理的条

件や文化等の違いまでは十分に検討できなかった．こ

のような地域特性に由来する技術が抽出できていない

可能性がある．

また，本研究においては，既存研究での教科書を中

心にした記述では抽出できなかった「生活基盤として

の地区／小地域を対象とした親子保健に関する公衆衛

生看護技術」を明らかにできた．既存研究（大木ら，

2019）と合わせて，親子保健活動における公衆衛生看

護技術の体系が明らかになったと考える．今後，親子

保健活動における公衆衛生看護技術について既存研究

論文についてメタ分析を行い，当該技術の検証をして

いくことが必要と考える．

さらに，本研究において地区を対象とした親子保健

における公衆衛生看護技術が明確化されたものの，地

区における活動は親子を対象としたものだけではなく

多様なライフサイクルの人々を包含したダイナミック

な活動である．親子保健活動技術はそれらの基本的な

活動技術として応用可能であると考えるものの，今後，

対象毎の技術および包括的な公衆衛生看護技術を明ら

かにすることが課題である．

一方，近年，国の政策として，地区活動が推進され

ている（市町村保健活動の再構築に関する検討会，

2007）．「生活基盤としての地区／小地域を対象とした

親子保健における公衆衛生看護技術」の修得を，保健

師基礎教育において強化していくことが重要であると

考える．特に，公衆衛生看護専門職として，地区に入

り込み，自らの五感と住民とのやりとりを通じて，住

民の思いと生活の実態を把握することや，信頼関係を

基盤として，地区の人々・組織と協働しネットワーク

を築くと共に，上位組織がもつ仕組みや機能を活用す

る技術を意識して教授することが大切である．これら

の技術を身に着けるには，今後，一定の期間をかけて，

地区を受け持ち，地域の中に入り，住民との関係づく

りから協働活動までを体験しうる実習などの検討が必

要であると考える．

V．結 語

本研究の結果，「生活基盤としての地区／小地域」を

対象とした親子保健における公衆衛生看護技術は，【生

活基盤としての地区／小地域での親子保健に関する情

報収集・アセスメント】【生活基盤としての地区／小地

域での親子保健に関する活動計画・評価】【生活基盤と

しての地区／小地域での親子保健に関する活動展開】

に分類される大技術項目 21，中技術項目 94が抽出さ

れた．これらの技術を習得するために保健師基礎教育

において，地区担当や住民との関係構築・協働活動等

が実践できる実習を検討していく必要がある．
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活動報告

介護予防事業参加者の特徴把握と事業関係者へのインタビューに
よる事業展開に関する検討

Characteristics of the Care Prevention Program Participants and

Examination of the Program Development through an Interview with the

People Involved

次郎丸奈美 1)，藤﨑万裕 2),3)，山本則子 4)

Nami Jiromaru1), Mahiro Fujisaki-Sueda-Sakai2),3), Noriko Yamamoto-Mitani4)

抄 録

目的：首都圏 X区における介護予防事業の今後の展開を検討する．

方法：参加者 446名の握力測定データの分析と参加者・推進リーダー（以下，リーダー）・自治体事業担当者を対象と

したインタビューを行った．

結果：406名（87.1%）が女性であり，包括圏域別では D地区の女性の平均握力が他の圏域より有意に低かった．地域

会場 2会場における参加者へのインタビューでは，参加者が介護予防事業の効果として「身体機能の向上」，「参加者

同士の交流」等の多面的な効果を感じていることが明らかとなった．リーダー・自治体担当者は，事業評価の継続性

を課題として挙げ，プログラムのバリエーションを増やすという今後のねらいを語った．

考察：握力は客観的な身体能力評価指標であり，参加者の特徴を把握する一助となった．今後は，自治体担当者・リー

ダー等が連携し，継続的な事業評価と事業の多面的な効果を参加者がより一層享受できるようにするための工夫が必

要である．

キーワード：介護予防，事業評価，実践的研究，大学院保健師教育
Keywords: care prevention exercise program, program evaluation, practical study, public health nurse education in graduate

school

受付日：2020年 9月 27日　受理日：2021年 2月 4日

I．はじめに

本大学院では，研究と実践を意識的に融合させて研

究的思考や研究手法を活用する能力を実践に活かすこ

とを主眼に置いている．自治体で行う実習では，主に

①実践的研究，②地域診断，③保健システムアセスメ

ント，④保健師の支援技術の整理，⑤健康教育，⑥継

続訪問を行う．本稿は，大学院保健師教育課程におけ

る実習で行った実践的研究の成果を報告するものであ

り，実践的研究とは「実習先の保健師が抱えている課

1) 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻地域看護学分野（Department of Community Health Nursing, Division of Health

Sciences and Nursing, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo）
2) 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻公衆衛生看護学分野（Public Health Nursing, Tohoku University Graduate School of Medicine）
3) 東京大学高齢社会総合研究機構（Institute of Gerontology, The University of Tokyo）
4) 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻高齢者在宅長期ケア/緩和ケア看護学分野（Department of Gerontological Home

Care and Long-term Care Nursing, Division of Health Science and Nursing, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo）
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題に研究的手法を用いて取り組むアクションリサーチ」

である（蔭山ら，2016）．本大学院の実習要項における

実践的研究の到達目標は，「公衆衛生看護管理に関する

課題を分析し，具体的対策を提示する」ことである．

そのプロセスとして「①実習区からの情報提供を受け，

保健事業，ネットワーク，システム等に関する現場の

課題を見出す．②選択した課題をもつ特定の対象集団

について，行った実態把握と分析を課題解決に反映す

る．③現場の課題解決に有効な情報把握，分析の方法

を学ぶ．④課題解決のための具体的対策を提示する．」

の各目標が達成されるよう実習を展開している．

23区の 1つである実習区（以下，X区）は，人口約

23万人であり，4つの包括圏域に区分される．X区で

は，2007年に事業担当保健師らによって区独自の介護

予防体操が開発され（松本ら，2008），事業が継続され

てきた．体操開発から 10年の間に体操運営に携わる推

進リーダー（区民ボランティア：以下，リーダー）の

養成が進み，2018年 4月現在では地域会場が各包括圏

域にそれぞれ 3，4か所，区内に計 14か所存在する．

また，各会場では，週 1回以上の頻度で当該事業が実

施されている．当該事業は，一般介護予防事業のひと

つであり，その内容は参加者の意向・身体能力に合わ

せて実施できる「椅子に座っておこなう体操」と「立っ

ておこなう体操」の他，会場毎のリーダーによるレク

リエーションがある．当該事業の 2017年度延べ参加者

数は 32,434人である（文京区，2018a）．

当該事業は，区内在住の 65歳以上で医師から活動制

限の指示を受けておらず一人で来場可能な者は誰でも

事前に申し込まずに参加が可能である．また，初期参

加者を対象とした体操の効果検証を終えた 2008年頃か

ら，事業担当は保健師から事務職へと移行し運営され

てきた．これらのことから，現在どのような参加者が

このプログラムを受けているのかが十分把握できてお

らず，参加者の健康面に対する介護予防体操の効果が

検証されていないという課題があった．

実習実施年は，体操プログラムの開発から 10年の節

目にあたる年であったこと等から X区の保健師は，全

会場の参加者を対象に参加者の属性データと握力測定

データの収集を行った．握力は，下肢筋力，バランス

機能などの身体機能，身体活動量，ADLなど様々な要

素との関連性が報告され，比較的簡便に評価が可能な

身体能力指標である（池田ら，2011）．大学院生は，こ

の握力測定データの定量的分析に加え，事業関係者へ

インタビューを実施する等，事業評価を多面的に行い，

今後の事業計画に資する実践的研究を展開することが

求められた．

そこで，本研究は，保健師が事業評価を目的として

収集した一般参加者（以下，参加者）の握力測定デー

タから参加者の特徴を明らかにした後，事業関係者へ

のインタビュー調査を行うことで，今後の事業展開に

資する示唆を得ることを目的とした．蔭山ら（2016）

は，「実践的研究の教育的効果として，現場にはどのよ

うな課題があり，課題を解決するためにどのような材

料がどのような形で存在しているのかという実践現場

の実態を知ること」，「実践の課題を解決するために研

究手法をどのように使うことができるかを体験するこ

と」を挙げている．本稿は，それらの教育的効果が得

られた保健師実習として，そのプロセスを初めて具体

的に報告するものである．保健師実習における研究的

思考と研究手法の適応により，現場の課題解決に向け

て得られた示唆を報告することは，同様の課題に取り

組む学生やその指導者の一助となると考える．

II．方 法

1．実践的研究のプロセス

1）量的データ分析

まず，X区から，2018年 7月に握力測定に応じた参

加者 466名のデータ（調査項目：年齢，性別，要介護

認定の有無，参加年数，週参加回数，握力測定値）の

提供を受け，参加者・地区の特徴を把握した．参加者

は，握力測定の目的や方法を体操実施前に説明され，

同意した者のみが握力測定に協力した．地域会場 2か

所以上で体操に参加している者も少数ではあるが存在

するため，その場合はいずれかの 1会場でのみの測定

とした．

体操の受付時に調査項目が書かれた用紙を手渡し，

握力測定前に各参加者に記入を依頼した．握力測定は，

高血圧や手指の変形，シャントの有無，参加者の不安

等に配慮した声かけを行い，意思確認を行った後，片

手または両手の握力を測定した．より大きい値を各参

加者の握力として分析に用いた．

全体の記述統計を算出し，会場毎および包括圏域毎

の記述統計の算出を行った．大学院生 1名は実践的研

究に取り組む前に X区の地域診断を行い，地域の特徴

を把握したうえで研究課題に取り組んでいる．X区の

4つの包括圏域（以下，A地区，B地区，C地区，D地

区とする）別の高齢化率はそれぞれ 20.0%前後，高齢

者人口に占める要介護認定者割合はそれぞれ 13.0%前
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後であり（文京区，2018b），大きな差がなかった．こ

のように既存資料による地域診断では，介護予防の視

点から地区毎の特徴や健康課題を導き出すことが困難

な状況があった．そのため，握力測定データを用いて

包括圏域毎に差がないのかを改めて把握することも実

践的研究の内容に織り込んだ．

握力は，性差に影響を受けやすい指標であるため，

男女別に分析を実施した．包括圏域毎の分析では，性

別および要介護認定の有無と包括圏域の関連を見るた

めにカイ二乗検定を行った．平均握力，平均週参加回

数の包括圏域毎の比較には，一元配置分散分析を用い

た．次に握力を従属変数とした重回帰分析を男女別に

行った．分析には，SPSSver25を用い，有意水準は両

側 5%とした．

2）質的データの収集・分析

（1）参加者・リーダーを対象とした調査

握力に着目した量的データの分析結果（後述）から，

女性の平均握力が全会場の中で最も低いものの平均週

参加回数が最も多いという特徴を有する D-1会場を抽

出した．また，D-1会場と比較を行うために，体操参

加者数と女性の平均週参加回数が D-1会場と同程度の

A-1会場を抽出した．A-1・D-1会場の参加者とリーダー

を対象とし，除外基準は認知機能が著しく低下してい

る者とした．

保健師は，担当事務職・リーダーにインタビューの

概要を伝え，参加者への事前周知を依頼した．インタ

ビュー当日は，A-1会場，D-1会場ともに，参加者が来

所する前の準備時間に保健師・大学院生・教員からリー

ダー全員に研究説明文書をもとに研究の趣旨説明を

行った．同意が得られた者について，体操終了後に大

学院生 1名がフォーカスグループインタビューの手法

でインタビューを実施した．A-1会場と D-1会場の特

徴を捉えるため，受付開始から体操・レクリエーショ

ンの時間には，参与観察を行った．

量的データ分析結果から女性やより高齢の参加者を

対象にインタビューを実施することを検討していたが，

リーダー・保健師から対象を限定しての研究協力要請

は困難であるという意見があった．そのため，参加者

全員に体操開始前に研究者が説明を行い，インタビュー

協力者を募集した．同意が得られた者に，体操終了後

教員 1名がフォーカスグループインタビューの手法で

インタビューを実施した．フォーカスグループインタ

ビューを選択したのは，他者の意見や態度に刺激され

て，より有効な意見や新たな考えが出る可能性が高い

こと，また会場の時間，参加者の待ち時間，研究の人

員を考慮したためである（Rabiee, 2004）．

リーダーには，運営や参加者についての改善点につ

いて尋ねた．また，参加者には，体操に参加した経緯・

会場を選んだきっかけ，自分にとっての体操の位置づ

け，体操に参加しての効果を尋ねた．

（2）自治体事業担当者へのインタビュー

事業担当者 2名を対象に，事業の運営，効果維持・

向上に向けた課題，今後のねらいを尋ねた．各自の意

見を聞き取るため，1名ずつのインタビューとした．

（3）分析手続き

分析では，得られたデータから逐語録を作成し，参

加者の語りを意味内容ごとにまとめ抽出した．実習指

導教員 1名と大学院生である筆者で抽出内容の適切性

と妥当性を確認しながら抽出を行い，結果は保健師と

共有し，内容妥当性を議論し，最終分析結果とした．

2．倫理的配慮

本研究は，2018年 11月 13日に東京大学医学部倫理

委員会の承認を受け（審査番号 2018042NI），実施し

た．X区より提供を受けたデータの解析については，

所属する研究室のホームページでオプトアウトの機会

を設け，インタビュー調査では研究対象者に対し，研

究目的，研究の任意性，個人情報の保護等を口頭およ

び紙面で説明し，同意が得られた場合のみインタビュー

を実施した．

III．結 果

1．量的データ分析の結果

1）参加者の属性（表 1）

参加者 466名のうち，女性は 406名（87.1%），男性

は 60名（12.9%）であった．参加者の平均年齢は，女

性 79.4歳，男性 81.5歳であった．

2）包括圏域別の分析

全 14会場が位置している A地区，B地区，C地区，

D地区に参加者を分けて男女別に分析を行った．包括

圏域毎の性別の割合に統計的な有意差は見られなかっ

た．要介護認定の有無では，D地区の女性で「要介護

あり」の者が 12.8%であり，他の圏域と比べて有意差

が見られた（p=.048）．男性では要介護の有無について

圏域毎の有意差は見られなかった．

包括圏域毎の握力の平均値について，一元配置分散

分析を行ったところ，D地区の女性の握力が 17.8 kgで

あり，他の 3地区より有意に低かった（p<.001）．しか

介護予防事業参加者の特徴把握と事業関係者へのインタビューによる事業展開に関する検討
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し，平均週参加回数については，D地区の女性の平均

週参加回数は 1.57回であり，他の 3地区より有意に多

かった（p<.001）．男性は，平均握力，平均週参加回数

で包括圏域別の有意差は見られなかった．

次に，男女別に年齢，介護認定の有無，参加年数，

週参加回数，それぞれの包括圏域を独立変数，握力を

従属変数として重回帰分析を実施した．その結果，男

女とも年齢で有意差があり，女性では D地区の握力が

他の地区と比べて有意に低いことが明らかとなった（表

2）．

3）会場毎の分析

インタビューの調査対象は，重回帰分析の結果から，

女性のデータに着目して具体的に検討を進めることと

した．女性 406名について会場毎の記述統計量を図に

して示した（図 1）．会場別の平均握力は，D地区にあ

る会場 D-1で 16.8 kgと全会場の中で最も低かった一方

で，平均週参加回数を見ると，D-1会場の平均は 2.0回

であり，全会場の中で最も多いことが明らかとなった．

表 1 参加者の属性

変数名 全体（N=466） A地区（n=109） B地区（n=188） C地区（n=64） D地区（n=105） P値

全体
年齢 79.64±6.08 80.38±6.59 78.92±6.08 78.95±6.29 80.58±5.18 .054a）

［最小値－最大値］ ［63–93］ ［65–93］ ［63–93］ ［66–92］ ［67–91］
性別 女性 406（87.0） 93（85.3） 168（89.0） 51（80.0） 94（87.0） .183b）

男性 60（13.0） 16（14.7） 20（11.0） 13（20.0） 11（13.0）
要介護認定 なし 422（91.0） 101（93.0） 176（95.0） 55（86.0） 90（86.0） .019b）

あり 41（9.0） 8（7.0） 9（5.0） 9（14.0） 15（14.0）
参加年数（年） 3.01±2.52 3.33±2.94 2.87±2.34 3.45±2.70 2.67±2.18 .105a）

［最小値－最大値］ ［0–10］ ［0–10］ ［0–10］ ［0–10］ ［0–10］
週参加回数（回） 1.38±0.69 1.51±0.74 1.22±0.49 1.37±0.79 1.53±0.83 <.001a）

［最小値－最大値］ ［1–5］ ［1–4］ ［1–4］ ［1–5］ ［1–4］
握力（kg） 20.64±5.61 20.5±4.84 21.13±5.72 22.59±6.59 18.72±4.98 <.001a）

［最小値－最大値］ ［8.50–48.00］ ［10.00–36.00］ ［10.00–48.00］ ［13.00–41.00］ ［8.50–43.50］
女性 （n=406） （n=93） （n=168） （n=51） （n=94）
年齢 79.37±6.06 80.34±6.62 78.54±6.03 78.75±6.48 80.21±5.06 .047a）

［最小値－最大値］ ［63–93］ ［65–93］ ［63–92］ ［66–90］ ［67–91］
要介護認定 なし 376（0.93） 87（0.94） 160（0.96） 47（0.92） 82（0.87） .045b）

あり 28（0.07） 6（0.06） 6（0.04） 4（0.08） 12（0.13）
参加年数（年） 3.05±2.52 3.24±3.00 2.9±2.86 3.72±2.91 2.77±2.10 .116a）

［最小値－最大値］ ［0–10］ ［0–10］ ［0–10］ ［0–10］ ［0–10］
週参加回数（回） 1.37±0.68 1.49±0.74 1.22±0.50 1.27±0.60 1.57±0.86 <.001a）

［最小値－最大値］ ［1–4］ ［1–4］ ［1–4］ ［1–3］ ［1–4］
握力（kg） 19.40±4.15 19.44±4.04 20±4.18 20.28±4.29 17.82±3.78 <.001a）

［最小値－最大値］ ［8.50–32.00］ ［10.00–30.00］ ［10.00–32.00］ ［13.00–30.00］ ［8.50–25.00］
男性 （n=60） （n=16） （n=20） （n=13） （n=11）
年齢 81.48±5.89 80.56±6.57 82.1±5.71 79.77±5.63 83.73±5.31 .353a）

［最小値－最大値］ ［69–93］ ［72–92］ ［69–93］ ［72–92］ ［72–89］
要介護認定 なし 46（0.78） 14（0.86） 16（0.84） 8（0.62） 8（0.73） .337b）

あり 13（0.22） 2（0.14） 3（0.16） 5（0.38） 3（0.27）
参加年数（年） 2.77±2.51 3.84±2.88 2.7±3.02 2.38±1.10 1.82±1.71 .185a）

［最小値－最大値］ ［0–10］ ［0–10］ ［0–10］ ［1–4］ ［0–6］
週参加回数（回） 1.45±0.81 1.6±0.74 1.22±0.43 1.77±1.30 1.2±0.42 .176a）

［最小値－最大値］ ［1–5］ ［1–3］ ［1–2］ ［1–5］ ［1–2］
握力（kg） 29.03±6.89 26.63±4.62 30.7±7.79 31.69±6.24 26.34±7.34 .077a）

［最小値－最大値］ ［17.00–48.00］ ［19.00–36.00］ ［20.00–48.00］ ［20.00–41.00］ ［17.00–43.50］

表中の数字は，平均値±標準偏差，または，n（%）を示す．
a）一元配置分散分析，b）カイ二乗検定
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2．質的データ収集の結果

1）参与観察

体操，レクリエーションの場面の参与観察を行った．

A-1会場は，大通りに面した昨年できた区有施設で

ある．推進リーダーの合計人数は 6名，参加者人数は

21名，うち男性は 7名であった．会場は，参与観察時

の参加人数が限度であるようであった．休憩中参加者

は前後左右の参加者同士で会話をしている者もいたが，

表 2 握力に関連する要因（N=466）

β P値

女性 1）

年齢 –0.40 <.001

介護認定の有無 –0.07 .142

参加年数 0.05 .340

週参加回数 –0.03 .515

包括圏域（Ref：D地区）
A地区 0.16 .005

B地区 0.18 .003

C地区 0.14 .008

男性 2）

年齢 –0.56 <.001

介護認定の有無 0.07 .573

参加年数 0.23 .092

週参加回数 –0.03 .816

包括圏域（Ref：D地区）
A地区 –0.24 .180

B地区 0.11 .496

C地区 0.12 .486

握力を従属変数とする重回帰分析
1）R2乗 .217，調整済み R2乗 .203
2）R2乗 .359，調整済み R2乗 .265

誰とも会話をしていない者も多かった．レクリエーショ

ンは棒体操のほか，一人のリーダーが考えたレクリエー

ションを行っていた．参加者は，自席で手を叩きなが

ら歌っていた．

D-1会場は，大通りに面した区有施設であり，開放

感のある広い会場であった．リーダーの合計人数は 8

名，参加者人数は 25名，うち男性は 3名であった．休

憩中参加者同士が席を離れて会話し，それにリーダー

が加わっている場面も見られた．レクリエーションで

は，棒体操の他，輪になって歌う，歌いながら肩たた

きをするなど，リーダー，参加者が一体となってレク

リエーションを行っていた．

2）インタビューの結果

A-1会場，D-1会場で実施したインタビューに要した

時間は，参加者が対象のインタビューは平均 37.8分，

リーダーが対象のインタビューは平均 43.9分だった．

（1）対象者の属性

リーダー，参加者の基本属性をそれぞれ表 3・4に示

す．リーダーの平均年齢は 71.6歳，リーダー経験年数

は 5.1年であった（表 3）．また，参加者の平均年齢は

79.7歳，平均体操参加年数は 3.1年，平均週参加回数

は 2.1回であった（表 4）．インタビューの参加者の属

性を全会場と比較すると，リーダーの平均年齢は，全

会場の平均年齢 72.3歳と比較して，0.7歳若かった．

参加者の平均年齢は，全会場の平均年齢 79.6歳，平均

参加年数 3.0年，平均週参加回数 1.4回と比較すると，

平均年齢，参加年数については，ほとんど差はなかっ

たが，平均週参加回数は全会場の中で多い 2会場を選

図 1 女性参加者における会場毎の平均握力・週参加回数
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択したため，全会場の平均週参加回数よりも多かった．

（2）体操に参加したきっかけ

参加者が体操に参加したきっかけを表 5に示す．A-1

会場では，「別会場・区・他教室・介護予防事業で体操

を紹介された」，「引きこもりや閉じこもりによる認知

症のリスクを指摘されたなどがあった」．一方，D-1会

場では，「友人や近所の人から体操を紹介された」，「他

の事業と違って自身の身体状況に合わせて体操ができ

るから」などの理由が挙がった．また，会場を選んだ

理由に関して，A-1会場，D-1会場，ともに「家から近

く，歩いて行ける距離」であることが挙げられた．

（3）参加者における体操の位置づけ，体操の効果（表 5）

A-1会場の参加者は，「友達ができるから楽しい」，

「安心感がある」などの声が聞かれた．D-1会場では，

表 3 推進リーダーの基本属性（N=12）

ID 会場 年齢 性別 リーダー
経験年数

1 A-1 62 女 0.33

2 A-1 70 女 3.5

3 A-1 73 女 9

4 A-1 73 女 2.5

5 D-1 68 女 1.4

6 D-1 78 女 11

7 D-1 68 男 4

8 D-1 64 女 3.5

9 D-1 86 女 11

10 D-1 79 男 2

11 D-1 74 女 11

12 D-1 66 女 2

「体操を 1人ひとりの身体状況に合わせられる素晴らし

い体操」，「身体機能の維持・向上に役立つ」，「体操以

外のプログラムも魅力的である」と体操を位置づけて

いた．

両会場で，「体操の参加によりリズムができ身体機能

が改善した」，「指導に合わせて意識して体操すること」，

「意識して生活を送られる」，「支障のない日常生活が送

られる」という意見があった．また，「友達ができて楽

しい」，「体操の場で参加者との交流が楽しく居場所が

できた」という意見があった．

表 4 一般参加者の基本属性（N=16）

ID 会場 年齢 性別 参加年数
（年）

週参加
回数

1 A-1 70 男 0.25 1

2 A-1 75 女 0.25 2

3 A-1 71 女 1 2，3

4 A-1 73 女 3 2

5 A-1 90 女 2 3

6 A-1 76 女 0.75 1

7 A-1 85 女 10 3

8 A-1 81 男 8 4

9 A-1 83 男 0.83 2

10 D-1 84 女 1 1，2

11 D-1 80 男 0.17 1

12 D-1 80 女 1 1

13 D-1 78 女 2 1

14 D-1 84 女 10 2

15 D-1 87 女 2 1

16 D-1 78 女 5 2

表 5 参加者の体操参加のきっかけ，効果，位置づけの会場毎の比較

項目 A-1会場 D-1会場

参加の
きっかけ

・別会場・区から・他教室・介護サービス事業者で体操を紹
介された
・引きこもりの可能性や閉じこもりによる認知症発症のリス
クを指摘された
・病気による筋力の低下を回復したかった
・指導者による助言や体操の内容に期待があった

・地域・友人・近所の人から体操を紹介された
・他の教室と違って自身の身体状況に合わせて体操に
取り組めるのが良いと思った

体操の
位置づけ

・友達ができるから楽しい
・さぼった週はやっぱり何か物足りない
・安心感がある・安心して来られる
・参加すること・参加者同士の交流の中で加齢性の身体虚弱
への気づきと体操の継続の重要性を実感する
・参加者同士の交流で，人の中で生きていることを実感する

・1人 1人の身体状況に合わせられる素晴らしい体操
・身体機能の維持・向上に役立っている
・（体を動かす）きっかけをくれた
・体操以外のプログラム（レクリエーション）もとて
も魅力的である

体操の効果

・支障のない・健康的な日常生活が送れている
・身体機能・社会性が改善した
・希望を与えてもらった
・推進リーダーの指導で意識して体操をしたり，日常生活が
送れるようになった
・参加者との交流が楽しく，居場所ができた

・火曜日の午後はここに来る・他のところに行かない
という習慣ができた
・歩幅が改善するなど身体機能が改善した
・友達がいっぱいできた
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（4）リーダーにおける改善点の認識

A-1会場のリーダーは，「会場に来ても話さない参加

者もいるため，参加者同士のコミュニケーションが増

えると良い」という課題を持っていた．そのために，

「リーダーが参加者同士のコミュニケーションを促す橋

渡し役となればよい」という意見があった．また，「講

習会などに参加し，リーダー自身がスキルを磨いてい

くことも必要である」と考えていた．D-1会場のリー

ダーは，「新しい人，特に男性が入って欲しい」，「参加

者自身も体が大事であることを自覚する必要がある」

との意見を持っていた．

3）事業担当者における課題の認識と今後のねらい

事業担当者へのインタビューは，それぞれ約 45分

だった．結果の概要を表 6に示す．事業の運営，体操

効果の維持・向上に関する課題として，これまで定期

的に測定ができていなかった「握力も定期的に測るこ

とができればよい」，「プログラムの見直し，評価を行

う必要がある」といった評価に関する課題が挙げられ

た．「リーダー，区の職員が認知症の参加者の対応がで

きない」，「リーダーのスキルの水準向上」といったリー

ダーの育成に関する課題の他，「アクセスが悪く参加で

きない方もいると思われ，会場を増やした方が良い．

小中学校毎に会場があるのが理想」という語りもあっ

た．今後のねらいとしては，事業担当者 2名とも，「主

観的に筋力，体力が向上したかつ楽しいと思えるプロ

グラムを作りたい」や「楽しんで体操を継続してもら

うことが大切である」という認識で共有していた．「前

期高齢者」「男性」といった様々な参加者を想定した

「周知方法の工夫」や「プログラムのバリエーションを

増やす」こと，「社会福祉協議会の事業で取り入れる団

体が増え，地域で広まって欲しい」といった期待も語

られた．

IV．考 察

1．参加者の特徴

参加者の約 9割は女性であり，参加者の多くは後期

高齢者であった．包括圏域別の比較分析を実施した結

果，D地区の女性で，平均握力は他の圏域と比較して

有意に低いという特徴があった．会場別に見ると，D

地区の D-1会場が全会場の中で握力が低いが，平均週

参加回数は最も多いという特徴が明らかになった．

参加者の属性は，地域高齢者を対象に実施されてい

る介護予防事業の参加者を調査対象とした成田ら

（2011）と同様であった．32自治体の介護予防 73事例

を分析した先行研究では，男性の参加割合 20%未満で

あった事例は約 50%であり，65歳以上の住民全員が対

象となっている事業は統計的に有意に男性参加割合が

低かったことが報告されている（大久保ら，2005）．公

平性の観点からあらゆる住民に開かれた事業であるこ

とは重要であるが，男性の参加者の割合を増やすため

には，自治体事業の目的や対象者を柔軟に組み替えて

いく戦略が必要と考えられた．A-1会場は D-1会場に

比べて男性の参加割合は多いが，参加者同士の交流は

少なかった．男性の参加割合が，場のグループダイナ

ミクスや事業の効果に及ぼす影響については，今後検

討の余地があると考える．

表 6 事業担当者へのインタビュー結果

質問項目 事業担当者 1 事業担当者 2

運営や効果維持・
向上に向けた課題

・体操の効果を得るためには，参加者の継続した参
加や適切な負荷が必要である
・握力も定期的に測ることができればよい
・リーダー同士で体操のやり方の認識の違いがある
・リーダー，区の職員が認知症の参加者の対応など
に対応できない

・開始から 10年経過し参加者層も変化したため，プロ
グラムの見直し，参加者の評価を行う必要がある
・要介護認定を受けた参加者もおり，狙いとする層が来
ない
・アクセスが悪く参加できない方もいると思われ，会場
を増やした方が良い（理想は小中学校区ごとに会場が
あるのが理想）
・事業運営が事務職のみの運営である
・リーダーのスキルの水準の向上
・リーダーの高齢化により，新しいリーダーを養成する
必要がある

今後のねらい

・参加者に効果が出ることが望ましいが，楽しんで
体操を継続してもらうことが大切である
・前期高齢者は，体操を知らない可能性があるた
め，動画サイト等で周知をしていく
・男性を取り込むために，男性のみの教室はできな
いか
・社会福祉協議会の事業で取り入れる団体が増え，
地域で広まって欲しい

・参加者が主観的に筋力，体力が向上したかつ楽しいと
思えるプログラムを作りたい
・初回参加時，参加半年後など継続して評価をしたい
・様々な参加者がいるため，プログラムの中にもバリ
エーションを増やす
・声かけができるリーダーを増やす

介護予防事業参加者の特徴把握と事業関係者へのインタビューによる事業展開に関する検討

（ 72 ）



2．事業の位置づけ・効果について

量的データの分析結果から，D-1会場，その比較対

象として A-1会場のリーダー・参加者を対象にインタ

ビューを実施した．その結果，参加者は体操に参加す

ることで，身体機能の向上，参加者同士の交流等，多

面的な意味づけや効果を見出していることが明らかと

なった．事業担当者へのインタビューとリーダーの語

りから，継続した評価を行うこと，プログラムのバリ

エーションを増やすことなどが抽出された．

質的データの分析から，参加者が会場を選んだ理由

に関して，A-1会場，D-1会場ともに「家から近く，歩

いて行ける距離」であることが挙げられた．また，事

業担当者からは日常生活圏域ごとに会場を設置するこ

とが理想であること，会場増設には社会福祉協議会の

事業に組み入れるといった戦略が語られた．相馬ら

（2015）は，地域在住高齢者を対象に自宅から介護予防

プログラムが実施されている活動拠点までの距離が 500

m以上ある場合には，有意に介護予防プログラムの認

知が低下することを明らかにした．以上より，地域会

場が自宅近くにあることはアクセシビリティの向上や

介護予防プログラムの認知にも影響すると考えられる

ため，地域会場の増設は今後の事業展開として重要で

あろう．しかし，地域会場の増設には予算の増加や新

たなリーダーの養成等が必要となる．そのため，参加

者が歩いて会場に行くことができない場合の送迎や，

当該事業の周知方法の見直しも検討の余地がある．ま

た，X区は文教地区の特徴を有することから，大学等

の新たな場の活用もプログラムのバリエーションを増

やす上では検討に値すると考えられた．

D-1会場では，A-1会場と比べてレクレーションや参

加者との交流に体操の意義を見出していることが分か

り，本事業が参加者の QOLの維持・向上に貢献してい

る可能性が示唆された．リーダー・事業担当者も同様

に，事業の多面的な効果を捉え，事業の評価を行う必

要性を感じていた．以上より，身体面だけに限らず多

面的な視点で継続的な評価を行う必要がある．体操の

効果を高めるために参加者の意識を高め，適切な負荷

となるよう，リーダーの育成も含めた内容の見直しを

随時行うことの必要性が示唆された．

3．本研究の限界と課題

量的データの分析では，体操の参加者が会場周辺に

居住していると想定し，包括圏域別・会場別で分析を

しているが，住所との照合は行っておらず，本サンプ

ルにおいて地区の代表性が確保できているとは言い難

い．また，地域会場 2か所以上で体操に参加している

者の場合，いずれかの 1会場でのみ，握力を測定して

いる．本稿では，D地区の女性は他地区に比べて，要

介護認定ありの者が多かったことについて考察を深め

ることができなかった．週参加回数も多かったことを

踏まえると，例えば，より健康度の高い参加者は握力

測定データの最も多かった B地区で測定を行っていた

可能性も考えられる．事業評価のために厳選され，収

集されたデータではあるものの，他の地域会場での体

操参加等の実態把握が望まれる．また，定期的に実態

を把握する仕組みをつくることで，地域における健康

課題の発見や解決に向けた示唆を得ることができ，既

存の事業やデータをより一層活かすことができると考

えられた．

量的データの分析結果から，インタビュー対象の地

域会場を抽出したが，抽出根拠は十分でないと考える．

インタビューは最低 2回ほど実施し内容の収斂を図る

ことが望ましいが，保健師活動の中で行う実践的研究

において地域でインタビューを 2回行うことの難しさ

があった．また，質的データの分析は，十分なデータ

量が得られた上での分析ではなく，結果の妥当性や示

し方に至るまで，十分なプロセスを踏んでいるとは言

えない．

おわりに

保健師が事業評価を目的として収集した参加者の握

力測定データの分析結果は，参加者の特徴把握の端緒

となった．参加者へのインタビュー調査では，体操に

参加することで，身体機能の向上，参加者同士の交流

等，多面的な意味づけや効果を見出していることが明

らかとなった．リーダー・自治体事業関係者へのイン

タビュー調査から，自治体担当者・リーダー等が連携

し，継続的な事業評価とプログラムのバリエーション

を増やすなど事業の多面的な効果を参加者がより一層

享受できるような工夫を今後の事業展開に組み込むこ

との必要性が明らかとなった．
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活動報告

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴い実施された
保健師基礎教育における代替的実習の実践報告

Alternative Clinical Training in the Public Health Nursing Educational

Course Conducted due to the Spread of COVID-19

本田 光 1)，近藤圭子 1)，田仲里江 1)，喜多歳子 1)

Hikaru Honda1), Keiko Kondo1), Rie Tanaka1), Toshiko Kita1)

抄 録

【目的】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴い実施された代替的実習の実践を記述し，その有効性と課

題を検討することを目的とした．

【方法と対象】公衆衛生看護学実習を履修した 4年次学生 29名を対象に実習体験アンケートを実施した．アンケート

は，各実習体験の有効性を実習目標の観点から量と質の両面から評価するものである．調査期間は，2020年 7月 31

日～8月 4日である．

【活動内容】学生評価ですべての実習体験の平均値より高かったのは，実習施設の保健師への電話，健康教育，地区踏

査，健康相談などであった．一方で，有効性の評価が低かったのは，家庭訪問，職場巡視，健康危機管理などであった．

【考察】評価が高い実習体験の特徴は，保健師から講評を受ける等により実際の保健活動に触れる体験であり，評価が

低い実習体験の特徴は，現場の暗黙知も含めた実感を通した理解が無ければ修得が難しい技術・能力に関するもので

あった．

キーワード：公衆衛生看護学，基礎教育，実習，代替的教育，COVID-19
Keywords: public health nursing, undergraduate professional education, clinical training, alternative education, COVID-19

受付日：2020年 9月 28日　受理日：2020年 12月 24日

I．はじめに

2020年 2月 28日，北海道は全国に先駆けて新型コ

ロナウイルス感染症（以下，COVID-19）の拡大防止策

として緊急事態宣言を発出した．懸念された感染拡大

は，一旦回避されたように思われたが，第 2波ともい

える感染拡大の波が札幌市に押し寄せ，4月 12日には

北海道・札幌市緊急共同宣言（北海道，2020）が発出

され，北海道は再び緊急事態宣言の対象地域となった．

本学における公衆衛生看護学臨地実習は，4月初旬

の実習施設との事前の打ち合わせでは，通常どおりの

受け入れが可能との回答を得ていた．しかし，実習予

定であった保健所内に設置されていた新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）対策室の規模拡大に加え，市

内保健師の応援体制の整備，また，乳幼児健康診査等

の実施の見合わせによる，緊急性を要する事例への個

別対応の増加など，感染症対策そのものだけでなく，

付随した業務もひっ迫する状況となっていた．そのた

め，4月 16日には，学生の実習受け入れは全面的に困

難との連絡を受けた．

文部科学省および厚生労働省は合同での事務連絡と

して，2020年 2月 28日付で「新型コロナウイルス感

1) 札幌市立大学看護学部（School of Nursing, Sapporo City University）
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染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校，養成所及

び養成施設等の対応について」（文部科学省・厚生労働

省，2020）を通達している．この通達において両省は，

「実習施設の確保が困難である場合には，年度をまたい

で実習を行って差し支えないこと．なお，これらの方

法によってもなお実習施設等の代替が困難である場合，

実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を実施

することにより，必要な知識及び技能を修得すること

として差し支えないこと」と明記している．

本学の保健師養成課程は選択制であり，3年次後期

から履修を開始し，公衆衛生看護学実習は，4年次の

科目である．よって，翌年度への延期ができないこと，

また北海道内の感染状況を考慮すると他の実習施設の

新規確保は困難であった．以上のことを鑑み本学では，

4月 17日に学長名で，令和 2年度前期に実施されるす

べての看護専門領域における臨地実習を全面中止と

し，学内実習に替える決定を学生と実習受け入れ施設

に周知した．加えて，本学の危機対策本部会議におい

て，原則 6月末までは，全面登校禁止の判断が下さ

れた．

臨地実習の代替となる学内実習の実施に向けては，

遠隔授業システムを活用した実習指導体制の検討を行

い，また従来から実施してきた実習体験や課題（以下，

実習体験とする）の内容と方法を見直した．

この時，担当教員全員で共有した目標は，実習目標

の到達を保証するだけではなく，このような状況だか

らこそ挑戦できる新たな実習体験とその指導方法を開

発することであった．また，6月 4日に公表された『全

国保健師教育機関協議会』実施（全国保健師教育機関

協議会教育課程委員会，2020）の緊急的全国調査（2020

年 4月 30日～5月 22日の回答）は，卒業時の到達目

標（厚生労働省，2010）に照らした実習の実践例を示

している．この速報は，学生に実習プログラムを提示

する直前の最終的な意思決定において，我々の背中を

押してくれる貴重な資料となった．

そこでこの活動報告では，COVID-19拡大に伴い実施

された代替的な実習の実践を記述し，有効性と課題を

示すことを目的とした．この活動報告がまた次の実践

の参考となり，その意思決定に貢献する資料となるこ

とを期待する．

また一方では，保健師基礎教育の動向において，新

たな動きがある．2019年に報告された看護基礎教育検

討会の最終報告書（厚生労働省，2019a）に，保健師基

礎教育における能力形成の強化を期待して 3単位の増

加が省令（案）として明記されている．しかし実習に

関しては現状維持となり，講義や演習における教育内

容と方法の工夫を図る余地があると示された．今回，

学内実習として実施した代替的実習の有効性と課題を

整理しておくことは，今後の新しいカリキュラムに対

応した教育内容・方法を検討する際の資料となること

も期待される．

II．方法と対象

1．対象

2020年度公衆衛生看護学実習を履修した 4年次学生

29名を対象とした．

学生の視点から実習の有効性を評価するため，実習

体験アンケートを実施した．実習体験アンケートの内

容は，実習体験の全ての項目（家庭訪問，事例検討会，

実習施設の保健師への電話による追加の情報収集な

ど）と遠隔授業システムの活用（オンラインを活用し

た実習指導など）について尋ねた．学生への依頼文と

して，「実習目標を達成するために学内で行った下記の

実習課題と実習方法は，あなたにとってどの程度，有

効でしたか」と尋ね，「5：とても有効だった」～「1：

まったく有効でなかった」の 5段階評価で回答を求め

た．加えて，実習体験と遠隔授業システムの活用につ

いて，学生が「良かったと感じた点または学内での実

習では限界だと感じた点」を 200字以内の自由記述で

回答する形式とした．

このアンケートは匿名調査であり，Webアンケート

システム（Microsoft Forms）を使用して実施した．学

生への提示と依頼は，実習最終日に行い，調査期間は，

7月 31日から 8月 4日とした．

2．方法

実習体験と遠隔授業システムのアンケートから得ら

れた 5段階による評価は，それぞれの実習体験の平均

値を算出した．

自由記述は，代替的実習の有効性と課題を説明して

いるコードを抽出し，類似するコードは統合した．な

おコードは，そのリアリティが伝わるよう，できるだ

け学生の表現を残して示すよう工夫した．

3．倫理的配慮

対象者には，調査の趣旨，倫理的配慮事項について

書面で説明した．また，実習体験アンケートは，教員

との関係性から生じるバイアスに配慮して匿名調査と

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴い実施された保健師基礎教育における代替的実習の実践報告
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した．本研究は，札幌市立大学倫理委員会の承認を得

て実施している（承認番号 No. 2014-1）．

III．活動内容

学内実習は，行政（市町村と保健所）における保健

師活動 4単位に並行して，産業保健および学校保健 1

単位を実施した．実習期間は，2020年 6月 22日～7月

31日の 6週間であった．学内実習の概要およびオンラ

インと対面の実施状況を表 1に示す．最初の 2週間

（6月 22日～7月 3日）は，学生は登校せず，オンライ

ンのみでの実習を余儀なくされた．7月 6日以降は，

実習体験に応じて，感染予防を徹底しながらオンラ

インと対面の組み合わせで実施した．しかし，対面で

あっても登校は午前か午後の半日とし，感染リスク

が高い昼食は挟まないようにした．グループ編成は，

予定していた実習施設ごとの小グループ（3～4名）と

した．

1．代替的実習体験の概要と学生の評価

実習体験の項目に対する概要と学生による評価を表

2に示す．実習体験アンケートは 28名（回収率 96.6%）

から回答があった．実習目標の到達に対する有効性は，

平均値 4.03±0.32であった．自由記述から抽出したコー

ドの総数は 573であった．以下，コードは「　」で示す．

1）家庭訪問に関する学生の評価は 3.55±0.83であり，

平均値に比べて特に低い評価となった．学生は，学内

での実施の限界として「実際の家庭訪問は，家屋の様

子や周辺環境を観察することも含まれていると思うが，

学内実習ではできない」や「ロールプレイでは問題状

況が発生することはないので，新規の情報がなく，訪

表 1 学内実習 6 週間の概要（実習グループ A・学生 B の場合）

1W
6月 22日 6月 23日 6月 24日 6月 25日 6月 26日

月 火 水 木 金

内容 オリエンテーション①
視聴覚（動画）教材

視聴覚（動画）教材
家庭訪問 1事例目①

視聴覚（動画）教材
健康教育①

視聴覚（動画）教材
家庭訪問 2事例目① 視聴覚（動画）教材

場所 オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン

2W
6月 29日 6月 30日 7月 1日 7月 2日 7月 3日

月 火 水 木 金

内容 視聴覚（動画）教材
家庭訪問 1事例目②

視聴覚（動画）教材
健康教育②

視聴覚（動画）教材
家庭訪問 2事例目② 視聴覚（動画）教材 視聴覚（動画）教材

健康教育③

場所 オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン

3W
7月 6日 7月 7日 7月 8日 7月 9日 7月 10日

月 火 水 木 金

内容 健康危機管理①
保健師への電話

オリエンテーション②
産業・学校保健に関する課題

健康教育④
家庭訪問 1事例目③

家庭訪問 2事例目③
地区踏査①

職場巡視
産業保健活動の実際

場所 対面 オンライン オンライン AMオンライン／PM臨地 AM事業場／PM対面

4W
7月 13日 7月 14日 7月 15日 7月 16日 7月 17日

月 火 水 木 金

内容 健康危機管理②
健康教育⑤

学外講師［産業保健］
健康相談

地区踏査②
健康危機管理③

事例検討会
保健事業の立案① 健康教育発表会

場所 対面 AMオンライン／PM対面 対面 対面 対面

5W
7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 7月 24日

月 火 水 木 金

内容 保健事業の立案②
家庭訪問ロールプレイ 1事例目

保健事業の立案③
家庭訪問ロールプレイ 2事例目

地区踏査の報告会
職場巡視の報告会

場所 対面 対面 対面

6W
7月 27日 7月 28日 7月 29日 7月 30日 7月 31日

月 火 水 木 金

内容 学外講師［学校保健］
地域保健と学校保健の連携 学外講師［労働衛生行政］ 保健事業の発表会 健康危機管理（編集会議）

保健所から提供資料の説明 まとめ

場所 AMオンライン／PM対面 オンライン 対面 対面 対面

*実習地に関する地域アセスメントは，実習開始前の課題として教員の指導を受けて完成させている．
*①，②，…は，実施（指導）の回数を示す．表は原則（最低限）プログラムとし，学生個々の進捗状況に応じて，指導回数は増える．
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っ
た
．
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
実
施
後
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
う
機
会
を

設
け
た
．

3.
55

（
0.

83
）

・
教
員
か
ら
指
導
を
受
け
る
日
程
に
柔
軟
性
が
あ
り
，
複
数
回
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
．（

7）
・
実
習
施
設
か
ら
提
供
し
て
く
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
た
め
実
習
地
域
の
個
別
支
援
の
状
況
を
推
察
す

る
こ
と
も
で
き
，
健
康
教
育
や
保
健
事
業
の
立
案
と
も
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
．

・
実
際
の
家
庭
訪
問
は
，
家
屋
の
様
子
や
周
辺
環
境
を
観
察
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
が
，

学
内
実
習
で
は
で
き
な
い
．（

5）
・
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
で
は
問
題
状
況
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
，
訪
問
後
の
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が

困
難
で
あ
っ
た
．（

5）
工
夫

学
内
実
習
で
あ
る
こ
と
か
ら
指
導
時
間
を
柔
軟
に
か
つ
多
く
確
保
し
た
．
事
例
は
実
習
施
設
よ
り
親

子
・
高
齢
者
に
つ
い
て

1
グ
ル
ー
プ
に

1
事
例
ず
つ
提
供
を
受
け
，
さ
ら
に
教
員
が
作
成
し
た
事
例

（
精
神
・
難
病
）
を
併
せ
て

4
事
例
と
し
た
．
通
常
の
実
習
で
は
，
親
子
と
高
齢
者
の
事
例
の
み
と
な

る
こ
と
が
多
い
が
，
よ
り
多
岐
に
渡
る
対
象
理
解
と
そ
の
支
援
が
学
べ
る
よ
う
事
例
の
多
様
性
を
工

夫
し
た
．

2
実
習
施
設
の

保
健
師
へ
の

電
話

内
容

提
供
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
学
生
は
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
，
保
健
師
に
確
認
し
た
い
事
項
に
つ
い

て
整
理
し
て
か
ら
，
実
習
指
導
者
に
電
話
し
た
．
親
子
，
高
齢
者
の
事
例
に
つ
い
て
担
当
教
員
の
指

導
の
も
と
，
学
生
が
担
当
保
健
師
に
直
接
電
話
を
し
，
メ
ン
バ
ー
で
共
有
し
た
．

4.
48

（
0.

79
）

・
対
象
者
の
状
況
や
保
健
師
が
課
題
に
感
じ
て
い
る
点
な
ど
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
が
出
来
た
た
め
，

よ
り
現
実
的
な
対
象
者
の
イ
メ
ー
ジ
化
に
役
立
っ
た
．（

19
）

・
電
話
を
す
る
た
め
に
，
事
前
に
要
点
を
絞
っ
て
何
を
知
り
た
い
の
か
考
え
た
．（

3）
・
役
所
に
電
話
を
か
け
る
経
験
は
な
か
っ
た
の
で
，
良
い
経
験
に
な
っ
た
．（

3）
・
忙
し
そ
う
な
様
子
も
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
，
手
短
に
終
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
．（

6）
・
緊
張
感
が
あ
っ
て
実
習
を
や
っ
て
る
感
じ
が
し
た
．（

2）
工
夫

実
習
の
臨
場
感
を
感
じ
ら
れ
る
機
会
と
し
て
設
定
し
た
．
通
常
の
実
習
と
同
様
に
学
生
に
主
体
性
を

持
た
せ
る
た
め
，
学
生
か
ら
担
当
保
健
師
に
電
話
を
か
け
る
よ
う
調
整
し
た
．
ま
た
，
電
話
対
応
に

慣
れ
て
い
な
い
現
代
の
学
生
の
実
践
経
験
と
し
て
，
マ
ナ
ー
を
学
ぶ
機
会
と
し
た
．

3
事
例
検
討
会

内
容

教
員
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
行
い
，
模
造
紙
を
使
用
し
て
事
例
検
討
会
の
ね
ら
い
・
家
族
状
況
・

経
過
・
現
状
（
事
実
）
を
整
理
し
，
不
明
点
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
確
認
す
べ
き
情
報
・
今
後
の
方
向

性
・
具
体
的
な
支
援
策
に
つ
い
て
メ
ン
バ
ー
で
検
討
し
た
．

4.
29

（
1.

05
）

・
同
じ
事
例
を
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
で
検
討
し
た
上
で
の
事
例
検
討
会
で
あ
っ
た
た
め
，
意
見
が
出

や
す
く
，
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
視
点
を
広
げ
る
こ
と
が
出
来
た
．（

14
）

・
学
内
で
実
施
し
た
た
め
お
互
い
に
緊
張
せ
ず
，
意
見
が
出
し
や
す
か
っ
た
．（

3）
・
親
子
の
事
例
は
，
メ
ン
バ
ー
で
共
有
し
て
い
る
事
例
だ
っ
た
の
で
，
皆
で
共
有
し
て
い
な
い
事
例

で
実
施
し
た
方
が
，
よ
り
本
番
の
よ
う
な
事
例
検
討
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
．（

4）
工
夫

実
際
に
家
庭
訪
問
を
経
験
し
て
い
な
い
た
め
，
通
常
の
事
例
検
討
会
を
実
施
し
て
も
，
学
生
は
十
分

な
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
．
そ
の
た
め
，
グ
ル
ー
プ
の
学
生
全
員
が
取
り
組
ん
だ
同
じ
親
子
事
例
を

取
り
上
げ
る
こ
と
で
，
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
支
援
の
視
点
の
多
様
性
を
学
ぶ
機
会
と
す
る
こ
と
を
ね
ら

い
と
し
た
．

4
健
康
教
育

内
容

地
域
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
抽
出
し
た
健
康
課
題
か
ら
テ
ー
マ
を
選
定
し
，
健
康
教
育
を
企
画
し

た
．
対
象
集
団
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
指
導
案
を
計
画
し
，
教
員
の
指
導
の
下
で
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
を
行
い
，
他
の
実
習
グ
ル
ー
プ
の
学
生
を
対
象
者
役
と
し
て
本
番
を
想
定
し
て
実
施
し
た
．

4.
41

（
0.

97
）

・
学
内
だ
か
ら
こ
そ
の
自
由
な
発
想
が
認
め
ら
れ
，
新
し
い
試
み
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
で
き
た
．（

9）
・
個
別
支
援
か
ら
集
団
支
援
へ
つ
な
ぐ
保
健
師
の
役
割
を
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
．（

2）
・
実
際
の
健
康
教
育
で
は
，
実
施
す
る
場
所
や
施
設
設
備
の
こ
と
な
ど
，
ど
こ
ま
で
考
え
て
準
備
し

て
お
け
ば
よ
い
の
か
想
像
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
．

・
実
際
の
対
象
者
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
反
応
を
す
る
の
か
感
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
，

実
施
後
の
評
価
は
難
し
か
っ
た
．（

12
）

工
夫

通
常
の
臨
地
実
習
で
は
既
存
の
事
業
の
枠
の
中
で
テ
ー
マ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
，
ま
た
実
施
の

た
め
の
十
分
な
時
間
の
確
保
が
で
き
な
い
等
の
制
約
も
あ
っ
た
．
し
か
し
今
回
は
，
未
来
志
向
性
の

あ
る
企
画
を
許
容
し
，
時
間
も

30
分
間
と
十
分
に
確
保
し
た
．

5
地
区
踏
査

内
容

フ
ォ
ト
ボ
イ
ス
を
実
施
し
た
．
学
生
は
，
原
則
と
し
て
実
習
地
区
に
赴
き
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
場
面
を

撮
影
す
る
．
後
日
，
撮
影
し
た
写
真
に
つ
い
て
実
習
グ
ル
ー
プ
内
で
説
明
を
行
う
報
告
会
を
行
っ
た

の
ち
，
全
体
で
の
報
告
会
を
ジ
グ
ソ
ー
形
式
で
行
っ
た
．

4.
19

（
0.

79
）

・
実
際
に
地
区
を
歩
く
こ
と
で
既
存
資
料
か
ら
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
住
民
の
暮
ら
し
の
様
子
や
地

域
の
実
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
．（

15
）

・
G

oo
gl

e
マ
ッ
プ
の
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
も
活
用
で
き
た
．

・
ジ
グ
ソ
ー
形
式
で
他
の
学
生
と
写
真
を
見
な
が
ら
意
見
交
換
し
た
こ
と
か
ら
，
自
分
の
担
当
地
区

と
の
違
い
に
気
づ
き
，
よ
り
特
徴
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
．（

5）
工
夫

感
染
症
の
リ
ス
ク
が
あ
る
状
況
下
に
お
い
て
，
住
民
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
会
話
を
必
要
と
し

な
い
方
法
論
と
し
て
採
用
し
た
．
地
区
踏
査
は
，
唯
一
，
実
習
地
区
に
出
向
く
機
会
で
あ
り
，
写
真

撮
影
を
通
し
て
，
保
健
師
の
視
点
で
地
域
を
み
る
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
工
夫
し
た
．

6

地
域
ア
セ
ス

メ
ン
ト
お
よ
び

保
健
事
業
計
画

・
評
価
計
画

内
容

地
域
ア
セ
ス
メ
ン
ト
か
ら
導
き
出
し
た
健
康
課
題
か
ら
，
対
策
の
方
向
性
を
検
討
し
て
具
体
的
な
保

健
事
業
計
画
と
評
価
計
画
の
立
案
を
行
っ
た
．
発
表
は
ジ
グ
ソ
ー
形
式
と
し
，
各
学
生
は
自
分
の
所

属
グ
ル
ー
プ
で
作
成
し
た
事
業
計
画
の
内
容
を
発
表
し
，
終
了
後
は
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
参
考
に
し
て

意
見
交
換
を
行
い
，
自
分
の
所
属
グ
ル
ー
プ
に
戻
っ
て
ジ
グ
ソ
ー
で
得
た
意
見
を
ピ
ア
レ
ス
ポ
ン
ス

と
し
て
報
告
し
た
．

4.
07

（
0.

78
）

・
地
域
ア
セ
ス
メ
ン
ト
か
ら
事
業
計
画
の
立
案
ま
で
，
流
れ
が
一
貫
し
て
理
解
で
き
た
．（

9）
・
メ
ン
バ
ー
で
検
討
し
て
い
く
中
で
は
，
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
迷
い
が
多
く
あ
っ
た
が
，
ジ
グ
ソ
ー

で
共
有
す
る
と
事
業
計
画
・
評
価
計
画
の
立
案
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
っ
た
．

・
立
案
し
た
事
業
の
有
効
性
や
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
現
場
の
保
健
師
の
意
見
を
聞
く
機
会
が
あ
る

と
良
か
っ
た
．（

4）
・
保
健
事
業
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
，
実
際
の
業
務
の
中
で
ど
の
よ
う
に
計
画
・
立
案
し
て
い
る
の

か
，
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
．（

3）
工
夫

同
僚
や
上
司
と
意
見
を
交
わ
し
，
事
業
計
画
等
の
内
容
を
詰
め
て
い
く
作
業
を
体
験
す
る
こ
と
を
意

図
し
て
発
表
は
ジ
グ
ソ
ー
形
式
を
採
用
し
た
．
さ
ら
に
，「
事
業
化
の
意
義
と
評
価
計
画
の
必
要
性
」

に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
，情
意
領
域
の
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
．

7
健
康
危
機
管
理

内
容

CO
V

ID
-1

9
学
生
向
け
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
を
課
題
と
し
た
．
内
容
は
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か

ら
8
章
に
分
け
て
構
成
し
た
．「
編
集
会
議
」
で
は
，
学
生
は
事
前
に
他
の
グ
ル
ー
プ
が
分
担
し
た
資

料
を
読
ん
で
，
そ
れ
に
対
す
る
意
見
を
資
料
に
ま
と
め
て
ピ
ア
レ
ス
ポ
ン
ス
し
た
．

3.
93

（
0.

92
）

・
編
集
会
議
で
他
の
学
生
の
熱
意
を
感
じ
，
意
欲
が
湧
い
た
．（

3）
・
対
象
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
の
工
夫
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
な
っ
た
．（

4）
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
た
め
に
沢
山
の
情
報
を
集
め
，
健
康
危
機
管
理
の
具
体
的
な
方
法
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
た
．（

8）
・
最
後
の
編
集
会
議
だ
け
で
な
く
，
中
間
報
告
会
な
ど
，
グ
ル
ー
プ
間
の
学
生
で
打
ち
合
わ
せ
が
で

き
る
機
会
が
あ
る
と
良
か
っ
た
．（

14
）

工
夫

健
康
危
機
管
理
は
，
通
常
の
実
習
で
も
保
健
師
の
経
験
を
聞
く
だ
け
の
学
習
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た

が
，
今
回
は
学
生
が
渦
中
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
感
染
症
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
，
生
き
た
教
材
と

し
て
活
用
し
，
さ
ら
に
自
分
ご
と
と
し
て
課
題
に
取
り
組
め
る
こ
と
を
期
待
し
て
教
材
化
し
た
．

8

保
健
所
で
予
定

さ
れ
て
い
た

オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
資
料

内
容

実
習
地
の
保
健
所
か
ら
保
健
所
の
管
理
機
能
や
人
材
育
成
，
対
人
・
対
物
保
健
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す

る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
を
提
供
し
て
も
ら
い
，学
生
に
は
教
員
か
ら
説
明
を
加
え
て
配
布
し
た
．

3.
63

（
1.

04
）

・
保
健
所
の
多
岐
に
わ
た
る
機
能
や
役
割
が
わ
か
り
や
す
く
，
有
益
だ
っ
た
．（

13
）

・
実
習
で
学
ん
だ
こ
と
の
総
復
習
に
な
っ
た
．（

2）
・
自
分
だ
け
の
力
で
は
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
デ
ー
タ
も
あ
っ
た
た
め
，
有
効
に
利
用
で
き
た
．

・
こ
れ
ま
で
の
座
学
の
内
容
と
の
違
い
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
．

工
夫

代
替
的
実
習
と
し
て
提
供
し
た
実
習
体
験
だ
け
で
は
，
学
生
は
市
町
村
（
区
役
所
）
と
保
健
所
の
役

割
や
機
能
の
違
い
な
ど
，
行
政
組
織
機
構
と
し
て
の
理
解
が
不
十
分
な
た
め
，
こ
の
課
題
を
設
定
し
た
．

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴い実施された保健師基礎教育における代替的実習の実践報告

（ 78 ）



表
2 

（
続

き
）

分 野
実
習
体
験

概
要

評
価

有
効
性
（
類
似
し
た
コ
ー
ド
の
数
）

M
ea

n
（

SD
）

産 業 保 健

9
産
業
保
健
活
動

の
実
際

内
容

特
定
の
事
業
場
を
想
定
し
た
事
例
を
課
題
と
し
て
与
え
，
産
業
保
健
師
と
し
て
の
思
考
や
姿
勢
を
問

う
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
．
学
生
は
個
人
課
題
と
し
て

5
つ
の
事
例
か
ら

1
つ
選
択
し
た
．
ま
た
，

指
導
内
容
に
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
教
員
向
け
指
導
要
領
も
作
成
し
た
．

3.
96

（
0.

94
）

・
今
ま
で
考
え
た
こ
と
の
な
い
視
点
か
ら
の
課
題
だ
っ
た
の
で
，
ど
の
課
題
も
学
び
に
な
っ
た
．（

4）
・
産
業
保
健
師
の
活
動
に
お
い
て
大
切
な
視
点
や
葛
藤
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
．（

3）
・
実
際
の
産
業
保
健
師
の
役
割
や
業
務
を
理
解
し
た
う
え
で
，
考
察
で
き
た
．（

2）
・
自
分
た
ち
の
解
答
例
に
つ
い
て
，
産
業
保
健
師
さ
ん
の
考
え
も
聞
け
る
と
よ
か
っ
た
．（

2）
工
夫

通
常
の
実
習
に
お
い
て
実
習
指
導
者
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
教
材
化
す

る
こ
と
に
よ
り
，
学
生
の
実
感
を
伴
っ
た
理
解
に
至
る
こ
と
を
意
図
し
た
．
併
せ
て
，
保
健
師
の
葛

藤
や
ジ
レ
ン
マ
を
教
材
化
す
る
こ
と
で
，
社
会
的
正
義
や
倫
理
の
感
性
を
養
う
課
題
と
な
る
よ
う
工

夫
し
た
．

10
職
場
巡
視

内
容

個
人
課
題
と
し
て
，
任
意
の
事
業
場
を
職
場
巡
視
し
，
労
働
者
の
健
康
と
の
関
連
性
を
考
え
た
．
さ

ら
に
事
業
場
の
状
況
に
応
じ
た
安
全
で
快
適
な
職
場
づ
く
り
に
つ
い
て
，
グ
ル
ー
プ
で
の

W
E

B
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
に
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
．

3.
77

（
1.

11
）

・
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
職
場
巡
視
し
た
の
で
，
よ
り
詳
し
く
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
き
て
良
か
っ
た
．（

4）
・
職
場
巡
視
の
視
点
を
持
っ
て
見
る
と
，
い
つ
も
働
い
て
い
る
場
所
も
違
う
よ
う
に
見
え
て
興
味
深

か
っ
た
．（

7）
・
動
画
学
習
を
し
て
か
ら
の
実
施
だ
っ
た
た
め
，
見
る
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
っ
た
上
で
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
た
．

工
夫

臨
地
に
近
い
状
況
で
の
体
験
を
確
保
す
る
た
め
に
，
学
生
が
利
用
者
と
し
て
見
学
で
き
る
事
業
場
，

ま
た
は
，
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
事
業
場
を
訪
問
す
る
こ
と
と
し
た
．

産 業 ・ 学 校 保 健

11
健
康
相
談

内
容

臨
床
指
導
者
と
共
に
産
業
保
健
に
お
け
る
健
康
相
談
の

2
事
例
を
作
成
し
た
．
学
生
は
，
個
人
課
題

と
し
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
支
援
の
方
向
性
を
検
討
し
て
か
ら
，
グ
ル
ー
プ
で
情
報
共
有
し
，
支
援
計

画
を
作
成
し
て
，
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
行
っ
た
．

4.
26

（
0.

81
）

・
自
分
が
保
健
師
に
な
っ
た
と
き
に
も
出
会
う
実
践
的
な
事
例
だ
っ
た
と
思
う
．（

7）
・
学
外
講
師
か
ら
の
講
評
が
特
に
勉
強
に
な
っ
た
．（

2）
・
対
象
が
労
働
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
配
慮
し
た
支
援
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
た
．

・
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
し
た
こ
と
で
，
対
象
者
の
勤
務
時
間
に
配
慮
す
る
こ
と
な
ど
も
学
べ
た
．（

3）
・
職
場
を
知
ら
な
い
の
で
，
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
予
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
．

工
夫

事
例
は
，
よ
り
現
実
的
な
設
定
と
な
る
よ
う
臨
床
指
導
者
に
提
供
を
依
頼
し
た
．
具
体
的
に
は
，
健

康
診
断
の
結
果
説
明
の
場
面
を
想
定
し
て
，
職
業
特
性
を
考
え
る
事
例
と
ラ
イ
ン
に
よ
る
ケ
ア
を
考

え
る
事
例
と
し
た
．
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
の
後
に
は
，
保
健
師
か
ら
講
評
を
も
ら
う
機
会
も
設
け
た
．

12

地
域
保
健
と

学
校
保
健
の

連
携
を
考
え
る

問
い

内
容

地
域
保
健
と
学
校
保
健
の
連
携
に
つ
い
て
学
ぶ

4
事
例
（

CO
V

ID
-1

9
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
構
築
，
朝
食
欠
食
の
児
童
へ
の
支
援
，
健
康
観
察
票
よ
り
食
中
毒
発
生
を
疑
っ
た
事
例
，

リ
ス
ト
カ
ッ
ト
の
あ
る
生
徒
へ
の
対
応
と
外
部
と
の
連
携
）
を
作
成
し
，
学
生
は
グ
ル
ー
プ
で

1
つ

選
択
し
た
．

4.
19

（
0.

94
）

・
事
例
が
面
白
く
，
課
題
学
習
を
通
し
て
視
野
が
広
が
っ
た
．（

12
）

・
最
後
に
学
外
講
師
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
あ
っ
た
の
も
よ
か
っ
た
．（

6）
・
事
例
を
用
い
て
具
体
的
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
，
行
政
保
健
師
の
立
場
と
養
護
教
諭
の
立
場

か
ら
連
携
の
必
要
性
を
よ
り
実
感
し
，
具
体
的
な
連
携
方
法
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
．

（
5）

・
実
際
に
学
校
に
行
っ
て
実
習
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
，
学
校
組
織
の
理
解
，
文
化
や
風
習
の

理
解
を
踏
ま
え
た
考
察
が
で
き
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
．

工
夫

通
常
の
実
習
で
は
，
地
域
保
健
と
学
校
と
の
連
携
を
学
ぶ
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
が
，
代
替
的
実
習

で
は
，
理
想
的
な
保
健
師
活
動
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
設
定
し
た
．
グ
ル
ー
プ

発
表
の
際
に
は
，
学
外
講
師
か
ら
講
評
を
も
ら
う
機
会
を
設
け
た
．
教
員
向
け
指
導
要
領
も
作
成
し
た
．

13

学
外
講
師

産
業
保
健
／
労

働
衛
生
行
政
／

学
校
保
健

内
容

産
業
保
健
分
野
の
保
健
師

1
名
，
労
働
衛
生
行
政
の
保
健
師

1
名
，
学
校
保
健
か
ら
は
養
護
教
諭

1
名
に
よ
る

W
E

B
講
義
を
行
っ
た
．
講
義
の
受
講
に
あ
た
っ
て
は
，
事
前
学
習
課
題
を
設
け
た
．

3.
81

（
1.

10
）

・
今
ま
で
の
疑
問
点
な
ど
，
質
問
も
で
き
た
た
め
と
て
も
学
び
に
な
っ
た
．

・
体
験
談
が
多
く
，
現
場
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
分
，
学
び
が
多
く
あ
っ
た
．（

4）
・
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
で
ス
ラ
イ
ド
も
見
や
す
く
，
説
明
に
も
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
．（

4）
・
事
前
に
自
分
た
ち
で
調
べ
，
役
割
や
疑
問
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
こ
と
で
，
学
外
講
師
の
講
義

を
理
解
す
る
こ
と
が
ス
ム
ー
ズ
だ
っ
た
．（

8）
工
夫

既
知
の
知
識
を
実
際
の
活
動
に
照
ら
し
て
，
よ
り
高
度
の
理
解
の
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
こ
と
を
ね
ら

い
と
し
た
．
さ
ら
に
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
の
出
会
い
の
機
会
と
な
る
こ
と
も
期
待
し
た
．

共 通

14
視
聴
覚（
動
画
）

教
材

内
容

視
聴
覚
教
材
の
利
用
は
，
実
際
の
体
験
が
難
し
い
地
区
組
織
活
動
や
地
域
ケ
ア
会
議
に
関
す
る
も
の
，

実
習
体
験
を
遂
行
す
る
た
め
の
準
備
と
な
る
も
の
，
保
健
師
か
ら
の
業
務
紹
介
に
代
わ
る
も
の
を
指

定
し
て
，
視
聴
す
る
こ
と
と
し
た
．
動
画
の
視
聴
後
に

W
E

B
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
設
け
た
．

3.
93

（
1.

11
）

・
事
前
に
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
た
た
め
，
学
習
の
目
的
や
視
点
が
明
確
だ
っ
た
．（

2）
・
実
習
課
題
に
取
り
組
む
前
に
，
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
の
が
と
て
も
よ
か
っ
た
．（

2）
・
動
画
視
聴
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
，
学
び
を
深
め
る
良
い
機
会
に
な
っ
た
．（

12
）

・
自
宅
で
視
聴
で
き
る
の
で
，
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
見
て
お
く
こ
と
が
で
き
た
．（

5）
・
眼
精
疲
労
な
ど
，
体
調
面
で
と
て
も
苦
し
か
っ
た
．（

3）
工
夫

動
画
の

1
タ
イ
ト
ル
ご
と
に
，
中
心
的
な
議
論
の
テ
ー
マ
を
学
生
に
事
前
に
提
示
し
た
．
視
聴
後
に

は
，
記
録
用
紙
に
意
見
を
記
載
し
，
そ
れ
を
も
と
に
学
生
が
意
見
交
換
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
た
．

15
実
習
の
ま
と
め

（
実
習
最
終
日
）

内
容

内
容
に
よ
っ
て

2
部
構
成
と
し
た
．
第

1
部
は
，
実
習
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
実
習
全
体
の
学
び
に
つ
い

て
，
理
論
を
引
用
す
る
こ
と
を
必
須
と
し
て
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
ま
と
め
，
発
表
を
行
っ
た
．
第

2
部
は
，
約

15
名
ず
つ

2
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
，
保
健
師
活
動
の
対
象
の
特
徴
，
面
白
さ
，
専
門
性

に
つ
い
て
，
テ
ー
マ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
．

4.
52

（
0.

75
）

・
皆
が
感
じ
た
保
健
師
像
が
あ
り
，
自
分
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
も
新
た
な
視
点
と
し
て
学

ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
楽
し
か
っ
た
．（

7）
・
前
向
き
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
し
合
い
，
他
の
人
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
，
良
い
気
持
ち
で

実
習
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
．（

11
）

・
重
要
な
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
多
く
の
人
の
考
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
，
先
生
が
話
を
広
げ
た
り
，
深

め
た
り
，
ま
と
め
た
り
し
て
く
れ
た
の
で
，
さ
ら
に
理
解
が
深
ま
っ
た
．

工
夫

臨
地
実
習
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
，
学
生
個
々
人
が
も
っ
て
い
る
教
材
に
限
り
が
あ
る
．
そ
の
た
め
，

実
習
生
全
員
の
体
験
や
学
び
を
共
有
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
保
健
師
活
動
の
本
質
理
解
に
迫
る
よ
う
，

実
習
最
終
日
の
ま
と
め
の
授
業
を
構
造
化
し
た
．
教
員
用
指
導
要
領
も
作
成
し
た
．

注
）
学
生
に
よ
る
評
価
：

5．
と
て
も
有
効
だ
っ
た
．

1．
全
く
有
効
で
は
な
か
っ
た
．

本田・近藤・田仲・喜多
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問後の再アセスメントが困難であった」という点を指

摘していた．

2）実習施設の保健師への電話に関する学生の評価は

4.48±0.79であった．学生からは「対象者の状況や保健

師が課題に感じている点などについて聞くことが出来

たため，より現実的な対象者のイメージ化に役立った」

という意見が多く挙がっていた．

3）事例検討会に関する学生の評価は 4.29±1.05であっ

た．事例検討会は，グループの学生が共通で把握して

いる親子事例を取り上げて事例検討を行うことにより，

アセスメントと支援計画における視点の多様性を学び

合う機会とすることをねらいとした．実施にあたって

は，看護協会から提供されている動画（日本看護協会，

2014）を事前に視聴させてから実施した．学生からは，

「同じ事例をメンバーそれぞれで検討した上での事例検

討会であったため，意見が出やすく，アセスメントの

視点を広げることが出来た」という意見が多く寄せら

れていた．

4）健康教育に関する学生の評価は 4.41±0.97であっ

た．健康教育について，例年は実習施設側から対象と

場を提供されて実施していたが，代替的実習では，地

域アセスメントから抽出した健康課題にもとづき，学

生がその優先性と実現可能性を検討してテーマを選定

した．学生からは，「（家庭訪問と地域アセスメントを

関連付けて健康教育を企画したことで）個別支援から

集団支援へつなぐ保健師の役割を実際に体験すること

ができた」という評価の一方，「実際の対象者だったら

どんな反応をするのか感覚的に捉えることができない

ので，実施後の評価は難しかった」という意見もあった．

5）地区踏査に関する学生の評価は 4.19±0.79であっ

た．代替的実習では，保健師の地域をみる視点を養う

ことを目的として，特定の被写体とそれを撮影した意

図を説明するフォト・ボイス（Wang et al., 1997）とい

う手法で実施した．通勤ラッシュなど，感染リスクの

高い時間帯を避けて実習地域に出向いた学生は，「実際

に地区を歩くことで既存資料からだけでは分からない

住民の暮らしの様子や地域の実情を知ることができた」

と評価していた．

6）地域アセスメントおよび保健事業計画・評価計画

に関する学生の評価は 4.07±0.78であった．学生は，「地

域アセスメントから事業計画の立案まで，流れが一貫

して理解できた」と評価している．一方で，「保健事業

とはどういうものか，実際の業務の中でどのように計

画・立案しているのか，具体的にイメージすることは

難しかった」という意見もあった．

7）健康危機管理に関する学生の評価は 3.93±0.92で

あった．健康危機管理を体験する実習体験として，『新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）学生向け対応マ

ニュアル』の作成を課題とした．学習目標として，リ

スクアセスメント，リスクマネジメント，リスクコミュ

ニケーションを理解することを挙げた．学生には，厚

生労働省や各関係機関，学術団体から公表されている

情報源となる Webサイトと URLを提示し，すべてに

目を通して最新のエビデンスをもとにしてマニュアル

作成に臨むよう指導した．発表の機会は“編集会議”と

名付け，単に発表して終わりではなく，皆で検討する

場となるよう工夫した．学生は，「マニュアルを作成す

るために沢山の情報を集め，健康危機管理の具体的な

方法を理解することができた」と評価し，「最後の編集

会議だけでなく，中間報告会などグループ間の学生で

打ち合わせができる機会があると良かった」と，積極

的な意見も多くみられた．

8）保健所で予定されていたオリエンテーションの資

料に関する学生の評価は 3.63±1.04であった．学生は

「自分だけの力では調べることができないデータもあっ

たため，有効に利用することができた」と感想を挙げ

ていた．

9）産業保健活動の実際に関する学生の評価は

3.96±0.94であった．実習課題は，産業保健活動の実際

を考えるテーマ・ディスカッションとして，次の 5つ

の事例を作成して提示した．①産業保健師が勤務（担

当）する企業（事業所）の業績や製品・サービスなど

の成果物等について把握する必要があるのはなぜか．

②産業保健師は，企業の利益を最大化することと労働

者の幸せを最大化することのどちらを優先すべきか．

③元請から従業員に接着剤中の有機溶剤について知ら

されず，作業を行っていたため，急性中毒で救急搬送

された．産業保健師として，この事態をどのように考

え，行動するか．④洗剤の混合により塩素ガスが発生

し，吸引した作業員が急性呼吸不全となった．産業保

健師として，今後の対策を検討せよ．⑤テレワークの

メリットとデメリットを挙げ，産業保健の観点から必

要な支援を検討せよ．学生は，「今まで考えたことのな

い視点からの課題だったので，どの課題も学びになっ

た」と評価していた．

10）職場巡視に関する学生の評価は 3.77±1.11と平均

点と比べて低かった．職場巡視は，利用者として見学

可能な事業場またはアルバイト先の事業場で実施する

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴い実施された保健師基礎教育における代替的実習の実践報告
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こととした．職場巡視を行う前には，作業環境管理，

作業管理，健康管理を中心に復習するよう指示し，さ

らに職場巡視の具体的なポイントについて教員から教

示した．記録様式は，まず学生が見学した事実（事業

場，職業，雇用形態など）を記述し，次に，見学した

上記の職場環境や労働の特徴と労働者の健康との関連

性を考察する問い，最後に，事業場の状況に応じて安

全で快適な職場づくりに向けた提案をするという応用

を問う 3段階の構成とした．学生は，「職場巡視の視点

を持って見ると，いつも働いている場所も違うように

見えて興味深かった」と評価していた．

11）産業保健における健康相談に関する学生の評価

は 4.26±0.81であった．産業保健師に事例と健康診断の

結果票の作成を依頼し，学生がより現実的な対象像を

イメージできるよう工夫した．この事例は，ロールプ

レイの実施 1週間前に学生に配布し，事前にアセスメ

ントおよび指導案を作成してから，ロールプレイに臨

むよう指導した．学生は，「自分が保健師になったとき

にも出会う実践的な事例だったと思う」と評価しつつ

も，「対象者の職場を知っているわけではないので，一

般的なイメージから予測することしかできなかった」

とも感じていた．

12）地域保健と学校保健の連携を考える問いに関す

る学生の評価は 4.19±0.94であった．学生は，「事例を

用いて具体的に考えられたことにより，行政保健師の

立場と養護教諭の立場から連携の必要性をより実感

し，具体的な連携方法についても考えることができた」

と評価していた．

13）学外講師による講義に関する学生の評価は

3.81±1.10であった．学外講師による講義は，学生が実

習までに学んできた概念的・理論的な知識や技術を，

実際の活動に位置付けて学習の再組織化を図ることを

ねらいとした．学生は，「体験談が多く，現場に行くこ

とができなかった分，学びが多くあった」と評価して

いた．

14）視聴覚（動画）教材に関する学生の評価は

3.93±1.11であった．代替的実習で使用した教材（日本

看護協会，丸善出版，エルゼビア・ジャパン・ナーシ

ングスキル日本版，京都科学・ナーシングチャンネル，

医療福祉 eチャンネル）は，実際の体験が難しい地区

組織活動や地域ケア会議に関するもの，また実習体験

を遂行するための準備学習に役立つ教材を選択した．

教材には，COVID-19拡大に伴うオンライン授業の導入

支援として無償提供されたものもあった．学生は，「事

前に課題が与えられていたため，学習の目的や視点が

明確だった」と評価する一方で，「眼精疲労など，体調

面でとても苦しかった」という意見もあった．

15）実習のまとめ（実習最終日）に関する学生の評

価は 4.52±0.75であった．学生は，「保健師活動の面白

さなど前向きなテーマについて話し合ったことで，他

の人の意見を聞くことができ，良い気持ちで実習を終

えることができた」と評価していた．

2．遠隔授業システムに関する学生の評価

遠隔授業システムに関する概要と学生の評価を表 3

に示す．遠隔授業システムは，Microsoft Teamsを活用

した．本稿では主にオンラインを活用した実習指導，

グループ作業，Teams機能の活用の 3点について報告

する．有効性に関する学生評価は平均値 3.80±0.28で

あった．

1）オンラインを活用した実習指導に関する学生の評

価は 3.70±1.32であった．オンラインを用いた指導にお

いては，学生の状況を把握するため，いきなり本題に

入らずに，まずは学生の近況を報告させる等，導入の

在り方を工夫した．学生は，「全員が画面を共有でき，

修正するところがわかりやすい」等と評価していた．

2）オンラインを活用したグループ作業に関する学生

の評価は 3.58±1.27であった．学生は，「通常のグルー

プ作業だと PCへの入力作業は誰か一人しか担当でき

ず，その他の人は画面も見づらく，意見しにくいが，

ファイル共有機能を活用すると，メンバーでファイル

を見ながら話し合って全員が同時に作業できるので効

率的だった」と評価していた．一方で，「簡単な話し合

いには有効であると感じたが，内容を詰めるような話

のときには不向きであると感じた」という意見もあっ

た．また，「オンラインであるため，夜も土日も作業が

続き，ずっと実習が続いているような感覚になった」

という感想もあった．

3）Microsoft Teams機能の活用に関する学生の評価は

4.11±1.01であった．学生は，「アナウンスや他の学生

からの質問に対する教員からの回答が全て記録として

残るので，後からでも確認できて良かった」と評価し

ていた．また，「Q&Aチャネルとして学生掲示板のよ

うなものがあれば，学生も各自で投稿し，ノウハウを

共有できたのではないか」という提案の意見もあった．
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表
3 

代
替

的
実

習
を

実
施

す
る

た
め

の
遠

隔
授

業
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
学

生
に

よ
る

評
価

 
n=

28

方
法

概
要

評
価

有
効
性
（
類
似
し
た
コ
ー
ド
の
数
）

M
ea

n
（

SD
）

1
オ
ン
ラ
イ
ン
を

活
用
し
た
実
習

指
導

内
容

遠
隔
授
業
シ
ス
テ
ム
は
，
家
庭
訪
問
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
グ
ル
ー
プ
作
業
の
指
導
，

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
活
用
し
た
．
学
生
は
，
指
導
を
受
け
る
前
に
資
料
を

Te
am

s
上

の
「
フ
ァ
イ
ル
」
に
ア
ッ
プ
し
，
指
導
時
に
は
画
面
共
有
を
し
て
，
相
互
に
確
認
し

合
い
な
が
ら
実
習
指
導
を
受
け
た
．

3.
70（

1.
32
）

・
全
員
が
画
面
を
共
有
で
き
，
修
正
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
り
や
す
い
．（

3）
・
家
だ
と
全
て
の
資
料
や
テ
キ
ス
ト
が
そ
ろ
っ
て
い
る
の
で
，
す
ぐ
に
作
業
し
や
す

か
っ
た
．

・
自
宅
で
受
け
ら
れ
た
こ
と
で
，
通
学
時
間
の
ロ
ス
が
な
く
，
時
間
を
効
率
的
に
使

う
こ
と
が
出
来
た
．（

7）
・
カ
メ
ラ
を

O
N
に
せ
ず
，
顔
が
見
え
な
い
状
況
で
あ
っ
て
も
逆
に
意
見
は
言
い
や

す
か
っ
た
．（

5）
・
顔
が
見
え
な
い
こ
と
で
う
ま
く
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
や
先
生
と
意
思
疎
通
が
で
き
な

か
っ
た
部
分
が
あ
る
．（

6）
・
通
信
環
境
の
具
合
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
に
く
い
等
の
不
都
合
が
生
じ
た
．（

4）

工
夫

オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
視
覚
的
に
伝
え
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
，
学
生
が
理
解
し
や
す
い

表
現
で
伝
え
る
よ
う
工
夫
し
た
．
通
信
状
況
が
不
安
定
な
学
生
が
不
利
益
と
な
ら
な

い
よ
う
，
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
を
確
認
し
た
．
課
題
に
応
じ
て
効
果
的
な
学
習
と
な
る

よ
う
，
個
別
指
導
，
グ
ル
ー
プ
指
導
を
組
み
合
わ
せ
た
．
指
導
の
際
は
，
い
き
な
り

本
題
か
ら
始
め
る
の
で
は
な
く
，
導
入
と
し
て
学
生
に
近
況
報
告
を
さ
せ
る
等
を
し

て
，
学
生
の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
た
．

2
オ
ン
ラ
イ
ン
を

活
用
し
た
グ
ル
ー

プ
作
業

内
容

学
生
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
，
健
康
教
育
の
企
画
，
保
健
事
業
計
画
の
立
案
，
地
区

踏
査
の
グ
ル
ー
プ
内
で
の
報
告
会
な
ど
の
場
面
に
お
い
て
，

Te
am

s
の
会
議
シ
ス
テ

ム
を
活
用
し
た
．
学
生
は
資
料
共
有
機
能
を
活
用
し
な
が
ら
，
修
正
作
業
も
全
員
で

入
力
等
を
行
い
，
同
時
進
行
で
作
業
を
進
め
て
い
た
．
ま
た
，
オ
ン
ラ
イ
ン
の
た
め

学
生
間
で
時
間
の
調
整
が
し
や
す
い
よ
う
だ
っ
た
．

3.
58（

1.
27
）

・
通
常
の
グ
ル
ー
プ
作
業
だ
と

PC
へ
の
入
力
作
業
は
誰
か
一
人
し
か
担
当
で
き

ず
，
そ
の
他
の
人
は
画
面
も
見
づ
ら
く
意
見
し
に
く
い
が
，
オ
ン
ラ
イ
ン
の
フ
ァ

イ
ル
共
有
機
能
を
活
用
す
る
と
メ
ン
バ
ー
で
フ
ァ
イ
ル
を
共
有
し
な
が
ら
，
話
し

合
い
な
が
ら
全
員
が
同
時
に
入
力
で
き
る
の
で
効
率
的
だ
っ
た
．（

9）
・
メ
ン
バ
ー
と
の
時
間
調
整
が
簡
単
で
，
い
つ
で
も
つ
な
が
れ
る
の
は
便
利
だ
っ

た
．（

5）
・
簡
単
な
話
し
合
い
に
は
有
効
で
あ
る
と
感
じ
た
が
，
内
容
を
詰
め
る
よ
う
な
話
の

と
き
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
感
じ
た
．（

3）
・
通
話
を
つ
な
ぐ
だ
け
で
，
作
業
を
し
な
い
メ
ン
バ
ー
が
お
り
，
対
面
で
な
い
こ
と

の
限
界
を
感
じ
た
．（

2）
・
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
る
た
め
，
夜
も
土
日
も
作
業
が
続
き
，
ず
っ
と
実
習
が
続
い
て

い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
た
．（

6）
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
回
線
が
途
切
れ
る
と
，
そ
こ
で
作
業
を
中
断
せ
ざ
る
負
え
な
い
．

（
4）

工
夫

オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
，
教
員
と
学
生
の

1
対

1
の
関
係
性
に
な
り
が
ち
な
の
で
，
学
生

間
で
の
共
同
作
業
が
求
め
ら
れ
る
実
習
体
験
を
努
め
て
組
み
入
れ
る
よ
う
に
し
た
．

一
方
で
，
過
重
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
個
人
ワ
ー
ク
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
考
慮
し
た
．
ま
た
発
言
す
る
学
生
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
，
教
員
が
必
要
に
応

じ
て
仲
介
し
た
．
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
促
す
工
夫
と
し
て
，
論
点
を
事
前
に
学
生

に
提
示
し
，
準
備
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
．

3
M

ic
ro

so
ft

 T
ea

m
s

機
能
の
活
用

内
容

活
用
し
た

M
ic

ro
so

ft
 T

ea
m

s
の
主
な
機
能
は
，
チ
ャ
ッ
ト
や
ア
ナ
ウ
ン
ス
機
能
，

会
議
シ
ス
テ
ム
（
集
団
），
通
話
機
能
（

1
対

1）
，
同
時
に
共
同
作
業
を
行
え
る
資

料
共
有
を
活
用
し
た
．

4.
11（

1.
01
）

・
実
習
の
記
録
を
提
出
し
た
ら
グ
ル
ー
プ
全
員
で
共
有
で
き
，
ま
た
記
録
の
提
出
に

つ
い
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
便
利
だ
っ
た
．（

10
）

・
チ
ャ
ッ
ト
機
能
で
の
コ
メ
ン
ト
投
稿
は
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
質
問
が
し
や
す
い
．
ま

た
回
答
も
す
ぐ
に
も
ら
え
た
．（

3）
・
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
他
の
学
生
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
教
員
か
ら
の
回
答
が
記
録
と
し

て
残
る
の
で
，
よ
か
っ
た
．（

7）
・
チ
ャ
ッ
ト
は
，
ど
ん
ど
ん
投
稿
が
増
え
て
い
く
の
で
，
重
要
な
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
見

落
と
し
て
し
ま
っ
た
り
，
確
認
し
た
い
情
報
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
探
す
の
が
大
変

だ
っ
た
．（

10
）

・
Q

&
A
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
学
生
掲
示
板
の
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
，
学
生
も
各
自

で
投
稿
し
，
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
で
き
た
の
で
は
な
い
か
．

工
夫

学
生
へ
の
連
絡
事
項
や
留
意
事
項
の
周
知
と
学
生
か
ら
の
質
問
へ
の
回
答
，
ま
た
記

録
様
式
の
指
示
等
は
，
ア
ナ
ウ
ン
ス
機
能
を
使
用
し
，
情
報
の
一
本
化
を
図
っ
た
．

学
生
か
ら
の
提
出
物
は
，
フ
ァ
イ
ル
の
格
納
場
所
を
実
習
体
験
の
課
題
ご
と
，
ま
た

グ
ル
ー
プ
と
個
人
に
区
分
け
し
て
あ
ら
か
じ
め
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
て
お
き
，
学
生

と
教
員
が
把
握
し
や
す
く
，
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
ミ
ス
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し

た
．

学
生
評
価
：

5．
と
て
も
有
効
だ
っ
た
．

1．
全
く
有
効
で
は
な
か
っ
た
．
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IV．考 察

1．代替的実習の有効性と課題

学生による有効性の評価が高かった実習体験の特徴

として，次の 3点が挙げられる．1点目は，課題を完

遂したときの達成感が大きい実習体験であること，2

点目は地域に出向いた活動や保健師への電話，保健師

からの講評など実際の保健活動に触れる体験であるこ

と，3点目は学生が自らの力で得た知識を応用して概

念化を試みるライブ感のある学習スタイルであること，

である．

例えば，健康教育と地域アセスメント・保健事業計

画および評価計画の立案については，学生は，健康教

育および保健事業計画ともに緻密なアセスメントにも

とづき，“夢のある”健康教育指導案と保健事業を立案

した．“夢のある”計画とは，例えば，健康教育ではシ

ングルマザーのための夜間・休日オンライン・サロン

の企画であったり，保健事業の企画では，思春期にあ

る生徒に向けた望ましい生活習慣の確立支援として，

担任教諭や町内の関係者が情報提供者として登場する

YouTubeによる動画配信などである．対象のアセスメ

ントから健康教育指導案等の立案と実施まで，膨大な

作業量ではあるが自分たちのアイデアが尊重され，実

現できたことの達成感は大きかったと思われる．一方，

教員の立場からみると，これらの事業案は，5年後あ

るいは 10年後の保健活動の種となる可能性を育むとい

う点からは許容したい企画ではある．しかし，実際の

臨地実習では叶わなかった企画であろう．学生が，「保

健事業とはどういうものなのか，（中略）具体的にイ

メージすることは難しかった」と感想を述べていたの

は，自分たちのアイデアを実際の保健師活動の規範の

中で，現実のものとしていく過程を学びたかったとい

うことだと推察される．このことは，「立案した事業の

有効性や実現可能性について，現場の保健師の意見を

聞く機会があると良かった」という学生の意見からも

推察される．一方，学外講師による講評を組み込んだ

実習体験の学生評価が高い理由は，この保健師活動の

規範に照らした学びが得られた点が評価されたと考え

られる．

学生の有効性の評価が低かったのは，家庭訪問，健

康危機管理，保健所のオリエンテーション資料，職場

巡視，産業保健活動の実際，学外講師による講義，視

聴覚（動画）教材であった．学生による有効性の評価

が低い理由として，次の 2点が挙げられる．1点目は，

一見，通常の授業と変わらない学習スタイルであるこ

と，2点目は保健師の現実の活動をみて，現場の暗黙

知も含めた実感を通した理解がないと技術・能力レベ

ルの到達が難しい課題であること，である．

特に家庭訪問は，学生の意見にもあるように，面接

の技術そのものだけでなく家屋の様子や周辺環境を観

察しながら生活実態を把握するということも含んだ保

健指導の技術である．また継続支援については，学生

同士のロールプレイによる再アセスメントの実施は難

しかった．ロールプレイの場面で実際の家庭訪問を想

定した新規の情報を追加提供するなどの工夫があれば，

より現実に近い家庭訪問の実習体験になったかもしれ

ない．

職場巡視は，臨地に近い状況で実施し，学生の学び

の成果は学習目標の到達に貢献する体験となった．し

かし，学生の自己評価は低かった．代替的実習として

行った職場巡視は，あくまで利用者の立場やアルバイ

トで経験があるという範囲での観察であった．産業保

健師の同行のもと，その傍で助言を受けながら，学生

が思ってもいなかった観点に気づき，保健師としての

視点の鋭さや本物の技術に触れることができる従来の

臨地実習との違いが代替的実習の限界として示された

と推察される．

今回，学内で行う代替的実習を展開する際に工夫し

た点は，可能な限り，臨地に近い形式での実践を確保

することや助け合う関係性を醸成する意図的なグルー

プ課題など，方法論としての工夫はいくつかある．し

かし，一貫として大切にしていたことは，保健師とし

て出会うリアルな現象を通じて公衆衛生看護の本質を

学んでもらうことであった．このことは，杉森ら（2009）

も「看護現象活用による看護の本質理解強化」として，

その重要性を強調している．具体的には，例えば，視

聴覚（動画）教材の活用においても，単に教材を視聴

させるだけでなく，保健師としての本質を問う論点を

記録様式に示して提供するよう，教員間で時間をかけ

て検討を重ねたところである．さらに「産業保健師は，

企業の利益を最大化することと労働者の幸せを最大化

することのどちらを優先すべきか」等，あえて正解は

一つではない課題を提供し，社会的正義や公衆衛生看

護における倫理の理解に迫ることを期待した．

しかし，代替的実習の課題として，改めて気づかさ

れたことは，現実的な実践能力を養成するためには，

やはり「臨地での実習は必須である」ということであ

る．基礎教育において修得すべき内容は質と量ともに
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充実が求められている（厚生労働省，2019a）一方で，

実習を受け入れる現場の状況は益々厳しさを増してい

る．野村（2018）は，学生と対象，指導者，組織（実

習施設）そして教員という複雑な関係性の中で生じる

相互作用を活かして効果的な学習を創り出す場を整え

ることの重要性を述べている．限られた実習期間にお

いて，学生の実践的な感覚を養うために共有しなけれ

ばならない必須の場と機会について，相互の現状の共

通理解を図りながら実習指導者らとの協議を重ねてい

きたい．

また，今回の取り組みを経て，既成概念に捉われな

い将来性のある自由な発想を容認できる学内という設

定だからこそ提供できる教育の可能性について示唆を

得ることができた．今後の新しいカリキュラムを検討

する際には，この成果を演習として活用することも可

能である．

2．遠隔授業システムの利用に関するルールづくりの

必要性

遠隔授業システムを実際に活用して気がついた課題

は，VDT症候群予防の必要性と実習時間の公私の区別

への配慮である．

学生は，視聴覚教材の利用に際して「眼精疲労など，

体調面でとても苦しかった」と記載していた．学生は

自宅の通信環境の状態に応じて，ノート PCやタブレッ

ト端末で受講する学生もいれば，スマートフォンなど

画面の小さな端末を用いている者もいた．厚生労働省

は，1時間に 10分程度の作業休止を設けることを推奨

している（厚生労働省，2019b）．今回の実習では，VDT

症候群の予防として体操の時間を意図的に基本プログ

ラムに記載していた．VDT症候群については学生だけ

の問題ではなく，オンラインで指導にあたる教員にとっ

ても深刻であり，作業環境管理と作業管理に加えて，

日常的な運動習慣などの自己管理を促す組織的な取り

組みも必要である．

実習時間の管理については，オンラインを活用した

グループ作業において「オンラインであるため，夜も

土日も作業が続き，ずっと実習が続いているような感

覚になった」という学生の記述があった．久保（2017）

は，情報技術の発達の恩恵として，「いつでもつながれ

る」便利さは，公と私の区別を曖昧にし，慢性的な疲

労につながるリスクを併せ持っていることを指摘して

いる．振り返ってみると，教員側も実習までの準備期

間が十分に確保できず，実習を進めながら，次の課題

の細部の見直しと確認，そして急ぎ学生に連絡すると

いう，まさに自転車操業であった．そのため，学生へ

のアナウンスや詳細事項の提示，さらに学生からの問

い合わせへの回答は，夜間や休日になることも多々あっ

た．このような教員側の姿勢は学生に対する負のロー

ルモデルとして投影させてしまったかもしれない．情

報化時代に対応した実習の新しいルールづくりを検討

する必要がある．

Hasan et al.（2020）は，コロナ禍において E-learning

のみに頼る大学生の学習は，教員から提示される指示

内容が十分でなかったり，対面でないために学生の状

況を教員が把握してフォローすることができない等の

課題を挙げている．加えて，看護学の実習は，それま

での学習で得た知識と技術を応用して，より良い解を

自らの力で見出していく試行錯誤の実践である．その

ため，実習は学生にとって不安も大きい（櫻井ら，

2018）．これらのことから，遠隔による実習は，通常の

実習以上に手厚い学習支援が求められる．オンライン

を活用した実習指導において，「いきなり本題から始め

るのではなく，導入として学生に近況報告をさせる等

をして，学生の状況を把握するよう努めた」工夫は，

この点に対する配慮であった．遠隔授業システムの活

用においては，オンラインで遂行できる便利さを享受

しつつも，フォローすべきことをあらかじめ検討して

おき，また学生同士の相互作用から学び合い，支え合

う関係性をうまく醸成できるような学習環境の整備も

併せて考慮に入れておく必要がある．
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表2　活動報告の構成（例）

項　目 準ずる項目 内　容

抄録 目的，方法，結果，考察にわ
けて，見出しをつけて記載す
る（構造化抄録）．和文抄録
は400字以内，英文抄録は
250 words以内とする．英文
抄録は省いてもよい．

キーワード 6語以内

はじめに まえがき 活動の背景や目標など，活動
報告としての目的

方法 方法と対象 活動の対象や方法

活動内容 活動結果 活動内容や取り組みの特徴，
活動の結果

考察 結果についての検討，活動を
通じて得られた知見，課題，
他の活動に応用できる点など

おわりに あとがき，
結論

今後の活動への示唆（省略も
可）

謝辞など 謝辞，当該活動への助成や便
宜供与など

文献 文献の記載は原稿執筆の要領
を参照

4．研究倫理

1） 投稿論文は，他の出版物（国の内外を問わず）に

すでに発表あるいは投稿されていないものに限

る．二重投稿は禁止する．インターネット上で全

文公開されている内容（機関リポジトリにおける

学位論文の全文公開を含む）は，すでに発表され

たものとみなす．

2） 人が対象である研究や報告は，「人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針」（以下 URL参照）

にそって倫理的に配慮され，その旨が本文中に明

記されている必要がある．

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/12/__

icsFiles/afieldfile/2014/12/22/1354186_1.pdf

3） 研究者が所属する施設などの倫理審査委員会の承

認を得る．倫理審査委員会の承認を得て実施した

研究は，承認した倫理審査委員会の名称，承認番

号，承認年月日を本文中に記載する．

4） 研究や報告全体を通じて，施設や個人が特定され

ないよう，また知的財産権の所属機関に保護に十

分配慮して記述する．

5） 投稿論文の著者とは，投稿された論文に重要な知

的貢献をした者である．著者の資格は，以下の三

1．筆頭著者および共著者の資格

筆頭著者は，本会員である団体（以下，会員校とい

う）に所属している者，または賛助会員とする．但

し，共著者や，編集委員会から依頼された原稿の筆頭

著者についてはこの限りではない．筆頭著者および共

著者は，投稿された論文の知的内容に貢献した者であ

り，全ての著者が論文の内容について承諾したことと

する．

2．原稿の種類

1）原稿の種類は，研究，活動報告，その他であり，

それぞれの内容は以下のとおりである．

 【研究】研究・調査に関する新しい知見が論理的

に示されており，公衆衛生看護学，並びに公衆衛

生看護教育の知識の発展に貢献すると認められる

もの．

 【活動報告】活動や事例の報告として意義があり，

公衆衛生看護学，並びに公衆衛生看護教育の発展

に寄与すると認められるもの．

 【その他】公衆衛生看護学，並びに公衆衛生看護

教育に関する見解などで，編集委員会が適当と認

めたもの．

3．投稿原稿の構成

投稿原稿の構成については，原則として研究は表1

のとおりとする．表1の構成以外の場合は，投稿時に

その理由を記す．活動報告については，参考として表

2に例を示す．
表1　研究の構成

項　目 準ずる項目 内　容

抄録 目的，方法，結果，考察にわ
けて，見出しをつけて記載す
る（構造化抄録）．和文抄録
は400字以内，英文抄録は
250 words以内とする．

キーワード 6語以内
緒言 はじめに 研究の背景，目的
方法 方法と対象，

材料など
調査，実験，解析に関する手
法の記述および資料・材料の
集め方など

結果 結果 調査などの結果
考察 結果の考察，評価
結語 おわりに 結論（省略も可）
謝辞など 謝辞，当該調査への助成や便

宜供与など
文献 文献の記載は原稿執筆の要領

を参照

保健師教育（全国保健師教育機関協議会誌）　投稿規程
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者を特定できるような事項を記載しない．但し，

副本でも研究倫理審査委員会の承認を得ている場

合は，委員会名・承認番号，承認日などを伏せ字

にして，記載する．異なる機関に属する者が共著

である場合は，各所属機関に番号をつけて氏名欄

の下に一括して示し，その番号を対応する著者の

氏名の右肩に記す．別に英文表紙をつけ，表題，

著者名，所属機関名，キーワードを英語（日本語

のキーワード数と同じ）で記載する．

4） 2）原稿はA4判横書きで，1行の文字数は25字，

1ページの行数は32行（800字），余白は左右上

下35 mmとし，適切な行間をあける．

5） 原稿は，表紙と抄録以外のページに通しの行番号

をつけて印字する．数字およびアルファベット

は，原則として半角とする．

6） 投稿原稿の1編は本文，文献，図表を含めて以下

の字数以内（スペースを含む）とする．これを超

えるものについては受領しない，もしくは短縮を

求める．研究16枚以内（16,000字以内） 活動報

告16枚以内（16,000字以内）．図表の目安は，1

ページ全体を使用した大きさの場合は800字換

算，1/2ページ程度の場合は400字換算とする．

7） 外国語はカタカナで，外国人，日本語訳が定着し

ていない学術用語などは原則として活字体の原綴

で書く． 

8） 年の表記は，原則として西暦を用いる．元号表記

は，行政資料の名称など必要な場合のみとする．

9） 図，表および写真は，図1，表1，写真1などの

通し番号をつけ，本文とは別に一括し，本文原稿

右欄外にそれぞれの挿入希望位置を記載する．

10） 文献の記載方法は以下のとおりとする．

（1）文献については，本文中に著者名，発行年次を

括弧表示する．著者が複数の場合には「～ら」ま

たは「～ et al.」と筆頭著者の姓を記載する．

例）

「……重要性が示唆され（湯沢，1997），……」

「……に関する文献（田中ら，2010）……」

「……（2001）の定義する……」

「……Davis et al.（2014）の研究では，……」

（2）文献は著者名のアルファベット順に列記する．

但し，共著者は3名まで表記し，3人の著者名+

『，他』とする（以下の例を参照）．英文の文献で

著者が4人以上の場合は，3人の著者名 +『, et 

al.』とする．

点に基づく．（1）研究の構想，デザイン，または

データ収集，分析，解釈に重要な貢献があった．

②論文の作成または重要な知的内容に関わる批判

的校閲に関与した．③出版原稿の最終承認を行っ

た．資金の獲得，データ収集，または研究グルー

プへの部分的な助言のみを行っただけでは著者資

格は認められない．著者はすべて著者資格を満た

し，著者資格を満たす人物はすべてその名が列挙

されていなければならない．

6） 投稿論文の作成に際し，企業・団体などから研究

費助成，試料提供，便宜供与などの経済的支援を

受けた場合は，謝辞などにその旨を記載しなけれ

ばならない．

5．原稿受付と採択

1） 投稿原稿は随時受け付けるが，9月30日を締切

りとし，その後審査を開始する．

2） 下記6の投稿手続きを経た原稿の到着日を受付日

とする．

3） 受付日と到着順に付す受付番号とを，投稿者に通

知する．

4） 原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する．

5）編集委員会の判定により，原稿の修正および原稿

の種類の変更を著者に求めることがある．

6）投稿された論文は理由の如何を問わず返却しな

い．

7）修正を求められた原稿はできるだけ速やかに再投

稿する．返送から3か月以上経過した場合は投稿

取り下げとみなし，新投稿として扱う．

8）査読が複数回にわたる場合は，掲載が次期になる

場合もある．

9）採用決定後に所定の著作権譲渡同意書に著者全員

が自筆署名して，編集係に郵送する．著作権譲渡

同意書の提出確認後に掲載する．

6．投稿手続きと原稿執筆の手順

1） 原稿は原則として，パーソナルコンピューターな

どのソフトウエアで作成する．

2） 投稿原稿は，本文，図，表，写真，抄録などをす

べて正1部，副1部を提出する．

3） 正本表紙には，表題，希望する論文の種類，原稿

枚数，図，表および写真などの数，著者名，所属

機関名，投稿論文責任著者の氏名・連絡先（所属

機関，所在地，電話，ファクシミリ，電子メール

アドレス），キーワードを日本語で記載する（6

語以内）．副本には著者名，所属，謝辞ほか投稿
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例）

Davies N., Donovan H. (2016): National survey of  

commissioners’ and service planners’ views of  

public health nursing in the UK. 141, 218–221. doi: 

10.1016/j.puhe.2016.09.017

（4）インターネットのサイトなど，逐次的な更新が

前提となっている資料を引用する場合は，サイト

名とアドレスを明確に記載するとともに，検索し

た年月日も付記すること．

・ 著者名（発行年）：表題，アドレス（検索日：

年月日）

例）

厚生労働省（2013）：平成28年度保健師活動領

域調査（領域調査）の結果について，http://

www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/katsudou/ 

09/ryouikichousa_h28.html（検 索 日：2017年 3

月1日）

11） 250 words以内の英文抄録並びに400字以内の和

文抄録をつけること．「活動報告」は英文抄録を

省いてもよい．和文抄録と英文抄録の構成は，目

的（Objective）・方法（Methods）・結果（Results）・

考察（Discussion）にわけて，見出しをつけて記載

する．英文抄録はネイティブチェックを受ける．

12） 原稿の終わりに謝辞などの項を設けることができ

る．

13） 投稿時には，カバーレターを添付する．カバーレ

ターには，原稿を他誌へ同時投稿していないこ

と，未発表であること，英文抄録（Abstract）の

ネイティブチェックを受けたことを明記する．

14） 投稿原稿は，電子メールにて以下のメールアドレ

ス宛てに送付する．なお，1メールあたり10 MB

まで受信可能である．10 MBを超える場合はオン

ラインストレージを利用して送付する．オンライ

ンストレージの利用ができない場合は，編集係ま

で送付前に連絡する．

【原稿送付先・問い合わせ先】

〒113-0033　東京都文京区本郷2丁目27番地16

大学通信教育ビル5階中西印刷（株）内

一般社団法人全国保健師教育機関協議会機関誌　

「保健師教育」編集係

E-mail：japhnei-ed@nacos.com

TEL: 03-3816-0738　FAX: 03-3816-0766

15） 投稿規程に従っていない場合は，原稿を受け付け

ない場合がある．

【雑誌掲載論文】

・ 著者名（発行年次）：論文の表題，掲載雑誌名，

号もしくは巻（号），最初のページ数－最後の

ページ数．

例）

大森純子，三森寧子，小林真朝，他（2014）：公

衆衛生看護のための“地域への愛着”の概念分

析，日本公衆衛生看護学会誌，3(1)，40–48．

Keller L. O., Schaffer M. A., Schoon P. M., et al. (2011): 

Finding common ground in public health nursing 

education and practice. Public Health Nursing, 28(3), 

261–270. doi: 10.1111/j.1525-1446.2010.00905.x

【単行本】

・ 著者名（発行年次）：書名（版数），ページ数，出

版社名，発行地．

・ 著者名（発行年次）：章などの表題，編者名，書

名（版数），ページ数，出版社名，発行地．

例）

村嶋幸代，鈴木るり子，岡本玲子編（2012）．大

槌町　保健師による全戸家庭訪問と被災地復興：

東日本大震災後の健康調査から見えてきたこと，

1–256，明石書店，東京．

佐伯和子（2014）：第3章　地域全体への公衆衛

生看護技術　3 社会システムへの働きかけ，佐伯

和子編，公衆衛生看護学テキスト第2巻公衆衛生

看護技術，132–151，医歯薬出版株式会社，東京．

Stanhope M., Lancaster J. (2015): Public health 

nursing: population-centered health care in the 

community (9th edition). 20–30, Mosby, St Louis.

【翻訳書】

・ 原著者名（原書の発行年次）／訳者名（翻訳書の

発行年次）：翻訳書の書名（版数），ページ数，出

版社名，発行地．

例）

Glanz K., Rimer B. K., Lewis F. M. (2002)／曽根智史，

渡部基，湯浅資之，他訳（2006）：健康行動と健

康教育：理論，研究，実践．217–236，医学書院，

東京．

（3）オンライン版でDOIのある場合は，DOIを記載

する．なお，オンライン版でDOIのない場合は，

アドレス（URL）を記載する．

・ 著者名（発行年次）：論文の表題，掲載雑誌名，

号もしくは巻（号），最初のページ数－最後の

ページ数．doi：DOI番号
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16） 改訂稿送付の際も電子メールにより受け付ける．

7．著者校正

1）査読を経て，編集委員会で受理された投稿原稿に

ついては著者校正を1回行う．

2）著者校正の際の加筆は原則として認めない．

8．著作権

著作権は本団体に帰属する．掲載後1年間は本団体

の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる．なお，本

団体の方針に基づき，データベースなどとして再利用

することがあるので，同意の上，投稿する．

9．著者が負担すべき費用

1）掲載料は無料とする．

2）別刷料はすべて実費を著者負担とする（別途参照）．

3）図表など，印刷上，特別な費用を必要とした場合

は著者負担とする．

10．附則

この規程は，2017年 5月13日から施行する．

2018年 5月12日一部改正．

2019年 5月11日一部改正．

2020年 11月 15日一部改正．

2021年 3月13日一部改正．



編集後記

新型コロナウイルス感染症拡大による猛威から人々の命と暮らしを守る取り組みが今も続いています．そうした
中，皆様にお届けする「保健師教育」第5巻は，感染症拡大の中で保健師教育を守るために取り組まれた活動の他，
逼迫する保健所等への支援，感染症法改正に関する声明公表など最前線の現場や人々を守るための取り組みが記され
ています．
この1年は，感染症の動向を注視しながらいかに学生への教育をこれまでと変わらず保障するかを考え続けた1年
でした．また，2022年度からのカリキュラム改正に向けて，更に専門性が求められる保健師の育成を検討し続けた1
年でもありました．保健師教育の過去，現在，未来をつなぎ，新たな教育を生み出すことを考え続けた1年を支えた
のは，全国の保健師教育機関の皆様との活動を通したつながりであったと本号の編集に携わり改めて感じています．
コロナ禍でもオンラインにより開催された研修会は，変化する社会の動向を踏まえた教育と実践への示唆を提示下
さいました．各委員会やブロックが一丸となって取り組まれた活動からは，あらゆる状況下でも歩みを止めずに教育
を守り発展の機会としていくことを実感しました．今号に掲載した親子保健における公衆衛生看護技術を体系化した
研究，大学院の保健師実習で実践現場の事業展開を検討した活動報告，新型コロナウイルス感染症拡大に伴う保健師
基礎教育における代替実習の実践報告は，いずれも保健師教育の現状を踏まえた今後の教育の検討を後押しする内容
です．このような保健師教育の今を記録する第5巻に携わる機会に，私自身が励まされ多くの学びを頂きました．
2020年は保健師教育の充実と発展の歴史を築いてきた全国保健師教育機関協議会が40周年を迎えました．脈々と
続く教育の重みを感じます．これからも社会の変化を捉え，あらゆる複雑困難な健康課題に対応する教育として発展
していくと同時に，専門職として社会に働きかけていくことも使命であることを岸会長の特別記事を通して改めて感
じました．本誌を今後の保健師教育の発展に広くご活用いただけますと幸甚です．
日々の合間を縫い，寄稿ならびに投稿下さいました皆様に心より感謝申し上げます． （小澤涼子）

編集委員会（五十音順）
委員長
　　大森純子（東北大学大学院医学系研究科）
副委員長
　　田口敦子（慶應義塾大学看護医療学部）
委　員
　　小澤涼子（天使大学大学院看護栄養学研究科）
　　今野浩之（山形県立保健医療大学）

　　竹田香織（東北大学大学院医学系研究科）
 ※2021年 3月まで
　　中野久美子（東北大学大学院医学系研究科）
　　南部泰士（駒沢女子大学看護学部 地域・在宅看護学）
　　藤崎万裕（東北大学大学院医学系研究科）
　　松永篤志（東北大学大学院医学系研究科）

「保健師教育」査読委員
（委嘱期間2019年 10月 1日～2021年 5月31日）

赤星琴美 吾郷美奈恵 麻生保子 安藤智子 石田千絵 和泉京子 上田　泉 宇田優子
江藤真紀 大河内彩子 大塚敏子 大西真由美 岡本玲子 表志津子 掛本知里 金山時恵
金子仁子 川崎千恵 喜多歳子 北岡英子 工藤禎子 合田加代子 古川照美 小林恵子
坂本真理子 志野泰子 清水洋子 標美奈子 新谷奈苗 菅原京子 鈴木知代 鈴木美和
鈴木良美 関　美雪 世古留美 立林春彦 土平俊子 坪川トモ子 中板育美 仲村秀子
畷　素代 難波峰子 西嶋真理子 野村美千江 野村陽子 長谷川美香 波多野浩道 鳩野洋子
播本雅津子 平澤則子 福島道子 古田加代子 星野明子 堀井節子 蒔田寛子 松本泉美
美ノ谷新子 三輪眞知子 村井文江 森山浩司 柳澤理子 山口　忍 山口智美 吉岡幸子
若杉里実

今年度の投稿論文の受付期限は，9月末日です．ご投稿をお待ちしております．

【投稿論文送付先】
一般社団法人全国保健師教育機関協議会機関誌「保健師教育」編集係　宛
〒113-0033　東京都文京区本郷2丁目27番地16　大学通信教育ビル5階中西印刷（株）内
TEL: 03-3816-0738　FAX: 03-3816-0766　E-mail: japhnei-ed@nacos.com
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